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工事計画に係る説明資料 

（その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備） 
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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料 

No. 
補足説明資料（内容） 備考 

1 

1－1  原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための系

統 

今回提出範囲 

1－2  火災区域の配置を明示した図面 

1－3  内部火災に関する工事計画変更認可後の変更申請対

象項目の抽出について 

2－1  潤滑油及び燃料油の引火点，室内温度及び機器運転時

の温度について 

2－2  保温材の使用状況について 

2－3  建物内装材の使用状況について 

2－4  難燃ケーブルの使用について 

2－5  水素ガスの蓄積防止について 

3－1  全域ガス消火設備について 

3－2  ケーブルトレイ消火設備について 

3－3  消火用の照明器具の配置図 

3－4  消火栓及びガス系消火設備の必要容量について 

3－5  煙の発生が抑制される火災区域又は火災区画につい

ての可燃物管理 

3－6  新燃料貯蔵庫未臨界性評価について 

3－7  火災感知器の種類及び配置を明示した図面 

3－8  設計基準事故対処設備及び重大事故等対処施設の消

火設備の位置的分散に応じた独立性を備えた設計に

ついて 

3－9  火災感知設備の電源確保について 

3－10 火災感知器の種類の詳細について 

4－1  火災の影響軽減のための系統分離対策について 

4－2  中央制御室及び補助盤室制御盤の火災の影響軽減対

策について 
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資料 

No. 
補足説明資料（内容） 備考 

1 

4－3  火災を起因とした「運転時の異常な過渡変化」及び「設

計基準事故」発生時の単一故障を考慮した原子炉停止

について 

 

4－4  中央制御室制御盤の火災を想定した場合の対応につ

いて 

4－5  火災区域（区画）特性表について 

4－6  原子炉格納容器内火災を想定した場合の対応につい

て 

4－7  影響軽減対策における火災耐久試験結果の詳細につ

いて 

5－1  火災防護に関する説明書に記載する火災防護計画書

に定め管理する事項について 

 

 

別紙 工認添付書類と設置許可まとめ資料との関係 
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別紙 

 

工認添付書類と設置許可まとめ資料との関係 

（工事計画に係る説明資料（発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書）） 

 

工認添付資料 設置許可まとめ資料 引用内容 

発電用原子炉施

設の火災防護に

関する説明書 

DB 第 8条 火災による損傷の防止 資料の一部を引用 

SA 第 41条 火災による損傷の防止 資料の一部を引用 
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資料 No.1 

 

 

 

発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 

に係る補足説明資料 
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補足説明資料 3－7 

火災感知器の種類及び配置を明示した図面 
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補-3-7-1 

1. 目的 

本資料は，Ⅵ-1-1-8発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.1.2(1)b.項に示す火災

感知器の種類及び配置を示すために，補足説明資料として添付するものである。 

 

2. 内容 

火災感知器の選定においては，設置場所に対応する適切な火災感知器の種類を火災防護に

関する説明書 5.1.2(1)b.項に示す通り，消防法に準じて選定する設計とする。 

火災感知器の取付方法や設置個数については，消防法施行規則第 23条第 4項に基づき設置

する設計とする。 

火災感知器の種類や設置に関する技術的な部分については消防法施行規則に則り設置する

設計とする。 

また，火災感知器の設置にあたっては消防設備士によって確認を行う。 

なお，施工にあたっては消防法施行規則に則り設置する。 

また，消防法認定品でない火災感知器を採用する場合，消防法（火災報知設備の感知器及

び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56年 6月 20日自治省令第 17号））に定め

られる火災感知器の感知性能を有していることを確認している。 

以下 3.項においては，火災感知器のうち，基本的な組み合わせとなるアナログ式の煙感知

器及びアナログ式の熱感知器以外の火災感知器についての種類，仕様及び感知原理等を示す。 

以下 4.項においては，各火災感知器の具体的な設置条件及び，消防法に準じて火災感知器

を設置した具体例を示す。 

以下 5.項においては，火災感知器の配置図を示す。 
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補-3-7-2 

3. 基本的な組み合わせとなるアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器以外の火災感

知器について 

(1) 防爆型火災感知器 

a. 防爆型煙感知器の概要 

防爆型煙感知器の概要を図 1に示す。動作原理は，発光回路で一定時間ごとに LED（発

光素子）に対して電流を流し発光させ，発光した光は，レンズを通して防爆容器外部へ

照射される。その光を，煙がチャンバー内に流入すると，煙に反射して散乱光を生じる。

この散乱光を，レンズを通して受光素子が検知し，電気信号に変換し，受光回路でこれ

を検出する。受光回路で検出した信号は，マイコンで測定され，一定のレベルを越える

と火災信号を受信機へ送信する。 

防爆型煙感知器は，全閉構造であり可燃性ガス又は引火性の蒸気が感知器内部に侵入

して爆発を生じた場合に，当該感知器が爆発圧力に耐え，かつ，爆発による火炎が当該

火災感知器の外部のガス又は蒸気に点火しない構造となっていることから，防爆性能（耐

圧防爆構造＊）を有する。 

 

b. 消防法の認定について 

防爆型煙感知器は，消防法認定品であり，消防法（火災報知設備の感知器及び発信機

に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56年 6月 20日自治省令第 17号）第 17条（光

電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度））に定められる感知性能を満足し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 防爆型煙感知器の概要  
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補-3-7-3 

c. 防爆型熱感知器の概要 

防爆型熱感知器の概要を図 2に示す。防爆型熱感知器は，感熱素子サーミスタを用い

て熱を検出し，周囲温度が一定値以上になったときに受信機に火災信号を発する。サー

ミスタは温度変化により抵抗値が変化する素子で，一定周期で電流を流してサーミスタ

の両端にかかる電圧を測定し，温度検出回路にて変換した電圧値を内部制御回路に送り，

制御回路にて一定時間内での温度上昇値を測定し，温度上昇率が設定値を超えた場合に

火災と判断し，受信機に火災信号を発する。 

防爆型熱感知器は，全閉構造であり可燃性ガス又は引火性の蒸気が感知器内部に侵入

して爆発を生じた場合に，当該感知器が爆発圧力に耐え，かつ，爆発による火炎が当該

火災感知器の外部のガス又は蒸気に点火しない構造となっていることから，防爆性能（耐

圧防爆構造＊）を有する。 

 

d. 消防法の認定について 

防爆型熱感知器は，消防法認定品であり，消防法（火災報知設備の感知器及び発信機

に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56年 6月 20日自治省令第 17号）第 14条（定

温式感知器の公称作動温度の区分および感度））に定められる感知性能を満足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 防爆型熱感知器の概要 
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補-3-7-4 

e. 防爆型炎感知器の概要 

炎感知器の概要を図 3に示す。炎感知器は感知原理に「赤外線 3波長式」（物質の燃焼

時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3つ検出した場合にのみ発報する）を採

用し，誤作動防止を図る。さらに，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置

することで誤作動を防止する設計とする。 

検知素子から出力される信号は連続的ではあるが，炎感知器においては，この信号を

連続的に処理することが可能なシステムが開発されていないため，非アナログ式である。 

しかし，平常時から炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把

握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。 

防爆型炎感知器は，全閉構造であり可燃性ガス又は引火性の蒸気が感知器内部に侵入

して爆発を生じた場合に，当該感知器が爆発圧力に耐え，かつ，爆発による火炎が当該

火災感知器の外部のガス又は蒸気に点火しない構造となっていることから，防爆性能（耐

圧防爆構造＊）を有する。 

 

f. 消防法の認定について 

炎感知器（屋外仕様）は，消防法認定品ではないが，消防法（火災報知設備の感知器

及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56年 6月 20日自治省令第 17号）第

17 条の 8（炎感知器の公称監視距離の区分，感度及び視野角））に定められる炎感知器の

感度及び視野角の感知性能が同等以上を有していることを確認している。 

 

注記＊：耐圧防爆構造（「電気機械器具防爆構造規格」労働省告示第 16号）全閉構造

であつて、可燃性のガス(以下「ガス」という。)又は引火性の物の蒸気（以

下「蒸気」という。）が容器の内部に侵入して爆発を生じた場合に、当該容器

が爆発圧力に耐え、かつ、爆発による火炎が当該容器の外部のガス又は蒸気

に点火しないようにしたものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 防爆型炎感知器の概要 
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補-3-7-5 

(2) 熱感知器（屋外仕様） 

a. 熱感知器（屋外仕様）の概要 

熱感知器（屋外仕様）の概要を図 4に示す。動作原理は，温度検出素子を用いて熱を

検出し，周囲の温度が一定の範囲内の温度になったときに，火災信号を受信機へ送信す

る。また，端子部分がコーキングされているため，屋外でも使用可能である。 

 

b. 消防法の認定について 

熱感知器（屋外仕様）は，消防法認定品であり，消防法（火災報知設備の感知器及び

発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56年 6月 20日自治省令第 17号）第 14

条（定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度））に定められる感知性能を満足してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 熱感知器（屋外仕様）の概要 
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補-3-7-6 

(3) 熱感知器（接点式） 

a. 熱感知器（接点式）の概要 

熱感知器（接点式）の概要を図 5に示す。動作原理は，バイメタルが受熱により反転

して接点が閉じることで火災を検知し，火災信号を受信機へ送信する。また，炎が生じ，

温度上昇した場合にも火災として検知し，火災信号を受信機へ送信する。 

 

b. 消防法の認定について 

熱感知器（接点式）は，消防法認定品であり，消防法（火災報知設備の感知器及び発

信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56年 6月 20日自治省令第 17号）第 14条

（定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度））に定められる感知性能を満足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 熱感知器（接点式）の概要 
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補-3-7-7 

(4) 光電分離型煙感知器 

a. 光電分離型煙感知器の概要 

原子炉建物オペレーティングフロアに設置する光電分離型煙感知器の概要を図 6に示

す。光電分離型煙感知器は，光を発する送光部とそれを受ける受光部を 5m～100mの距離

に対向設置し,この光路上を煙が遮ったときの受光量の変化で火災を検出する。そのため，

大空間での広く拡散した煙を検知することができる。光電分離型煙感知器の取付概要を

図 7に示す。消防法施行規則第 23条（自動火災報知設備の感知器等）より,感知器の光

軸の高さが 80パーセント以上となるように設置する。 

 

b. 消防法の認定について 

光電分離型煙感知器は，消防法認定品であり，消防法（火災報知設備の感知器及び発

信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56年 6月 20日自治省令第 17号）第 17条

の 2（光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分，公称監視距離の区分及び感度））に定

められる感知性能を満足している。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 光電分離型煙感知器の概要 

 

 

図 7 光電分離型煙感知器の取付概要  
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補-3-7-8 

(5) 煙吸引式検出設備 

a. 煙吸引式検出設備の概要 

高線量区域である主蒸気管室に設置する煙吸引式検出設備の概要を図 8に示す。煙吸

引式検出設備の感知原理は，一般的なアナログ式煙感知器と同様に，光による散乱光方

式を用いて火災感知する。高線量区域にて発生する火災の煙を,内蔵ファンにて煙吸引式

検出設備に取り込む。感知器内部の発光素子の光が，火災の煙流入により散乱すること

で煙を感知する。 

煙吸引式検出設備は，アナログ式煙感知器と吸引装置を組み合わせた構成となってい

るため，平常時の状況(温度，煙の濃度)を監視し，火災現象(急激な温度や煙の濃度上昇)

を把握することが可能であり，設定した煙の濃度にて警報を発する設計とする。 

煙吸引式検出設備の故障時は，中央制御室に異常の警報を発する設計とする。また，

煙吸引配管については，損傷等していないことを定期的に保守管理することを定め，煙

吸引式検出設備を監視エリアの近傍に設置することで，監視エリア外における煙吸引配

管の損傷リスクを可能な限り低減する設計とする。 

高線量区域で使用する煙吸引式検出設備の仕様を表 1に示す。 

 

b. 消防法の認定について 

煙吸引式検出設備は，消防法認定品ではないが，消防法（火災報知設備の感知器及び

発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56年 6月 20日自治省令第 17号）第 17

条（光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度））に定められる作動式分布

型感知器の 2種相当の感知性能を有していることを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 煙吸引式検出設備の概要 

  

吸煙口 

煙吸引式検出設備 

サンプリング管 

監視対象エリア 

吸煙 

排気 
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補-3-7-9 

表 1 煙吸引式検出設備の仕様 

項目 仕様 

検知可能ライン数 １ライン 

火災警報設定値 10%/m(光電式スポット型感知器 2種相当) 

煙濃度表示 0～20%/m バーグラフ表示 

煙検知濃度 減光率 0.001～20%/m  

検知時間 吸煙口から煙吸引式検出設備までの煙の検知時間に遅れがないよ

う，1分以内に早期に火災を検知する設計 

フィルター フィルター内蔵 

吸煙配管サイズ 20A 

吸煙配管長さ 最大１ライン 50m以内 

吸煙口 孔径 2mm以上／孔ピッチ 500m以内 

煙検知原理 エアーサンプリングによる散乱光方式 

ファンユニット ファン内蔵 

吐出配管サイズ 20A 

警報 火災警報，異常警報 

電源盤 直流電源装置内蔵 

安全対策 加振試験を行い，正常な監視状態を継続出来る設計とする。 
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補-3-7-10 

(6) 炎感知器 

a. 炎感知器の概要 

原子炉建物オペレーティングフロアに設置する炎感知器の概要を図 9に示す。炎感知

器は感知原理に「赤外線 3波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波

長帯を 3つ検出した場合にのみ発報する）を採用し，誤作動防止を図る。さらに，外光

が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することで誤作動を防止する設計とする。 

検知素子から出力される信号は連続的ではあるが，炎感知器においては，この信号を

連続的に処理することが可能なシステムが開発されていないため，非アナログ式である。 

しかし，平常時から炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把

握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。 

 

b. 消防法の認定について 

炎感知器は，消防法認定品であり，消防法（火災報知設備の感知器及び発信機に係る

技術上の規格を定める省令（昭和 56年 6月 20日自治省令第 17号）第 17条の 8（炎感

知器の公称監視距離の区分，感度及び視野角））に定められる感知性能を満足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 炎感知器の概要 
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補-3-7-11 

(7) 炎感知器（屋外仕様） 

a. 炎感知器（屋外仕様）の概要 

屋外に設置する炎感知器の概要を図 10に示す。炎感知器は感知原理に「赤外線 3波長

式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3つ検出した場合にのみ

発報する）を採用し，誤作動防止を図る。さらに，外光からの影響を考慮し，遮光カバ

ーを設けることにより，誤作動を防止する設計とする。 

検知素子から出力される信号は連続的ではあるが，炎感知器においては，この信号を

連続的に処理することが可能なシステムが開発されていないため，非アナログ式である。 

しかし，平常時から炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把

握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。 

 

b. 消防法の認定について 

炎感知器（屋外仕様）は，消防法認定品ではないが，消防法（火災報知設備の感知器

及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56年 6月 20日自治省令第 17号）第

17 条の 8（炎感知器の公称監視距離の区分，感度及び視野角））に定められる炎感知器の

感度及び視野角の感知性能が同等以上を有していることを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 炎感知器（屋外仕様）の概要 

  

遮光カバー 
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補-3-7-12 

(8) 熱感知カメラ 

a. 熱感知カメラの概要 

屋外に設置する熱感知カメラの画像と外観を図 11に示す。熱感知カメラは，物体から

発する赤外線の波長を温度信号として捕え，赤外線は温度が高くなるほど強くなる特徴

を利用し，強さを色別して温度マップとして画像に映すことにより，一定の温度に達す

ると警報を発する火災感知設備である。 

 

b. 消防法の認定について 

熱感知カメラは，消防法認定品ではないが，赤外線感知機能により死角となる場所が

ないように熱感知カメラを適切に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 熱感知カメラの画像及び外観 

  

遮光カバー 
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補-3-7-13 

4. 各火災感知器の設置条件及び具体例

4.1. 各火災感知器の設置条件 

4.1.1. 火災感知器の種類と設置個数の考え方 

各火災感知器の設置条件を表 2に示す。 

表 2 火災感知器の種類と設置個数の考え方 

火災感知器の種類 

火災感知器の設置個数の考え方 

消防法 

施行規則 取付面高さ 

設置個数 

当たりの 

床面積 

煙
感
知
器

光電アナログ式スポット型 

及び 

光電式スポット型 

（防爆型含む） 

1 種及び 

2 種 

4m 未満 150m2 
第 23 条 

第 4項 

第 7号 

4m 以上 20m未満 75m2 

3 種 4m 未満 50m2 

光電アナログ式分離型 ― 20m未満*2 

― 

（光軸の水平距

離が 14m 以下） 

第 23 条 

第 4項 

第 7の 3号 

煙吸引式検出設備 ― センサ 1 台あたり 100m2以内

消防法に

適用され

ない 

熱
感
知
器

熱アナログ式スポット型 ― 
4m 未満 70m2 *1 

第 23 条 

第 4項 

第 3号 

4m 以上 8m未満 35m2 *1 

定温式スポット型 

（屋外仕様，防爆型含む） 

特殊 
4m 未満 70m2 *1 

4m 以上 8m未満 35m2 *1 

1 種 
4m 未満 60m2 *1 

4m 以上 8m未満 30m2 *1 

2 種 
4m 未満 20m2 *1 

4m 以上 8m未満 ― 

炎
感
知
器

赤外線 3 波長式 

公式監視

距離最大

45m以内 

床面から 1.2mの監視空間 

第 23 条 

第 4項 

第 7の 4号 

赤外線 3 波長式 

（屋外仕様） 

（防爆型含む） 

最大 60m

以内 
監視範囲に死角がないように設置 

消防法に

適用され

ない 

熱
感
知
カ
メ
ラ

赤外線式 
最大 100m

以内 
監視範囲に死角がないように設置 

消防法に

適用され

ない 

注：上記に記載のない事項については，消防法施行規則等に基づく，火災感知器の設置方法に

従う。 

注記*1：主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分における設置個数当たりの床面

積を示す。 

*2：原子炉建物オペレーティングフロア及びタービン室については，天井等の高さ 20m

以上の場所であり，消防法施行規則第 23条第 4項の適用対象外となるが，火災の早期

感知の観点から設置。 
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補-3-7-14 

4.1.2. 煙感知器の設置条件 

消防法施行規則第 23条第 4項第 3号ロの規定により，梁等が天井より 0.6m以上突

出している場合は個別の区画とし，それぞれの床面積から煙感知器の必要個数を求め

る。（図 12参照） 

 

 

図 12 梁等が天井より 0.6m以上突出している場合の解説図 

 

消防法施行規則第 23 条第 4項第 7号ホの規定により，天井高さから，それぞれの

床面積に必要な煙感知器の設置個数を算出し設置する設計とする。（表 3参照） 

 

表 3 天井高さから必要な煙感知器の設置個数を算出する場合の床面積 

取付面の高さ 

感知器の種別 
4m未満 4m以上 15m未満 15m以上 20m未満 

煙感知器 

1種 150m2 75m2 75m2 

2種 150m2 75m2 ― 

3種 50m2 ― ― 

 

消防法施行規則第 23条第 4項第 7号への規定により，煙感知器を廊下及び通路に設

ける場合は，歩行距離 30mにつき 1個以上の個数を，階段及び傾斜路にあっては垂直

距離 15mにつき 1個以上の個数を設置する設計とする。 
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日本火災報知機工業会 自動火災報知設備工事基準書により，梁等の深さが 0.6m

以上 1m未満で火災区画が連続する場合，下記図及び表で定める範囲の隣接する感知区

域を当該部分を含めて 1つの感知区域と見なすことができる。（表 4，図 13参照） 

 

 

図 13 煙感知器における 1つの感知区域と見なすことができる解説図（1） 

 

表 4 煙感知器における 1つの感知区域と見なすことができる面積 

取付面の高さ 

 

感知器の種別 

感知面積の合計 

4m未満 
4m 以上 

8m 未満 

8m以上 

15m未満 

15m以上 

20m未満 

1種 60m2 60m2 40m2 40m2 

2種 60m2 60m2 40m2 ― 

3種 20m2 ― ― ― 

 

日本火災報知機工業会 自動火災報知設備工事基準書により，小区画が隣接してい

る場合，梁等の深さが 0.6m以上 1m未満で区画された 10m2以下の小区画が 1つ隣接し

ている場合は，当該部分を含めて 1つの感知区域とすることができる。（図 14参照） 

 

 

図 14 煙感知器における 1つの感知区域と見なすことができる解説図（2） 
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4.1.3. 熱感知器の設置条件 

消防法施行規則第 23条第 4項第 3号ロの規定により，梁等が天井より 0.4m以上突

出している場合は個別の区画とし，それぞれの床面積から熱感知器の必要個数を求め

る。（図 15参照） 

 

 

図 15 梁等が天井より 0.4m以上突出している場合の区画の解説図 

 

消防法施行規則第 23条第 4項第 3号ロの規定により，天井高さから，それぞれの床

面積に必要な熱感知器の設置個数を算出する設計とする。（表 5参照） 

 

表 5 天井高さから必要な熱感知器の設置個数を算出する場合の床面積 

取付面の高さ 

 

 

感知器の種別 

4m未満 4m 以上 8m未満 

耐火 非耐火 耐火 非耐火 

差動式スポット型 

補償式スポット型 

1種 90m2 50m2 45m2 30m2 

2種 70m2 40m2 35m2 25m2 

定温式スポット型 

特殊 70m2 40m2 35m2 25m2 

1種 60m2 30m2 30m2 15m2 

2種 20m2 15m2 ― ― 

熱アナログ式スポット型 70m2 40m2 35m2 25m2 

 

日本火災報知機工業会 自動火災報知設備工事基準書により，定温式スポット型熱

感知器（特殊）は，短辺が 3m未満の細長い居室等に熱感知器を設置する場合は，歩行

距離が 13mにつき 1個以上の個数を設置する設計とする。 
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日本火災報知機工業会 自動火災報知設備工事基準書により，梁等の深さが 0.4m

以上 1m未満で火災区画が連続する場合，下記図及び表で定める範囲の隣接する感知区

域を当該部分を含めて 1つの感知区域と見なすことができる。（表 6，図 16参照） 

 

 

図 16 熱感知器における 1つの感知区域と見なすことができる解説図（1） 

 

表 6 熱感知器における 1つの感知区域と見なすことができる面積 

感知区域 

 

 

感知器の種別 

合計面積 

耐火 非耐火 

差動式スポット型 

補償式スポット型 

1種 20m2 15m2 

2種 15m2 10m2 

定温式スポット型 
特殊 15m2 10m2 

1種 13m2 8m2 

熱アナログ式スポット型 15m2 10m2 

 

日本火災報知機工業会 自動火災報知設備工事基準書により，小区画が隣接してい

る場合，梁等の深さが 0.4m以上 1m未満で区画された 5m2以下の小区画が 1つ隣接し

ている場合は，当該部分を含めて 1つの感知区域とすることができる。（図 17参照） 

 

 

図 17 熱感知器における 1つの感知区域と見なすことができる解説図（2）  
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4.2. 火災感知器を設置した具体例 

4.2.1. 消防法に準じて煙感知器，熱感知器及び炎感知器を設置した具体例 

消防法施行規則第 23条第 4項に基づき，建物等に設置する熱感知器，煙感知器及び

炎感知器について，各建物等の火災区域毎に整理した一覧表と配置図を別紙 1に示す。 

なお，消防法施行規則第 23条第 4項第 8号の規定による火災感知器は，換気口等の

空気吹出し口から 1.5m以上の離隔距離を満足する設計とする。 

 

4.2.2. その他エリアの火災感知器を設置した具体例 

その他エリアとして，屋外に設置する屋外仕様炎感知器と熱感知カメラについて，

配置図を別紙 2に示す。 
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5. 各火災感知器の配置図

各火災感知器の配置図を次頁以降に示す。
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別紙 1 

消防法施行規則第 23 条第 4 項に従い設置された 

火災感知器の設置状況について 
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補-3-7-53 

火災感知器について，建物等毎に火災感知器の配置を示した一覧表と火災感知器の配置図に

ついて以下に示す。なお，建物毎に代表 1箇所の断面図を示す。 
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置
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ー
ー
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ー
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ー
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7
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-B
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F
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2
-2

(仮
)

北
東

ス
ク
ラ
ム

地
震

計
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

R
-B

2
F
-2

3
R
/B

北
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階
段

室
階

段
ー

ー
ー

ー
ー

ー
3

ー
ー

ー
ー

ー
ー

3
3

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
4

4

R
-B

2
F
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4
階

段
室

階
段
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ー
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ー

ー
ー
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ー

ー
ー
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ー
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ー
ー
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ー

ー
ー
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ー
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7
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4
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(仮
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北
西

ス
ク
ラ
ム

地
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計
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ー

〇
ー

ー
ー

6
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1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

※
※

1
　
3
,4

同
一

区
画

2
～

4
緩

和
策

,機
器

干
渉

設
置

不
可

　
　
※

※
2
　
3
,4

同
一

区
画

2
～

4
緩

和
策

R
-B

2
F
-1

6
通

路
1
7

2
3

R
-B

2
F
-1

7
通

路
7

1
1

R
-B

2
F
-1

4
H

P
C
S
電

気
室

3
5

R
-B

2
F
-1

5
B
-R

H
R
ポ

ン
プ

室
3

3

R
-B

2
F
-1

1
H

P
C
S
-D

G
電

気
室

9
1
2

R
-B

2
F
-1

2
H

P
C
W

熱
交

換
器

室
3

5

R
-B

2
F
-0

9
L
P
C
S
ポ

ン
プ

室
2

2

R
-B

2
F
-1

0
H

P
C
S
ポ

ン
プ

室
2

3

R
-B

2
F
-0

7
H

P
C
S
-D

G
室

7
1
2

R
-B

2
F
-0

8
B
-非

常
用

D
G

電
気

室
6

6
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補-3-7-56 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

R
-B

2
F
-2

5
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
階

段
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

4
4

R
-B

2
F
-2

6
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

3
ー

ー
ー

ー
ー

ー
3

3
階

段
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

8
8

R
-B

2
F
-2

6
-2

(仮
)

南
東

ス
ク
ラ
ム

地
震

計
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

R
-B

2
F
-2

7
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

4
ー

ー
ー

ー
ー

ー
4

4
階

段
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

8
8

R
-B

2
F
-2

7
-2

(仮
)

南
西

ス
ク
ラ
ム

地
震

計
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

R
-B

2
F
-2

8
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
階

段
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

3
3

R
-B

2
F
-2

9
エ

レ
ベ

ー
タ
室

E
L
V

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
R
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F
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1
で
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E
L
V
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ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
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-B
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F
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エ

レ
ベ
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タ
室

E
L
V

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
R
-3

F
-0

8
で

監
視

E
L
V

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
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－

ー
ー

ー
ー

－
0
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～
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一
区

画
1

ー
ー

ー
〇

1
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1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
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緩
和

策

2
〇

ー
ー

〇
ー

6
.9

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
～

8
同

一
区

画
2

ー
ー

ー
〇

6
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1
〇

〇
ー

ー
1

1
1
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緩
和
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3
〇

ー
ー

〇
ー

6
.9

0
－

ー
ー

ー
ー

－
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1
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一
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3

ー
ー

ー
〇

6
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〇
ー
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〇

ー
ー

〇
ー

6
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ー
ー
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ー

－
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1
～
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4

ー
ー

ー
〇

6
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〇

〇
ー
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5
〇

ー
ー

〇
ー

6
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ー
ー
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ー
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〇
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〇
ー
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ー
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ー
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ー
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6
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〇
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〇
ー
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ー
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ー
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～
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ー
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ー
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0
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ー
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ー
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9
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ー

ー
〇

9
.0

1
〇

ー
ー
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ー
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〇
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ー
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0
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ー

ー
〇
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〇
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ー
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1

1
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0
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1
緩
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1
1

〇
ー

ー
〇
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7
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ー

ー
ー

－
0
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1

ー
ー

ー
〇
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1
〇

〇
ー
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1
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1
緩
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〇
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7
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〇
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ー
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7
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ー
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－

1

1
5
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ー

ー
〇

ー
8
.4
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－

ー
ー

ー
ー

－
0

9
～

1
5
同

一
区

画
1
5

ー
ー

ー
〇

8
.4

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
6

〇
ー

ー
〇

ー
1
2
.7

1
－

ー
ー

ー
ー

－
0

設
置

・
メ
ン

テ
ナ

ン
ス

困
難

1
6

〇
ー

ー
〇

1
2
.7

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
7

〇
ー

ー
〇

ー
5
.5

0
〇

ー
ー

ー
ー

－
0

設
置

・
メ
ン

テ
ナ

ン
ス

困
難

1
7

ー
ー

ー
〇

5
.5

1
〇

〇
ー

ー
1

1
1
7
,1

8
緩

和
策

1
8

〇
ー

ー
〇

ー
6
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

－
1

1
8
～

2
2
同

一
区

画
1
8

ー
ー

ー
〇

6
.3

1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
7
,1

8
緩

和
策

1
9

〇
ー

ー
〇

ー
7
.0

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
8
～

2
2
同

一
区

画
1
9

ー
ー

ー
〇

7
.0

1
〇

〇
ー

ー
1

1
1
9
,2

0
緩

和
策

2
0

〇
ー

ー
〇

ー
6
.3

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
8
～

2
2
同

一
区

画
2
0

ー
ー

ー
〇

6
.3

1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
9
,2

0
緩

和
策

2
1

〇
ー

ー
〇

ー
5
.4

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
8
～

2
2
同

一
区

画
2
1

ー
ー

ー
〇

5
.4

1
〇

〇
ー

ー
1

1
2
1
,2

2
緩

和
策

2
2

〇
ー

ー
〇

ー
3
.6

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
8
～

2
2
同

一
区

画
2
2

ー
ー

ー
〇

3
.6

1
〇

〇
ー

ー
1

0
2
1
,2

2
緩

和
策

2
3

〇
ー

ー
〇

ー
9
.2

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

2
3
～

2
5
同

一
区

画
2
3

〇
ー

ー
〇

9
.2

1
〇

〇
ー

ー
1

1
2
3
,2

4
緩

和
策

2
4

〇
ー

ー
〇

ー
5
.3

1
－

ー
ー

ー
ー

－
1

2
3
～

2
5
同

一
区
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2
4

ー
ー

ー
〇

5
.3

1
〇

〇
ー

ー
1

0
2
3
,2

4
緩

和
策

2
5

〇
ー

ー
〇

ー
6
.1

0
〇

ー
ー

ー
ー

－
0

2
3
～

2
5
同

一
区

画
2
5

ー
ー

ー
〇

6
.1

1
〇

ー
ー

ー
－

1

2
6

ー
ー

ー
〇

ー
6
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

－
1

2
6

ー
ー

ー
〇

6
.9

1
〇

〇
ー

ー
1

1
2
6
,2

7
緩

和
策

2
7

ー
ー

ー
〇

ー
7
.7

1
〇

ー
〇

ー
ー

1
1

2
7
,2

8
緩

和
策

2
7

ー
ー

ー
〇

7
.7

1
〇

〇
ー

ー
1

0
2
6
,2

7
緩

和
策

2
8

ー
ー

ー
〇

ー
7
.8

1
〇

ー
〇

ー
ー

1
0

2
7
,2

8
緩

和
策

2
8

ー
ー

ー
〇

7
.8

1
〇

ー
ー

ー
－

1

2
9

〇
ー

ー
〇

ー
1
4
.3

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

2
9
～

3
3
同

一
区

画
2
9

〇
ー

ー
〇

1
4
.3

1
〇

ー
ー

ー
－

1

3
0

〇
ー

ー
〇

ー
5
.9

1
－

ー
ー

ー
ー

－
1

2
9
～

3
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同

一
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3
0

ー
ー

ー
〇

5
.9

1
〇

〇
ー

ー
1

0
3
0
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緩

和
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3
1

〇
ー

ー
〇

ー
6
.7
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－

ー
ー

ー
ー

－
0

2
9
～
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一
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1
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ー

ー
〇

6
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1
〇

〇
ー

ー
1

1
3
0
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緩

和
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3
2

〇
ー

ー
〇

ー
7
.4
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－

ー
ー

ー
ー

－
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9
～
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一
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ー
ー

ー
〇

7
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〇
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緩
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3
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ー

ー
〇

ー
4
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－
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ー
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－
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〇
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緩
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4
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〇
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1
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－
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〇
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〇
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補-3-7-58 
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〇

ー
7
.7

1
〇

ー
〇

ー
ー

2
1

1
7
1
～

1
7
3
緩

和
策

1
7
2

ー
ー

ー
〇

7
.7

1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
7
1
,1

7
2
緩

和
策

1
7
3

ー
ー

ー
〇

ー
7
.8

1
〇

ー
〇

ー
ー

2
0

1
7
1
～

1
7
3
緩

和
策

1
7
3

ー
ー

ー
〇

7
.8

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
7
4

〇
ー

ー
〇

ー
1
2
.7

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
7
4
,1

7
5
同

一
区

画
1
7
4

〇
ー

ー
〇

1
2
.7

1
〇

ー
ー

ー
－

0

1
7
5

〇
ー

ー
〇

ー
5
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

－
1

1
7
4
,1

7
5
同

一
区

画
1
7
5

ー
ー

ー
〇

5
.5

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
7
6

〇
ー

ー
〇

ー
6
.3

0
〇

ー
ー

ー
ー

－
0

1
7
6
～

1
7
9
同

一
区

画
1
7
6

ー
ー

ー
〇

6
.3

1
〇

〇
ー

ー
1

1
1
7
6
,1

7
7
緩

和
策

1
7
7

〇
ー

ー
〇

ー
8
.1

1
－

ー
ー

ー
ー

－
1

1
7
6
～

1
7
9
同

一
区

画
1
7
7

〇
ー

ー
〇

8
.1

1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
7
6
,1

7
7
緩

和
策

1
7
8

〇
ー

ー
〇

ー
4
.9

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
7
6
～

1
7
9
同

一
区

画
1
7
8

ー
ー

ー
〇

4
.9

1
〇

〇
ー

ー
1

1
1
7
8
,1

7
9
緩

和
策

1
7
9

〇
ー

ー
〇

ー
2
.4

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
7
6
～

1
7
9
同

一
区

画
1
7
9

〇
ー

ー
〇

2
.4

1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
7
8
,1

7
9
緩

和
策

1
8
0

〇
ー

ー
〇

ー
9
.0

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
8
0
～

1
8
6
同

一
区

画
1
8
0

〇
ー

〇
9
.0

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
8
1

〇
ー

ー
〇

ー
7
.0

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
8
0
～

1
8
6
同

一
区

画
1
8
1

ー
ー

ー
〇

7
.0

1
〇

〇
ー

ー
1

1
1
8
1
,1

8
2
緩

和
策

1
8
2

〇
ー

ー
〇

ー
7
.0

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
8
0
～

1
8
6
同

一
区

画
1
8
2

ー
ー

ー
〇

7
.0

1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
8
1
,1

8
2
緩

和
策

1
8
3

〇
ー

ー
〇

ー
7
.0

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
8
0
～

1
8
6
同

一
区

画
1
8
3

ー
ー

ー
〇

7
.0

1
〇

〇
ー

ー
1

1
1
8
3
,1

8
4
緩

和
策

1
8
4

〇
ー

ー
〇

ー
7
.0

1
－

ー
ー

ー
ー

－
1

1
8
0
～

1
8
6
同

一
区

画
1
8
4

ー
ー

ー
〇

7
.0

1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
8
3
,1

8
4
緩

和
策

1
8
5

〇
ー

ー
〇

ー
7
.0

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
8
0
～

1
8
6
同

一
区

画
1
8
5

ー
ー

ー
〇

7
.0

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
8
6

〇
ー

ー
〇

ー
8
.4

0
－

ー
ー

ー
ー

－
0

1
8
0
～

1
8
6
同

一
区

画
1
8
6

ー
ー

ー
〇

8
.4

1
〇

ー
ー

ー
－

1

R
-B

2
F
-3

2
エ

レ
ベ

ー
タ
前

室
1

ー
〇

ー
ー

ー
1
.9

1
－

ー
ー

ー
ー

－
1

1
1

ー
〇

ー
ー

1
.9

1
－

ー
ー

ー
－

1
1

※
※

1
　
1
4
0
～

1
4
3
同

一
区

画
1
4
0
～

1
4
4
緩

和
策

　
　
　
※

※
2
　
1
4
6
,1

4
7
同

一
区

画
1
4
5
～

1
4
7
緩

和
策

　
　
※

※
3
　
1
5
4
～

1
5
5
同

一
区

画
1
5
3
～

1
5
5
緩

和
策

　
　
　
※

※
4
　
1
5
6
～

1
6
0
同

一
区

画
,機

器
干

渉
設

置
不

可

R
-B

2
F
-3

1
ト

ー
ラ
ス

室
4
4

1
2
6

68



 

 

補-3-7-59 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

ー
〇

ー
ー

3
0
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
〇

ー
3
0
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
9
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
3
9
.5

2
ー

ー
ー

ー
ー

2
1
個

不
足

3
ー

ー
〇

ー
ー

3
4
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

3
,4

緩
和

策
3

ー
ー

〇
ー

3
4
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

4
〇

ー
〇

ー
ー

2
3
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

3
,4

緩
和

策
4

〇
ー

〇
ー

2
3
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
ー

ー
〇

ー
1
6
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

6
ー

ー
〇

ー
ー

1
4
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

6
ー

ー
〇

ー
1
4
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

7
〇

ー
〇

ー
ー

3
5
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
～

1
2
同

一
区

画
7

ー
ー

〇
ー

3
5
.7

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

8
〇

ー
〇

ー
ー

4
8
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
～

1
2
同

一
区

画
8

ー
ー

〇
ー

4
8
.8

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

9
〇

ー
〇

ー
ー

5
8
.2

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
～

1
2
同

一
区

画
9

ー
ー

〇
ー

5
8
.2

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

1
0

〇
ー

〇
ー

ー
5
8
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
～

1
2
同

一
区

画
1
0

ー
ー

〇
ー

5
8
.2

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

1
1

〇
ー

〇
ー

ー
3
0
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
～

1
2
同

一
区

画
1
1

ー
ー

〇
ー

3
0
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
2

〇
ー

〇
ー

ー
3
4
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
～

1
2
同

一
区

画
1
2

ー
ー

〇
ー

3
4
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

R
-B

1
F
-0

2
R
/B

サ
ン

プ
リ
ン

グ
室

1
〇

ー
〇

ー
ー

1
8
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

〇
ー

〇
ー

1
8
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

R
-B

1
F
-0

3
A
-R

/B
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
4
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

1
4
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
2
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
〇

ー
1
2
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
1
6
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

R
-B

1
F
-0

5
B
-D

G
燃

料
デ

イ
タ
ン

ク
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
7
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

2
7
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

R
-B

1
F
-0

6
H

P
C
S
-D

G
燃

料
デ

イ
タ
ン

ク
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
9
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

1
9
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
6
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
〇

ー
2
6
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

2
1
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
2
1
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

ー
〇

ー
ー

2
0
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
〇

ー
2
0
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
1
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
〇

ー
2
1
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

2
6
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
2
6
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

ー
〇

ー
ー

2
0
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
〇

ー
2
0
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
4
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
〇

ー
2
4
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
ー

〇
ー

2
1
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
ー

〇
2
1
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
〇

ー
1
3
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
3
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

〇
ー

ー
1
3
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

2
1
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
2
1
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

R
-B

1
F
-0

9
H

P
C
S
ポ

ン
プ

室
冷

却
機

室
3

3

R
-B

1
F
-1

0
C
U

W
補

助
ポ

ン
プ

室
2

2

R
-B

1
F
-0

7
A
-R

H
R
ポ

ン
プ

室
冷

却
機

室
3

3

R
-B

1
F
-0

8
B
-R

H
R
ポ

ン
プ

室
冷

却
機

室
3

3

R
-B

1
F
-0

1
C
R
D

ポ
ン

プ
室

1
1

1
7

R
-B

1
F
-0

4
A
-D

G
燃

料
デ

イ
タ
ン

ク
室

2
2

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
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補-3-7-61 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
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補-3-7-62 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
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ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。
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和
策

：
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本
火

災
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工
業
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自
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火
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設
備
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準
書

】

※
5
　

段
違

い
部
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を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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、
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象
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消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
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補-3-7-64 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。
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7
B
-非

常
用

D
G

室
送

風
機

室
4

4

R
-2

F
-0

5
B
-非

常
用

電
気

室
1
4

1
6

R
-2

F
-0

6
A
-非

常
用

D
G

室
送

風
機

室
2

2

R
-2

F
-0

1
中

央
制

御
室

外
原

子
炉

停
止

盤
室

2
3

R
-2

F
-0

4
A
-非

常
用

電
気

室
1
0

1
3

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

設
置

数
合

計
備

考
0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

ー
〇

ー
ー

3
4
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
1

ー
ー

〇
ー

3
4
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

9
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
2

ー
ー

〇
ー

9
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

ー
〇

ー
ー

4
4
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
〇

ー
4
4
.5

2
ー

ー
ー

ー
ー

2

4
ー

ー
〇

ー
ー

4
0
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

4
,5

緩
和

策
4

ー
ー

〇
ー

4
0
.5

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
8
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

4
,5

緩
和

策
5

ー
ー

〇
ー

1
8
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
〇

ー
〇

ー
ー

1
4
.6

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
1

※
※

1
1

ー
ー

〇
ー

1
4
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
〇

ー
〇

ー
ー

1
2
.9

0
ー

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
2

ー
ー

〇
ー

1
2
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
〇

ー
〇

ー
ー

1
3
.1

0
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
3

ー
ー

〇
ー

1
3
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

4
〇

ー
〇

ー
ー

9
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
4

ー
ー

〇
ー

9
.1

1
〇

〇
ー

ー
1

1
4
,5

緩
和

策

5
〇

ー
〇

ー
ー

5
.4

0
ー

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
5

ー
ー

〇
ー

5
.4

1
〇

〇
ー

ー
1

0
4
,5

緩
和

策

6
〇

ー
〇

ー
ー

1
4
.6

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

6
～

1
0
同

一
区

画
6

ー
ー

〇
ー

1
4
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

7
〇

ー
〇

ー
ー

1
2
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

6
～

1
0
同

一
区

画
7

ー
ー

〇
ー

1
2
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

8
〇

ー
〇

ー
ー

1
0
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

6
～

1
0
同

一
区

画
8

ー
ー

〇
ー

1
0
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

9
〇

ー
〇

ー
ー

1
0
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

6
～

1
0
同

一
区

画
9

ー
ー

〇
ー

1
0
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
0

〇
ー

〇
ー

ー
1
0
.7

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

6
～

1
0
同

一
区

画
1
0

ー
ー

〇
ー

1
0
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
1

〇
ー

〇
ー

ー
1
3
.0

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
1
～

1
5
同

一
区

画
1
1

ー
ー

〇
ー

1
3
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
2

〇
ー

〇
ー

ー
1
1
.7

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
1
～

1
5
同

一
区

画
1
2

ー
ー

〇
ー

1
1
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
3

〇
ー

〇
ー

ー
9
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
1
～

1
5
同

一
区

画
1
3

ー
ー

〇
ー

9
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
4

〇
ー

〇
ー

ー
9
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1
～

1
5
同

一
区

画
1
4

ー
ー

〇
ー

9
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
5

〇
ー

〇
ー

ー
9
.8

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
1
～

1
5
同

一
区

画
1
5

ー
ー

〇
ー

9
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
4
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

〇
ー

ー
2
4
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

2
4
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

〇
ー

ー
2
4
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
1
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

〇
ー

ー
2
1
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
8
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

〇
ー

ー
1
8
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

〇
ー

ー
ー

1
1
3
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

〇
ー

ー
1
1
3
.3

2
ー

ー
ー

ー
ー

2

R
-M

2
F
-0

5
C
U

W
バ

ル
ブ

室
1

ー
〇

ー
ー

ー
4
4
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

4
4
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
4
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

〇
ー

ー
2
4
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

2
4
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

〇
ー

ー
2
4
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
4
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

〇
ー

ー
1
4
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
4
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

〇
ー

ー
1
4
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

1
〇

ー
〇

ー
ー

4
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,3

同
一

区
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1
ー

ー
〇

ー
4
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1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
,3

緩
和

策

2
〇

ー
〇

ー
ー

9
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0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
,4

同
一

区
画

2
ー

ー
〇

ー
9
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1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
〇

ー
〇

ー
ー

9
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,3

同
一

区
画

3
ー

ー
〇

ー
9
.4

1
〇

〇
ー

ー
1

1
1
,3

緩
和

策

4
〇

ー
〇

ー
ー

9
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
,4

同
一

区
画

4
ー

ー
〇

ー
9
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

R
-M

2
F
-0

9
A
-C

U
W

脱
塩

器
室

R
-M

2
F
-1

0
B
-C

U
W

脱
塩

器
室

R
-M

2
F
-1

1
C
U

W
ホ

ー
ル

デ
ィ
ン

グ
ポ

ン
プ

室
1

〇
ー

〇
ー

ー
3
2
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

〇
ー

〇
ー

3
2
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

1
〇

ー
〇
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ー

3
4
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
〇

ー
〇

ー
3
4
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
〇

ー
〇

ー
ー

1
1
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
,3

,4
同

一
区

画
2

ー
ー

〇
ー

1
1
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
〇

ー
〇

ー
ー

9
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
,3

,4
同

一
区

画
3

ー
ー

〇
ー

9
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

4
〇

ー
〇

ー
ー

1
5
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
,3

,4
同

一
区

画
4

ー
ー

〇
ー

1
5
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

R
-M

2
F
-1

2
F
P
C
ポ

ン
プ

室
2

4

※
※

1
 1

,2
,3

同
一

区
画

4
,5

同
一

区
画

 1
～

5
緩

和
策

R
-M

2
F
-0

8
C
U

W
バ

ル
ブ

室
2

3

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

R
-M

2
F
-0

6
配

管
室

2
2

R
-M

2
F
-0

7
配

管
室

2
2

R
-M

2
F
-0

3
配

管
室

2
2

R
-M

2
F
-0

4
バ

ル
ブ

室
3

4

R
-M

2
F
-0

1
R
/B

非
常

用
C
/C

室
3

7

R
-M

2
F
-0

2
R
/B

常
用

C
/C

室
3

1
4

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

設
置

数
合

計
備

考
0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2
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補-3-7-66 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
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補-3-7-67 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部
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を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2
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補-3-7-68 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

ー
ー

〇
ー

6
0
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
ー

〇
6
0
.6

2
〇

ー
ー

ー
－

2

2
ー

ー
ー

〇
ー

4
5
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
ー

〇
4
5
.4

2
〇

ー
ー

ー
－

2

3
ー

ー
ー

〇
ー

4
5
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
ー

〇
4
5
.4

2
〇

ー
ー

ー
－

2

4
ー

ー
ー

〇
ー

4
5
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
ー

ー
ー

〇
4
5
.4

2
〇

ー
ー

ー
－

2

5
ー

ー
ー

〇
ー

4
5
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
ー

ー
ー

〇
4
5
.4

2
〇

ー
ー

ー
－

2

6
ー

ー
ー

〇
ー

4
5
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

6
ー

ー
ー

〇
4
5
.4

2
〇

ー
ー

ー
－

2

7
ー

ー
ー

〇
ー

4
5
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
ー

ー
ー

〇
4
5
.4

2
〇

ー
ー

ー
－

2

8
〇

ー
ー

〇
ー

1
2
.0

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

8
～

1
2
同

一
区

画
8

ー
ー

ー
〇

1
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
－

1

9
〇

ー
ー

〇
ー

1
1
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

8
～

1
2
同

一
区

画
9

ー
ー

ー
〇

1
1
.6

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
0

〇
ー

ー
〇

ー
1
1
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

8
～

1
2
同

一
区

画
1
0

ー
ー

ー
〇

1
1
.6

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
1

〇
ー

ー
〇

ー
1
1
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

8
～

1
2
同

一
区

画
1
1

ー
ー

ー
〇

1
1
.6

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
2

〇
ー

ー
〇

ー
1
3
.7

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

8
～

1
2
同

一
区

画
1
2

ー
ー

ー
〇

1
3
.7

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
3

ー
ー

ー
〇

ー
4
0
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
3

ー
ー

ー
〇

4
0
.8

2
〇

ー
ー

ー
－

2

1
4

ー
ー

ー
〇

ー
3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
4

ー
ー

ー
〇

3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
5

ー
ー

ー
〇

ー
3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
5

ー
ー

ー
〇

3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
6

ー
ー

ー
〇

ー
3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
6

ー
ー

ー
〇

3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
7

ー
ー

ー
〇

ー
3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
7

ー
ー

ー
〇

3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
8

ー
ー

ー
〇

ー
2
6
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
8

ー
ー

ー
〇

2
6
.3

1
〇

ー
ー

ー
－

1

1
9

ー
ー

ー
〇

ー
3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
9

ー
ー

ー
〇

3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
－

1

2
0

ー
ー

ー
〇

ー
4
1
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
0

ー
ー

ー
〇

4
1
.2

2
〇

ー
ー

ー
－

2

R
-4

F
-0

2
通

路
1

ー
〇

ー
ー

ー
8
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

8
.0

1
ー

ー
ー

ー
－

1
1

R
-4

F
-0

3
連

絡
通

路
通

路
ー

ー
ー

ー
ー

－
1

ー
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

通
路

ー
ー

ー
ー

－
2

ー
ー

ー
ー

－
2

2
1
個

不
足

R
-4

F
-0

4
電

源
盤

室
1

ー
〇

ー
ー

ー
1
2
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

1
2
.9

1
ー

ー
ー

ー
－

1
1

R
-4

F
-0

5
制

御
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
2
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

1
2
.9

1
ー

ー
ー

ー
－

1
1

R
-4

F
-0

6
計

算
機

室
1

ー
〇

ー
ー

ー
1
2
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

1
2
.9

1
ー

ー
ー

ー
－

1
1

R
-4

F
-0

1
原

子
炉

建
物

オ
ペ

レ
ー

テ
ィ
ン

グ
フ
ロ

ア
1
6

2
9

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2
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補-3-7-69 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

○
２

３
条

第
４

項
　

七
の

四
　

炎
感

知
器

（
道

路
の

用
に

供
さ

れ
る

部
分

に
設

け
ら

れ
る

も
の

を
除

く
。

）
は

、

次
に

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
壁

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
区

域
ご

と
に

、
当

該
区

域
の

床
面

か
ら

高
さ

一
・
二

メ
ー

ト
ル

　
　

ま
で

の
空

間
（

以
下

「
監

視
空

間
」
と
い

う
。

）
の

各
部

分
か

ら
当

該
感

知
器

ま
で

の
距

離
が

公

　
　

　
称

監
視

距
離

の
範

囲
内

と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

  
  
 

　
　

　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

梁
高

さ

連
続

※
３

隣
接

※
４

段
違

い
※

5

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

1
最

上
階

ま
で

吹
抜

け
1

4
5

1
0
0

2
※

※
1

2
－

－
－

－
－

2
－

－
－

－
－

2
最

上
階

ま
で

吹
抜

け
2

4
5

1
0
0

2
※

※
1

R
-B

1
F
-2

4
H

P
C
S
給

気
消

音
器

フ
ィ
ル

タ
室

1
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

1
1

最
上

階
ま

で
吹

抜
け

1
4
5

1
0
0

2
2

※
※

1

R
-B

1
F
-2

5
A
-給

気
消

音
器

フ
ィ
ル

タ
室

1
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

1
1

最
上

階
ま

で
吹

抜
け

1
4
5

1
0
0

1
1

※
※

1

1
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

1
最

上
階

ま
で

吹
抜

け
1

4
5

1
0
0

1
※

※
1

2
ー

ー
ー

ー
ー

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
最

上
階

ま
で

吹
抜

け
2

4
5

1
0
0

1
※

※
1

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

熱
感

知
器

炎
感

知
器

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

区
画

監
視

範
囲

(m
)

視
野

角

（
°
）

設
置

数
合

計
備

考
消

防
法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

備
考

取
付

け
高

さ
※

2

R
-B

1
F
-2

3
H

P
C
S
・
D

G
室

排
気

管
室

3
4

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

区
画

面
積

(m
2
)

2
R
-B

1
F
-2

9
B
-給

気
消

音
器

フ
ィ
ル

タ
室

2

79



 

 

補-3-7-70 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

○
煙

感
知

器
と
同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】
　

　
　

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

連
続

※
３

隣
接

※
４

段
違

い
※

5

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

ー
〇

ー
5
3
.5

2
〇

ー
ー

ー
ー

2
1

2
ー

ー
〇

ー
1
8
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1
2

3
ー

ー
〇

ー
1
3
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

1
3

4
ー

ー
〇

ー
1
3
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

1
4

5
ー

ー
〇

ー
1
7
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1
5

6
ー

ー
〇

ー
5
8
.2

2
〇

ー
ー

ー
ー

2
6

7
ー

ー
〇

ー
5
8
.2

2
〇

ー
ー

ー
ー

2
7

8
ー

ー
〇

ー
2
2
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1
8

9
ー

ー
〇

ー
5
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1
9

1
0

ー
ー

〇
ー

1
1
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

1
1
0

1
1

ー
ー

〇
ー

1
1
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

1
1
1

1
2

ー
ー

〇
ー

1
3
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

1
1
2

1
3

ー
ー

ー
〇

1
5
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1
3

1
4

ー
ー

ー
〇

1
5
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1
4

1
－

－
〇

－
2
9
.5

1
〇

－
－

－
－

1
1

2
－

－
〇

－
4
5
.0

2
〇

－
－

－
－

2
2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

熱
感

知
器

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

煙
吸

引
式

検
出

設
備

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知
　

（
消

防
法

施
行

規
則

第
２

３
条

第
４

項
対

象
外

）

  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

備
考

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

備
考

取
付

け
高

さ
※

2

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

区
画

面
積

(m
2
)

区
画

設
置

数
合

計 8

R
-1

F
-2

6
主

蒸
気

隔
離

弁
用

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
室

3
2

2

R
-1

F
-0

9
主

蒸
気

管
室

1
7

8

80



 

 

補-3-7-71 

消
防
法
に
準
拠
し
た
火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象
：
消
防
法
施
行
規
則

 第
23

条
第

4
項
に
該
当
す
る
火
災
感
知
器
）
 

 

 
 　

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

の
四

　
炎

感
知

器
（

道
路

の
用

に
供

さ
れ

る
部

分
に

設
け

ら
れ

る
も

の
を

除
く
。

）
は

、
　

○
２

３
条

第
４

項
　

七
の

三
　

光
電

式
分

離
型

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

次
に

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
ニ

　
感

知
器

を
設

置
す

る
区

域
の

天
井

等
（

天
井

の
室

内
に

面
す

る
部

分
又

は
上

階
の

床
若

し
く
は

屋
根

の
下

面
を

い
う
。

以
下

ロ
　

感
知

器
は

、
壁

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
区

域
ご

と
に

、
当

該
区

域
の

床
面

か
ら

高
さ

一
・
二

メ
ー

ト
ル

　
　

　
同

じ
。

）
の

高
さ

が
二

十
メ

ー
ト

ル
以

上
の

場
所

以
外

の
場

所
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

ま
で

の
空

間
（

以
下

「
監

視
空

間
」
と
い

う
。

）
の

各
部

分
か

ら
当

該
感

知
器

ま
で

の
距

離
が

公

　
　

称
監

視
距

離
の

範
囲

内
と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
ホ

　
感

知
器

の
光

軸
の

高
さ

が
天

井
等

の
高

さ
の

八
十

パ
ー

セ
ン

ト
以

上
と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
ト

　
感

知
器

は
、

壁
に

よ
つ

て
区

画
さ

れ
た

区
域

ご
と
に

、
当

該
区

域
の

各
部

分
か

ら
一

の
光

軸
ま

で
の

水
平

距
離

が
七

メ
ー

ト
ル

以
下

　
　

　
と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

R
-4

F
-0

1
原

子
炉

建
物

オ
ペ

レ
ー

テ
ィ
ン

グ
フ
ロ

ア
1

－
9
0

4
4

1
2
0
5
0
0

〇
〇

〇
〇

5
6

6
※

※
１

※
※

１
　
天

井
等

の
高

さ
2
0
m

以
上

の
場

所
で

あ
り
，

消
防

法
施

行
規

則
第

2
3
条

第
4
項

の
適

用
対

象
外

と
な

る
が

，
火

災
の

早
期

感
知

の
観

点
か

ら
設

置

備
考

部
屋

番
号

部
屋

名
称

消
防

法
設

置
数

設
置

条
件

光
軸

間
距

離

＜
1
4
m

光
軸

と
並

行
す

る
壁

と
の

距
離

0
.6

～
7
.0

m

感
知

器
前

面
と

背
部

の
壁

と
の

距
離

≦
1
.0

m

区
画

天
井

高
さ

2
0
m

未
満

取
付

け
高

さ
　
>

 天
井

高
さ
 ×

0
.8

m

設
置

数
合

計
区

画
監

視
範

囲

(m
)

視
野

角

（
°
）

設
置

数
合

計
備

考

炎
感

知
器

光
電

式
分

離
型

感
知

器

81
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

ー
〇

ー
ー

3
3
1
.8

5
ー

ー
ー

ー
ー

ー
6

1
ー

ー
〇

ー
3
3
1
.8

1
0

ー
ー

ー
ー

ー
1
2

2
ー

ー
ー

〇
ー

3
3
1
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

R
-仮

-仮
③

で
監

視
2

ー
ー

ー
〇

3
3
1
.8

1
0

ー
ー

ー
ー

ー
1
2

3
ー

ー
〇

ー
ー

3
3
1
.8

5
ー

ー
ー

ー
ー

ー
6

R
-仮

-仮
②

も
監

視
3

ー
ー

〇
ー

3
3
1
.8

1
0

ー
ー

ー
ー

ー
1
2

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

区
画

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

緩
和

策
適

用

8
m

以
上

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

備
考

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

煙
感

知
器

備
考

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

取
付

け
高

さ
※

2

4
m

以
上

8
m

未
満

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

設
置

数

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

取
付

け
高

さ
※

2

緩
和

策

適
用

数
合

計

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

P
C

V
（

仮
）

1
2

3
6

R
-仮

-仮

82
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
~

6
同

一
区

画
1

2
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

6
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

2
0
.2

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

6
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

6
同

一
区

画
4

5
〇

ー
ー

〇
ー

1
2
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
~

6
同

一
区

画
5

6
〇

ー
ー

〇
ー

1
4
.0

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

6
同

一
区

画
6

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
5
.9

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

5
同

一
区

画
1

2
〇

ー
ー

〇
ー

1
1
.3

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

5
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.3

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

5
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

1
1
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

5
同

一
区

画
4

5
〇

ー
ー

〇
ー

1
3
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
~

5
同

一
区

画
5

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
0
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
~

5
同

一
区

画
1

2
〇

ー
ー

〇
ー

1
2
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

5
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

1
4
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

5
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

1
4
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

5
同

一
区

画
4

5
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.4

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
~

5
同

一
区

画
5

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
5
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

2
9
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
3
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
～

3
緩

和
策

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
5
.8

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
～

3
緩

和
策

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
7
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
～

3
緩

和
策

3

R
W

-B
2
F
-0

6
東

側
配

管
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
0
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-B
2
F
-0

7
東

側
配

管
室

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
R
W

-B
1
F
-2

1
で

監
視

1

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
9
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
1
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
ー

ー
〇

ー
ー

5
1
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
9
.8

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

ー
〇

ー
ー

2
3
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
2

R
W

-B
2
F
-1

1
モ

ニ
タ
操

作
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
0
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-B
2
F
-1

2
ろ

過
脱

塩
装

置
サ

ン
プ

リ
ン

グ
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
7
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-B
2
F
-1

3
機

器
ド

レ
ン

ろ
過

脱
塩

装
置

逆
洗

水
受

タ
ン

ク
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
0
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-B
2
F
-1

4
機

器
ド

レ
ン

ろ
過

脱
塩

装
置

逆
洗

水
ポ

ン
プ

室
1

ー
ー

〇
ー

ー
1
4
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

ー
ー

〇
ー

3
0
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
ー

〇
ー

3
0
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

R
W

-B
2
F
-1

6
ラ
ン

ド
リ
ド

レ
ン

タ
ン

ク
室

1
ー

ー
ー

〇
ー

5
3
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

ー
〇

ー
ー

4
1
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

4
3
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

R
W

-B
2
F
-1

8
A
-濃

縮
廃

液
タ
ン

ク
室

R
W

-B
2
F
-1

9
B
-濃

縮
廃

液
タ
ン

ク
室

R
W

-B
2
F
-2

0
C
-濃

縮
廃

液
タ
ン

ク
室

R
W

-B
2
F
-2

1
サ

ン
プ

タ
ン

ク
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

6
1
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
1

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

設
置

数
合

計
備

考
0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

R
W

-B
2
F
-0

1
A
-復

水
ス

ラ
ッ
ジ

分
離

タ
ン

ク
室

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-B
2
F
-0

2
B
-復

水
ス

ラ
ッ
ジ

分
離

タ
ン

ク
室

1

R
W

-B
2
F
-0

3

R
W

-B
2
F
-0

5
北

側
配

管
室

1

R
W

-B
2
F
-0

8
A
-R

W
/B

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ
室

2

機
器

ド
レ

ン
ス

ラ
ッ
ジ

分
離

タ
ン

ク
室

1

R
W

-B
2
F
-0

4
北

側
ポ

ン
プ

室
2

R
W

-B
2
F
-1

5
処

理
水

タ
ン

ク
室

2

R
W

-B
2
F
-1

7
濃

縮
廃

液
ポ

ン
プ

室
2

R
W

-B
2
F
-0

9
復

水
ス

ラ
ッ
ジ

ポ
ン

プ
室

2

R
W

-B
2
F
-1

0
モ

ニ
タ
校

正
室

1

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

83



 

 

補-3-7-74 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

1
〇

ー
ー

〇
ー

3
1
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
〇

ー
ー

〇
ー

1
3
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
,3

同
一

区
画

2

3
〇

ー
ー

〇
ー

1
1
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
,3

同
一

区
画

3

R
W

-B
2
F
-2

3
原

子
炉

浄
化

ス
ラ
ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン

ク
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

6
4
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
3
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

3
0
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

R
W

-B
2
F
-2

5
濃

縮
廃

液
系

サ
ン

プ
リ
ン

グ
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
8
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
〇

ー
ー

〇
ー

6
.0

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

ー
ー

〇
ー

8
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

2

3
〇

ー
ー

〇
ー

1
1
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
,5

同
一

区
画

3

4
〇

ー
ー

〇
ー

9
.0

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
,5

同
一

区
画

,1
個

不
足

4

5
〇

ー
ー

〇
ー

7
.8

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
,5

同
一

区
画

5

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
6
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

2
4
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
〇

〇
ー

ー
ー

1
2
.3

0
ー

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
3

4
〇

〇
ー

ー
ー

3
.2

0
ー

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
4

5
〇

〇
ー

ー
ー

3
.2

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
1

※
※

1
5

6
〇

〇
ー

ー
ー

3
.2

0
ー

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
6

7
〇

〇
ー

ー
ー

4
.5

0
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
7

8
〇

〇
ー

ー
ー

4
.0

0
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
8

9
〇

〇
ー

ー
ー

2
.9

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
9

1
0

〇
〇

ー
ー

ー
3
.8

0
ー

〇
ー

ー
ー

1
0

※
※

1
1
0

1
1

〇
〇

ー
ー

ー
3
.9

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
1
,1

2
同

一
区

画
1
1

1
2

〇
〇

ー
ー

ー
3
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1
,1

2
同

一
区

画
1
2

1
ー

〇
ー

ー
ー

4
5
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
〇

ー
ー

〇
ー

7
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
～

6
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

6
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
～

6
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

6
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
～

6
同

一
区

画
4

5
〇

ー
ー

〇
ー

6
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
～

6
同

一
区

画
5

6
〇

ー
ー

〇
ー

9
.2

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
～

6
同

一
区

画
6

7
〇

ー
ー

〇
ー

8
.2

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

7
～

9
同

一
区

画
7

8
〇

ー
ー

〇
ー

6
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
～

9
同

一
区

画
8

9
〇

ー
ー

〇
ー

7
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

7
～

9
同

一
区

画
9

1
0

〇
ー

ー
〇

ー
8
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
0
,1

1
同

一
区

画
1
0

1
1

〇
ー

ー
〇

ー
6
.7

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
0
,1

1
同

一
区

画
1
1

1
〇

ー
ー

〇
ー

8
.9

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

3
同

一
区

画
1

2
〇

ー
ー

〇
ー

8
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

3
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

1
2
.2

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

3
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

1
2
.8

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

4
～

6
同

一
区

画
4

5
〇

ー
ー

〇
ー

8
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
～

6
同

一
区

画
5

6
〇

ー
ー

〇
ー

8
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

4
～

6
同

一
区

画
6

R
W

-B
2
F
-3

0
B
-機

器
ド

レ
ン

タ
ン

ク
室

1
ー

ー
ー

〇
ー

5
6
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-B
2
F
-3

1
原

子
炉

浄
化

ス
ラ
ッ
ジ

分
離

水
ポ

ン
プ

室
1

ー
ー

〇
ー

ー
2
1
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
9
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
7
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

〇
ー

ー
ー

1
5
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
個

不
足

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

3
0
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

5
,6

緩
和

策
5

6
ー

ー
〇

ー
ー

1
8
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

5
,6

緩
和

策
6

7
ー

ー
〇

ー
ー

2
.8

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

7
,8

緩
和

策
7

8
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

7
,8

緩
和

策
8

9
ー

ー
〇

ー
ー

1
4
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

9

1
0

ー
〇

ー
ー

ー
6
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
0

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
ー

6
ー

ー
ー

ー
ー

ー
6

通
路

R
W

-B
2
F
-3

3
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
階

段

R
W

-B
2
F
-3

4
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

4
ー

ー
ー

ー
ー

ー
4

4
階

段
ー

ー
ー

ー
ー

4
ー

ー
ー

ー
ー

4
4

R
W

-B
2
F
-3

5
エ

レ
ベ

ー
タ

E
L
V

ー
ー

ー
ー

ー
ー

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

0
R
W

-5
F
-0

3
②

で
監

視
E
L
V

R
W

-B
2
F
-3

6
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

3
ー

ー
ー

ー
ー

ー
3

3
階

段

1
〇

〇
ー

ー
ー

5
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
ー

ー
ー

1
8
.0

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

2

R
W

-B
2
F
-2

2
機

器
ド

レ
ン

処
理

水
タ
ン

ク
室

2
感

知
器

　
二

重
化

不
要

箇
所

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

R
W

-B
2
F
-2

4
南

側
ポ

ン
プ

室
3

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-B
2
F
-2

8
床

ド
レ

ン
タ
ン

ク
室

4

R
W

-B
2
F
-2

6
化

学
廃

液
タ
ン

ク
室

1

R
W

-B
2
F
-2

7
化

学
廃

液
ポ

ン
プ

室
4

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-B
2
F
-3

7
配

管
室

2

※
※

1
　
3
～

7
同

一
区

画
8
～

1
0
同

一
区

画
3
～

1
0
緩

和
策

R
W

-B
2
F
-2

9
A
-機

器
ド

レ
ン

タ
ン

ク
室

2

R
W

-B
2
F
-3

2
通

路
1
4

84



 

 

補-3-7-75 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

〇
ー

ー
ー

5
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

ー
〇

ー
ー

5
.5

1
〇

〇
ー

ー
1

1
1
,2

緩
和

策

2
ー

〇
ー

ー
ー

7
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

ー
〇

ー
ー

7
.6

1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
,2

緩
和

策

R
W

-B
1
F
-0

2
運

転
工

具
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

6
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

R
W

-B
1
F
-0

3
器

材
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
1
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-B
1
F
-0

4
添

加
材

タ
ン

ク
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
1
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

〇
ー

ー
ー

2
5
.8

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
8
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
9
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

R
W

-B
1
F
-0

7
工

具
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
2
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
2
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

3
9
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
5
.7

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
1

2
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

1
0
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

4
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

9
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
4

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
7
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
1

2
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

1
0
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

4
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

9
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
4

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
0
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

5
同

一
区

画
1

2
〇

ー
ー

〇
ー

1
0
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

5
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

1
2
.7

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

5
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

1
0
.9

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

5
同

一
区

画
4

5
〇

ー
ー

〇
ー

9
.7

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

5
同

一
区

画
5

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
0
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

5
同

一
区

画
1

2
〇

ー
ー

〇
ー

1
0
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

5
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

1
2
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

5
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

1
0
.9

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

5
同

一
区

画
4

5
〇

ー
ー

〇
ー

9
.7

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

5
同

一
区

画
5

R
W

-B
1
F
-1

3
A
-原

子
炉

浄
化

樹
脂

貯
蔵

タ
ン

ク
室

R
W

-B
1
F
-1

4
B
-原

子
炉

浄
化

樹
脂

貯
蔵

タ
ン

ク
室

R
W

-B
1
F
-1

5
ホ

ッ
ト

計
測

室
1

ー
〇

ー
ー

ー
6
2
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
0
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

〇
ー

ー
ー

2
9
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
2

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

4
7
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

8
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

2
8
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
7
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

R
W

-B
1
F
-1

8
床

ド
レ

ン
・
化

学
廃

液
タ
ン

ク
P
H

計
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
2
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-B
1
F
-1

9
西

側
配

管
室

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

設
置

数
合

計
備

考
0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

R
W

-B
1
F
-0

6
濃

縮
器

サ
ン

プ
リ
ン

グ
室

2

R
W

-B
1
F
-0

8
ホ

ッ
ト

計
器

補
修

室
2

R
W

-B
1
F
-0

1
放

射
線

管
理

用
具

置
場

1
1

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-B
1
F
-0

5
被

服
置

場
1

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-B
1
F
-1

2
C
-復

水
ス

ラ
ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン

ク
室

1

R
W

-B
1
F
-0

9

R
W

-B
1
F
-1

1
B
-復

水
ス

ラ
ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン

ク
室

1

復
水

樹
脂

貯
蔵

タ
ン

ク
室

1

R
W

-B
1
F
-1

0
A
-復

水
ス

ラ
ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン

ク
室

1

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

R
W

-B
1
F
-1

7
放

射
化

学
分

析
室

5

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-B
1
F
-1

6
原

子
炉

浄
化

ス
ラ
ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン

ク
水

中
ポ

ン
プ

操
作

室
1
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補-3-7-76 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
0
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

ー
〇

ー
ー

1
0
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
3
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

ー
〇

ー
ー

1
3
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

〇
ー

ー
ー

3
3
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

〇
ー

ー
3
3
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

4
ー

〇
ー

ー
ー

1
8
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

4
,5

緩
和

策
4

ー
〇

ー
ー

1
8
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

5
ー

〇
ー

ー
ー

1
8
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

4
,5

緩
和

策
5

ー
〇

ー
ー

1
8
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

6
ー

〇
ー

ー
ー

2
5
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

6
,7

緩
和

策
6

ー
〇

ー
ー

2
5
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

7
ー

〇
ー

ー
ー

2
0
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

6
,7

緩
和

策
7

ー
〇

ー
ー

2
0
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

8
ー

〇
ー

ー
ー

3
6
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

8
ー

〇
ー

ー
3
6
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

9
ー

〇
ー

ー
ー

2
8
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

9
,1

1
緩

和
策

9
ー

〇
ー

ー
2
8
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
0

ー
〇

ー
ー

ー
3
3
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
0

ー
〇

ー
ー

3
3
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
1

ー
〇

ー
ー

ー
2
4
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

9
,1

1
緩

和
策

1
1

ー
〇

ー
ー

2
4
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

R
W

-B
1
F
-2

2
ダ

ク
ト

シ
ャ
フ
ト

R
W

-B
1
F
-2

3
薬

品
庫

1
ー

ー
〇

ー
ー

7
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-B
1
F
-2

6
配

管
室

R
W

-1
F
-2

4
で

監
視

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
8
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
〇

〇
ー

ー
ー

3
6
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

9
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

6
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
ー

3
ー

ー
ー

ー
ー

ー
3

通
路

R
W

-B
1
F
-2

0
通

路
7

1
1

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-B
1
F
-3

4
通

路
7

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所
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補-3-7-77 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
－

－
〇

－
－

2
6
.7

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
2
6
.7

1
〇

－
－

－
－

1

2
－

－
〇

－
－

3
2
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
－

－
〇

－
3
2
.5

1
〇

－
－

－
－

1

3
－

－
〇

－
－

4
7
.7

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
－

－
〇

－
4
7
.7

2
〇

－
－

－
－

2

4
－

－
〇

－
－

2
5
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

4
－

－
〇

－
2
5
.4

1
〇

－
－

－
－

1

5
－

－
〇

－
－

5
4
.8

1
〇

－
－

－
－

－
4

5
－

－
〇

－
5
4
.8

2
〇

－
－

－
－

4

6
－

－
〇

－
－

4
0
.1

1
〇

－
－

－
－

－
4

6
－

－
〇

－
4
0
.1

2
〇

－
－

－
－

4

7
－

－
〇

－
－

4
0
.1

1
〇

－
－

－
－

－
4

7
－

－
〇

－
4
0
.1

2
〇

－
－

－
－

4

8
－

－
〇

－
－

3
3
.4

1
〇

－
－

－
－

－
4

8
－

－
〇

－
3
3
.4

1
〇

－
－

－
－

4

9
－

－
〇

－
－

1
1
.7

1
〇

〇
－

－
－

2
0

9
,1

0
,1

1
緩

和
策

9
－

－
〇

－
1
1
.7

1
〇

－
－

－
－

1

1
0

－
－

〇
－

－
2
5
.2

1
〇

〇
－

－
－

2
1

9
,1

0
,1

1
緩

和
策

1
0

－
－

〇
－

2
5
.2

1
〇

－
－

－
－

1

1
1

－
－

〇
－

－
5
.5

1
〇

〇
－

－
－

2
0

9
,1

0
,1

1
緩

和
策

1
1

－
－

〇
－

5
.5

1
〇

－
－

－
－

1

1
－

－
〇

－
－

2
0
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
2
0
.1

1
〇

－
－

－
－

1

2
－

－
〇

－
－

2
3
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
－

－
〇

－
2
3
.1

1
〇

－
－

－
－

1

3
－

－
〇

－
－

3
6
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

3
－

－
〇

－
3
6
.2

2
－

－
－

－
－

2

4
－

－
〇

－
－

1
8
.8

1
〇

－
－

－
－

－
1

4
－

－
〇

－
1
8
.8

1
〇

－
－

－
－

1

5
－

－
〇

－
－

4
0
.9

1
〇

－
－

－
－

－
3

5
－

－
〇

－
4
0
.9

2
〇

－
－

－
－

3

6
－

－
〇

－
－

2
9
.9

1
〇

－
－

－
－

－
3

6
－

－
〇

－
2
9
.9

1
〇

－
－

－
－

3

7
－

－
〇

－
－

2
9
.9

1
〇

－
－

－
－

－
3

7
－

－
〇

－
2
9
.9

1
〇

－
－

－
－

3

8
－

－
〇

－
－

2
4
.8

1
〇

－
－

－
－

－
3

8
－

－
〇

－
2
4
.8

1
〇

－
－

－
－

3

9
－

－
〇

－
－

1
1
.2

1
〇

〇
－

－
－

1
0

9
,1

0
緩

和
策

9
－

－
〇

－
1
1
.2

1
〇

－
－

－
－

1

1
0

－
－

〇
－

－
2
0
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
1

9
,1

0
緩

和
策

1
0

－
－

〇
－

2
0
.7

1
〇

－
－

－
－

1

1
－

〇
－

－
－

5
5
.4

1
〇

－
－

〇
－

1
1

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

〇
－

－
－

7
.5

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
2

1
〇

〇
－

－
－

2
2
.8

0
－

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

3
1
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2

1
－

－
〇

－
－

1
6
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1
－

－
－

－
1
6
.4

1
〇

－
－

－
－

1

2
－

－
〇

－
－

2
5
.1

1
〇

〇
－

－
－

1
1

2
,3

緩
和

策
2

－
－

－
－

2
5
.1

1
〇

－
－

－
－

1

3
－

－
〇

－
－

9
.1

1
〇

〇
－

－
－

1
0

2
,3

緩
和

策
3

－
－

－
－

9
.1

1
〇

－
－

－
－

1

4
－

－
〇

－
－

1
4
.8

1
〇

〇
－

－
－

1
1

4
,5

緩
和

策
4

－
－

－
－

1
4
.8

1
〇

－
－

－
－

1

5
－

－
〇

－
－

2
9
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
0

4
,5

緩
和

策
5

－
－

－
－

2
9
.7

1
〇

－
－

－
－

1

6
－

－
〇

－
－

3
4
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

6
－

－
－

－
3
4
.6

1
〇

－
－

－
－

1

7
－

－
〇

－
－

3
0
.8

1
〇

－
－

－
－

－
1

7
－

－
－

－
3
0
.8

1
〇

－
－

－
－

1

R
W

-M
B
1
F
-0

6
B
-バ

ッ
テ

リ
室

1
－

－
〇

－
－

2
7
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

－
－

－
－

2
7
.8

1
－

－
－

－
－

1
1

R
W

-M
B
1
F
-0

7
充

電
器

室
1

－
－

〇
－

－
3
3
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

－
－

－
－

3
3
.2

1
－

－
－

－
－

1
1

1
－

－
〇

－
－

9
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
9
.7

1
－

－
－

－
－

1

2
－

〇
－

－
－

1
7
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
0

2
,4

緩
和

策
2

－
〇

－
－

1
7
.7

1
－

－
－

－
－

1

3
－

－
〇

－
－

1
4
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

3
－

－
〇

－
1
4
.3

1
－

－
－

－
－

1

4
－

〇
－

－
－

1
6
.1

1
〇

〇
－

－
－

1
1

2
,4

緩
和

策
,1

個
不

足
4

－
〇

－
－

1
6
.1

1
－

－
－

－
－

1

5
－

〇
－

－
－

2
3
.4

1
〇

〇
－

－
－

1
0

5
,6

緩
和

策
5

－
〇

－
－

2
3
.4

1
－

－
－

－
－

1

6
－

〇
－

－
－

2
2
.8

1
〇

〇
－

－
－

1
1

5
,6

緩
和

策
6

－
〇

－
－

2
2
.8

1
－

－
－

－
－

1

1
－

〇
－

－
－

6
.9

1
〇

〇
－

－
－

3
0

1
～

4
緩

和
策

1

2
－

〇
－

－
－

6
.3

1
〇

〇
－

－
－

3
0

1
～

4
緩

和
策

2

3
－

〇
－

－
－

1
1
.9

1
〇

〇
－

－
－

3
1

1
～

4
緩

和
策

3

4
－

〇
－

－
－

1
.9

1
〇

〇
－

－
－

3
0

1
～

4
緩

和
策

4

R
W

-M
B
1
F
-1

1
階

段
室

1
－

ー
〇

－
－

1
2
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

1
階

段

R
W

-M
B
1
F
-1

2
通

路
通

路
－

－
－

－
－

－
1

－
－

－
－

－
－

1
1

通
路

R
W

-M
B
1
F
-1

3
ホ

ッ
ト

計
測

室
（

上
階

）
1

－
〇

－
－

－
6
0
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

設
置

数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

R
W

-M
B
1
F
-0

1
A
-ケ

ー
ブ

ル
処

理
室

2
1

2
4

R
W

-M
B
1
F
-0

2
B
-ケ

ー
ブ

ル
処

理
室

1
7

1
9

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

R
W

-M
B
1
F
-0

3
1
号

連
絡

配
管

室
1

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-M
B
1
F
-0

4
R
W

制
御

室
空

調
機

室
1

R
W

-M
B
1
F
-0

9
濃

縮
廃

液
系

弁
室

1

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-M
B
1
F
-0

5
B
-計

装
用

電
気

室
5

7

R
W

-M
B
1
F
-0

8
2
3
0
V
バ

ッ
テ

リ
室

3
6

87



 

 

補-3-7-78 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
8
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
〇

ー
2
8
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
5
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
3
5
.1

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
4
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
〇

ー
1
4
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

R
W

-1
F
-0

2
資

料
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
7
.3

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
ー

〇
ー

1
7
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

R
W

-1
F
-0

3
予

備
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
4
.3

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
ー

〇
ー

1
4
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
8
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

〇
ー

ー
1
8
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

2
1
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

〇
ー

ー
2
1
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

〇
ー

ー
ー

3
3
.7

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

〇
ー

ー
3
3
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
5
.4

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
〇

ー
2
5
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
2
.9

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
3
2
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

ー
〇

ー
ー

4
0
.3

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
〇

ー
4
0
.3

2
ー

ー
ー

ー
ー

2

4
ー

ー
〇

ー
ー

4
2
.3

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
ー

ー
〇

ー
4
2
.3

2
ー

ー
ー

ー
ー

2

5
ー

ー
〇

ー
ー

2
9
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

5
,7

緩
和

策
5

ー
ー

〇
ー

2
9
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

6
ー

ー
〇

ー
ー

4
2
.3

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

6
ー

ー
〇

ー
4
2
.3

2
ー

ー
ー

ー
ー

2

7
ー

ー
〇

ー
ー

2
9
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

5
,7

緩
和

策
7

ー
ー

〇
ー

2
9
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

8
ー

ー
〇

ー
ー

3
5
.8

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

8
ー

ー
〇

ー
3
5
.8

2
ー

ー
ー

ー
ー

2

9
ー

ー
〇

ー
ー

2
4
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

9
ー

ー
〇

ー
2
4
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
0

ー
ー

〇
ー

ー
7
.1

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
0

ー
ー

〇
ー

7
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

1
1

ー
ー

〇
ー

ー
9
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
ー

〇
ー

9
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

R
W

-1
F
-0

6
中

央
制

御
室

送
風

機
室

階
段

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

0
－

ー
ー

ー
ー

ー
－

－
R
W

-2
F
-0

2
③

で
監

視
階

段

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
8
.6

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

4
4
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

2
8
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

3
2
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

R
W

-1
F
-0

9
コ
ー

ル
ド

計
器

室
1

〇
〇

ー
ー

ー
6
5
.9

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

〇
〇

ー
ー

6
5
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
6
.7

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

〇
ー

ー
6
6
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
6
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
3
6
.9

2
〇

ー
ー

ー
ー

2
1
個

不
足

3
ー

ー
〇

ー
ー

3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
〇

ー
3
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

R
W

-1
F
-1

1
A
-バ

ッ
テ

リ
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

6
2
.5

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
ー

〇
ー

6
2
.5

2
ー

ー
ー

ー
ー

2
2

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
8
.8

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
5
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

2
,3

緩
和

策
2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
4
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

2
,3

緩
和

策
3

R
W

-1
F
-1

3
濃

縮
廃

液
弁

室
1

ー
ー

〇
ー

ー
2
8
.8

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
〇

ー
〇

ー
ー

3
.6

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

ー
〇

ー
ー

1
1
.8

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

2

1
〇

ー
〇

ー
ー

2
8
.5

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

ー
〇

ー
ー

3
4
.7

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

2

R
W

-1
F
-1

6
空

ド
ラ
ム

置
場

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
2
.1

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
〇

〇
ー

ー
ー

6
3
.6

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
2

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

2
4
.8

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
個

不
足

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
7
.6

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.4

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
個

不
足

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.9

1
－

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

6
ー

ー
〇

ー
ー

5
8
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

6

7
ー

ー
〇

ー
ー

4
6
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

7

8
ー

ー
〇

ー
ー

4
7
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

8

9
ー

ー
〇

ー
ー

5
9
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

9

1
0

ー
ー

〇
ー

ー
3
1
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
0

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

設
置

数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

R
W

-1
F
-0

1
運

転
員

控
室

3
4

R
W

-1
F
-0

4
会

議
室

3
3

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

R
W

-1
F
-0

5
補

助
盤

室
1
0

1
5

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-1
F
-0

8
R
W

制
御

室
4

薬
品

タ
ン

ク
室

1

R
W

-1
F
-1

5
放

射
化

学
分

析
室

フ
ー

ド
排

風
機

室
1

R
W

-1
F
-1

0
A
-計

装
用

電
気

室
3

4

R
W

-1
F
-1

2
化

学
廃

液
濃

縮
器

循
環

ポ
ン

プ
室

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-1
F
-1

4

R
W

-1
F
-1

7
雑

固
体

置
場

1
1

88



 

 

補-3-7-79 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

R
W

-1
F
-1

7
-2

(仮
)

キ
ャ
ッ
ピ

ン
グ

室
1

ー
ー

〇
ー

ー
1
2
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
9
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
5
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

2
,3

緩
和

策
2

3
ー

ー
〇

ー
ー

5
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

2
,3

緩
和

策
3

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
8
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,4

緩
和

策
1

2
〇

〇
ー

ー
ー

2
0
.4

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
,3

同
一

区
画

2

3
〇

〇
ー

ー
ー

3
6
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
,3

同
一

区
画

3

4
ー

〇
ー

ー
ー

3
6
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,4

緩
和

策
4

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
8
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,3

緩
和

策
1

ー
〇

ー
ー

2
8
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
9
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

2
,4

緩
和

策
2

ー
〇

ー
ー

1
9
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

〇
ー

ー
ー

3
3
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,3

緩
和

策
3

ー
〇

ー
ー

3
3
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

4
ー

〇
ー

ー
ー

2
2
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

2
,4

緩
和

策
4

ー
〇

ー
ー

2
2
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

5
ー

〇
ー

ー
ー

3
0
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
ー

〇
ー

ー
3
0
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

6
ー

〇
ー

ー
ー

3
1
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

6
ー

〇
ー

ー
3
1
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

ー
〇

ー
ー

9
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
1

ー
ー

〇
ー

9
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
1
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
2

ー
ー

〇
ー

1
1
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
0
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
1

ー
ー

〇
ー

1
0
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

8
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
2

ー
ー

〇
ー

8
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

ー
〇

ー
ー

7
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
7
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
8
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

3
,4

緩
和

策
3

4
ー

ー
〇

ー
ー

1
9
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

3
,4

緩
和

策
4

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

5
,6

緩
和

策
5

6
ー

ー
〇

ー
ー

2
4
.8

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

5
,6

緩
和

策
6

7
ー

ー
〇

ー
ー

4
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
個

不
足

7

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
－

5
ー

ー
ー

ー
ー

ー
5

通
路

R
W

-1
F
-2

4
配

管
室

1
ー

ー
ー

〇
ー

1
2
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-1
F
-2

5
配

管
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

6
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-1
F
-2

6
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
－

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
階

段

1
ー

ー
ー

〇
ー

1
6
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
ー

〇
1
6
.9

1
ー

ー
ー

ー
1

1

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
－

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
2

ー
ー

ー
ー

2
2

R
W

-1
F
-2

8
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
－

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
階

段

1
〇

〇
ー

ー
ー

7
.1

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
ー

ー
ー

7
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-1
F
-1

8
ド

ラ
ム

詰
操

作
室

2

R
W

-1
F
-2

1
A
-ケ

ー
ブ

ル
処

理
室

1
2

R
W

-1
F
-2

2
B
-ケ

ー
ブ

ル
処

理
室

1
2

R
W

-1
F
-1

9
放

射
化

学
分

析
室

空
調

気
室

2

R
W

-1
F
-2

0
計

算
機

室
4

6

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-1
F
-3

2
配

管
室

(仮
)

1

R
W

-1
F
-2

3
通

路
9

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-1
F
-2

7
通

路
・
階

段
室

3
3

89



 

 

補-3-7-80 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

ー
〇

ー
ー

3
8
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
〇

ー
3
8
.0

2
ー

ー
ー

ー
ー

2
1
個

不
足

2
ー

ー
〇

ー
ー

4
2
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
4
2
.5

2
ー

ー
ー

ー
ー

2
1
個

不
足

3
ー

ー
〇

ー
ー

4
0
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
〇

ー
4
0
.8

2
ー

ー
ー

ー
ー

2
1
個

不
足

4
ー

ー
〇

ー
ー

4
3
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
ー

ー
〇

ー
4
3
.3

2
ー

ー
ー

ー
ー

2
1
個

不
足

5
ー

ー
〇

ー
ー

3
8
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
ー

ー
〇

ー
3
8
.8

2
ー

ー
ー

ー
ー

2
1
個

不
足

1
ー

ー
ー

〇
ー

8
2
.9

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1
ー

ー
ー

〇
8
2
.9

3
〇

ー
ー

ー
ー

3

2
ー

ー
ー

〇
ー

8
7
.3

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
ー

ー
ー

〇
8
7
.3

3
〇

ー
ー

ー
ー

3

3
ー

ー
ー

〇
ー

8
4
.7

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

3
ー

ー
ー

〇
8
4
.7

3
〇

ー
ー

ー
ー

3

4
ー

ー
ー

〇
ー

1
4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
ー

ー
ー

〇
1
4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

5
〇

ー
ー

〇
ー

4
1
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
ー

ー
ー

〇
4
1
.1

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

6
ー

ー
ー

〇
ー

5
8
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

6
ー

ー
ー

〇
5
8
.0

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

7
ー

ー
ー

〇
ー

5
6
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
ー

ー
ー

〇
5
6
.2

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
1
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
0
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

3
6
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

2
0
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
個

不
足

4

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
6
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
ー

ー
ー

3
2
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

2

R
W

-2
F
-0

5
排

ガ
ス

脱
湿

塔
再

生
ガ

ス
ブ

ロ
ワ

室
1

ー
〇

ー
ー

ー
5
1
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-2
F
-0

6
固

化
系

制
御

盤
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
5
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-2
F
-0

7
ラ
ン

ド
リ
ド

レ
ン

ろ
過

器
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
3
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-2
F
-0

8
原

子
炉

建
物

連
絡

配
管

室

1
ー

ー
〇

ー
ー

7
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
8
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
1
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

3
,4

緩
和

策
3

4
ー

ー
〇

ー
ー

2
6
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

3
,4

緩
和

策
4

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
0
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

5
,6

緩
和

策
5

6
ー

ー
〇

ー
ー

1
5
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

5
,6

緩
和

策
6

7
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

7

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
ー

6
ー

ー
ー

ー
ー

ー
6

通
路

1
〇

〇
ー

ー
ー

3
5
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
〇

〇
ー

ー
ー

5
5
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
〇

〇
ー

ー
ー

3
5
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
〇

〇
ー

ー
ー

5
5
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
〇

〇
ー

ー
ー

3
2
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

6
〇

〇
ー

ー
ー

5
3
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

6

R
W

-2
F
-1

1
化

学
廃

液
配

管
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
0
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-2
F
-1

2
化

学
廃

液
凝

縮
器

室

R
W

-2
F
-1

3
A
-床

ド
レ

ン
濃

縮
器

室

R
W

-2
F
-1

4
B
-床

ド
レ

ン
濃

縮
器

室

1
ー

ー
〇

ー
ー

5
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

ー
〇

ー
ー

8
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

R
W

-2
F
-1

6
機

器
ド

レ
ン

ろ
過

脱
塩

器
室

R
W

-2
F
-1

7
凝

縮
水

ろ
過

脱
塩

器
室

R
W

-2
F
-1

8
機

器
ド

レ
ン

脱
塩

器
室

R
W

-2
F
-1

9
凝

縮
水

脱
塩

器
室

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

設
置

数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

R
W

-2
F
-0

1
中

央
制

御
室

非
常

用
再

循
環

送
風

機
室

5
1
0

R
W

-2
F
-0

2
中

央
制

御
室

送
風

機
室

1
0

1
6

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

R
W

-2
F
-0

3
廃

棄
物

処
理

建
物

C
/C

室
4

感
知

器
　
二

重
化

設
置

不
要

箇
所

R
W

-2
F
-0

4
排

ガ
ス

処
理

系
弁

室
1

R
W

-2
F
-1

0
水

中
ポ

ン
プ

操
作

室
6

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

R
W

-2
F
-0

9
通

路
1
0

感
知

器
　
二

重
化

設
置

不
要

箇
所

R
W

-2
F
-1

5
床

ド
レ

ン
配

管
室

1
感

知
器

　
二

重
化

設
置

不
要

箇
所

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所
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補-3-7-81 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

3
0
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

〇
ー

ー
ー

3
5
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

〇
ー

ー
ー

4
5
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

R
W

-2
F
-2

1
固

化
系

弁
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

7
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-2
F
-2

2
開

始
剤

タ
ン

ク
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-2
F
-2

3
促

進
剤

タ
ン

ク
室

1
1

ー
ー

〇
ー

5
.9

1
－

ー
ー

ー
－

1
1

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
7
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
9
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

R
W

-2
F
-2

5
乾

燥
機

凝
縮

水
ポ

ン
プ

室
1

ー
ー

〇
ー

ー
1
9
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-2
F
-2

6
乾

燥
機

凝
縮

水
タ
ン

ク
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
7
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-2
F
-2

7
サ

ン
プ

リ
ン

グ
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
2
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-2
F
-2

8
乾

燥
機

供
給

タ
ン

ク
循

環
ポ

ン
プ

室
1

ー
ー

〇
ー

ー
1
9
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-2
F
-2

9
乾

燥
機

供
給

タ
ン

ク
室

ー
ー

ー
ー

ー
ー

－
ー

ー
ー

ー
ー

ー
－

ー
R
W

-3
F
-2

5
と
同

区
域

1
ー

ー
〇

ー
ー

3
2
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
3
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

2
9
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
1

3
～

5
緩

和
策

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

2
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
0

3
～

5
緩

和
策

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

8
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
0

3
～

5
緩

和
策

5

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
ー

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

通
路

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

階
段

R
W

-2
F
-3

2
通

路
通

路
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

ー
ー

ー
ー

ー
ー

2
2

通
路

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
7
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
0

1
～

3
緩

和
策

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
0
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
1

1
～

3
緩

和
策

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

8
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
0

1
～

3
緩

和
策

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

1
0
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
0

4
～

6
緩

和
策

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
4
.8

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
1

4
～

6
緩

和
策

5

6
ー

ー
〇

ー
ー

8
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
0

4
～

6
緩

和
策

6

R
W

-2
F
-3

4
機

器
ド

レ
ン

ろ
過

脱
線

装
置

プ
リ
コ
ー

ト
タ
ン

ク
室

※
※

1
※

※
1

R
W

-2
F
-3

5
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
階

段

R
W

-2
F
-3

6
復

水
樹

脂
貯

蔵
タ
ン

ク
水

中
ポ

ン
プ

操
作

室
D

W
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

ー
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

D
W

R
W

-2
F
-2

0
プ

リ
コ
ー

ト
ポ

ン
プ

室
4

感
知

器
　
二

重
化

設
置

不
要

箇
所

感
知

器
　
二

重
化

設
置

不
要

箇
所

※
※

1
　
R
W

-2
F
-2

0
と
同

一
区

画
,現

状
壁

が
無

い
為

、
消

防
区

画
変

更
中

R
W

-2
F
-3

1
通

路
3

R
W

-2
F
-3

3
化

学
廃

液
濃

縮
器

計
器

ラ
ッ
ク
室

2

感
知

器
　
二

重
化

設
置

不
要

箇
所

R
W

-2
F
-2

4
粉

体
計

量
槽

供
給

機
室

2

感
知

器
　
二

重
化

設
置

不
要

箇
所

R
W

-2
F
-3

0
予

備
室

3
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補-3-7-82 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
－

〇
－

－
－

1
1
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1

2
－

〇
－

－
－

2
6
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

2

R
W

-3
F
-0

2
排

ガ
ス

ブ
ロ

ワ
室

1
－

〇
－

－
－

3
0
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

R
W

-3
F
-0

3
配

管
室

1
－

〇
－

－
－

1
5
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

R
W

-3
F
-0

4
排

ガ
ス

処
理

系
弁

室
1

－
〇

－
－

－
3
5
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

1
－

－
〇

－
－

2
6
.9

1
〇

〇
－

－
－

1
1

1
,2

緩
和

策
1

2
－

－
〇

－
－

1
1
.4

1
〇

〇
－

－
－

1
0

1
,2

緩
和

策
2

1
－

－
〇

－
－

2
1
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

1
2
.6

1
〇

〇
－

－
－

1
0

2
,3

緩
和

策
2

3
－

－
〇

－
－

3
4
.4

1
〇

〇
－

－
－

1
1

2
,3

緩
和

策
3

1
－

－
〇

－
－

7
0
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
7
0
.0

2
〇

－
－

－
－

2

2
－

－
〇

－
－

6
4
.3

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
－

－
〇

－
6
4
.3

2
〇

－
－

－
－

2

R
W

-3
F
-0

8
洗

濯
廃

液
処

理
装

置
サ

ン
プ

リ
ン

グ
ラ
ッ
ク
室

1
－

－
－

〇
－

5
4
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

R
W

-3
F
-0

9
ド

ラ
ム

ハ
ン

ド
リ
ン

グ
装

置
室

1
－

－
－

〇
－

5
4
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

R
W

-3
F
-1

0
ラ
ン

ド
リ
ド

レ
ン

濃
廃

タ
ン

ク
室

1
－

－
－

〇
－

5
0
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

R
W

-3
F
-1

1
ラ
ン

ド
リ
ド

レ
ン

サ
ン

プ
ル

タ
ン

ク
室

1
－

－
－

〇
－

5
4
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

R
W

-3
F
-1

2
ラ
ン

ド
リ
ド

レ
ン

す
す

ぎ
水

受
タ
ン

ク
室

1
－

－
－

〇
－

5
4
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

R
W

-3
F
-1

3
ラ
ン

ド
リ
ド

レ
ン

収
集

タ
ン

ク
室

1
－

－
－

〇
－

5
0
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

1
－

－
〇

－
－

1
0
.8

1
〇

〇
－

－
－

2
0

1
～

3
緩

和
策

1

2
－

－
〇

－
－

1
7
.4

1
〇

〇
－

－
－

2
1

1
～

3
緩

和
策

2

3
－

－
〇

－
－

1
1
.0

1
〇

〇
－

－
－

2
0

1
～

3
緩

和
策

3

1
－

－
〇

－
－

8
.2

1
〇

〇
－

－
－

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
－

－
〇

－
－

1
6
.5

1
〇

〇
－

－
－

1
1

1
,2

緩
和

策
2

3
－

－
〇

－
－

2
5
.1

1
〇

〇
－

－
－

1
1

3
,4

緩
和

策
3

4
－

－
〇

－
－

8
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
0

3
,4

緩
和

策
4

1
－

－
〇

－
－

7
2
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

2
4
.3

1
〇

－
－

－
－

－
1

2

1
－

－
〇

－
－

2
9
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

1

2
－

〇
－

－
－

4
3
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

2

3
－

〇
－

－
－

5
1
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

3

4
－

－
〇

－
－

5
0
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

4

5
－

－
〇

－
－

2
2
.1

1
〇

〇
－

－
－

1
1

5
,6

緩
和

策
5

6
－

－
〇

－
－

3
.6

1
〇

〇
－

－
－

1
0

5
,6

緩
和

策
6

7
－

－
〇

－
－

4
.0

1
〇

〇
－

－
－

1
0

7
,9

緩
和

策
7

8
－

－
〇

－
－

2
1
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

8

9
－

－
〇

－
－

1
3
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
1

7
,9

緩
和

策
9

1
0

－
〇

－
－

－
9
6
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

1
0

1
－

－
〇

－
－

3
3
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

8
.0

1
〇

〇
－

－
－

1
0

2
,3

緩
和

策
2

3
－

－
〇

－
－

2
4
.3

1
〇

〇
－

－
－

1
1

2
,3

緩
和

策
3

R
W

-3
F
-1

9
乾

燥
機

ミ
ス

ト
セ

パ
レ

ー
タ
室

1
－

－
〇

－
－

2
2
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

1
－

－
〇

－
－

1
1
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

1
0
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

2

1
－

－
〇

－
－

1
0
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

9
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

2

1
－

－
〇

－
－

1
0
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
1

1
,2

緩
和

策
1

2
－

－
〇

－
－

1
9
.2

1
〇

〇
－

－
－

1
0

1
,2

緩
和

策
2

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

設
置

数
合

計
備

考
0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

R
W

-3
F
-1

6

B
-R

W
/B

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ
室

2

R
W

-3
F
-0

7
ベ

ン
ト

処
理

装
置

室
2

4

R
W

-3
F
-0

1
排

ガ
ス

フ
ィ
ル

タ
出

口
モ

ニ
タ
サ

ン
プ

ル
室

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-3
F
-0

5
凝

縮
廃

液
タ
ン

ク
用

温
水

ポ
ン

プ
室

1

R
W

-3
F
-0

6

R
W

-3
F
-1

8
紛

体
貯

槽
室

2

R
W

-3
F
-2

0
所

内
用

空
気

除
湿

装
置

室
2

フ
ィ
ル

タ
・
デ

ミ
ネ

除
染

室
2

R
W

-3
F
-1

7
ラ
ン

ド
リ
室

8

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-3
F
-1

4
化

学
廃

液
濃

縮
器

復
水

器
室

1

R
W

-3
F
-1

5
床

ド
レ

ン
濃

縮
器

復
水

器
室

2

R
W

-3
F
-2

1
固

化
系

弁
室

2

R
W

-3
F
-2

2
固

化
系

機
器

排
気

フ
ァ
ン

室
1

92



 

 

補-3-7-83 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

R
W

-3
F
-2

3
苛

性
ソ

ー
ダ

ポ
ン

プ
室

1
－

－
〇

－
－

1
2
.2

0
－

－
－

－
－

－
0

0
R
W

-3
F
-2

2
で

監
視

1

1
－

－
〇

－
－

8
.0

1
〇

〇
－

－
－

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
－

－
〇

－
－

1
8
.3

1
〇

〇
－

－
－

1
1

1
,2

緩
和

策
2

3
－

－
〇

－
－

1
2
.5

1
〇

〇
－

－
－

1
0

3
,4

緩
和

策
3

4
－

－
〇

－
－

2
6
.8

1
〇

〇
－

－
－

1
1

3
,4

緩
和

策
4

5
－

－
〇

－
－

7
.8

1
〇

〇
－

－
－

1
0

5
,6

緩
和

策
5

6
－

－
〇

－
－

1
5
.8

1
〇

〇
－

－
－

1
1

5
,6

緩
和

策
6

通
路

－
－

ー
－

－
－

6
－

－
－

－
－

6
6

通
路

R
W

-3
F
-2

5
乾

燥
機

供
給

タ
ン

ク
室

1
－

－
－

〇
－

1
8
.4

1
－

－
－

－
－

1
1

1
R
W

-2
F
-2

9
と
同

区
域

1

R
W

-3
F
-2

6
排

ガ
ス

フ
ィ
ル

タ
出

口
モ

ニ
タ
ガ

ス
サ

ン
プ

ラ
室

1
－

〇
－

－
－

1
0
.4

1
－

－
－

－
－

1
1

1
1

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-3
F
-2

4
通

路
9

93



 

 

補-3-7-84 

防
法

に
準
拠

し
た
火

災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象
：

消
防
法

施
行

規
則

 第
23

条
第

4
項
に

該
当
す

る
火

災
感

知
器

）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。
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機
室
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重
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要
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F
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F
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送
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機
室

8
感

知
器

　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-4
F
-0

2
廃

棄
物

処
理

建
物

排
風

機
室

1
1

1
9

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m
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 ※
２
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け

面
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面
積

　
　

　
　

　
4
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以
上

～
8
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未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

94



 

 

補-3-7-85 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
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5

ー
ー

〇
ー

ー
1
3
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
5

1
6

ー
ー

〇
ー

ー
2
0
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
6

1
7

ー
〇

ー
ー

ー
1
8
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
7

1
8

〇
ー

ー
〇

ー
3
6
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
8

1
9

〇
ー

ー
〇

ー
1
9
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
9

2
0

〇
ー

ー
〇

ー
2
8
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
0

2
1

〇
ー

ー
〇

ー
1
3
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
1
,2

2
同

一
区

画
2
1

2
2

〇
ー

ー
〇

ー
1
4
.4

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
1
,2

2
同

一
区

画
2
2

2
3

〇
ー

ー
〇

ー
2
6
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
3

2
4

〇
ー

ー
〇

ー
1
4
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
4
,2

5
同

一
区

画
2
4

2
5

〇
ー

ー
〇

ー
1
3
.1

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
4
,2

5
同

一
区

画
2
5

R
W

-4
F
-0

7
配

管
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
8
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-4
F
-0

8
乾

燥
機

復
水

器
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
4
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-4
F
-0

9
配

管
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
2
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-4
F
-1

0
固

化
系

弁
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
1
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

R
W

-4
F
-1

4
エ

レ
ベ

ー
タ
室

D
W

ー
ー

ー
ー

ー
ー

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
R
W

-5
F
-0

7
で

監
視

D
W

R
W

-4
F
-1

5
冷

水
循

環
ポ

ン
プ

冷
水

循
環

タ
ン

ク
室

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
※

※
1

R
W

-4
F
-0

6
-2

乾
燥

機
室

2
2
2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

95



 

 

補-3-7-86 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
0
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

9
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
0
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,3

緩
和

策
1

2
ー

〇
ー

ー
ー

4
3
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

〇
ー

ー
ー

5
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,3

緩
和

策
3

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
7
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
ー

ー
〇

ー
ー

3
3
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
1
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

3
1
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

3
3
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

3
4
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

6
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

6

7
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

7

8
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

8

9
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

9

1
0

ー
ー

〇
ー

ー
1
7
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
0

1
1

ー
ー

〇
ー

ー
1
7
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
2

ー
ー

〇
ー

ー
1
7
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
2

1
3

〇
ー

〇
ー

ー
1
5
.2

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
3
,1

4
,1

5
同

一
区

画
1
3

1
4

〇
ー

〇
ー

ー
1
5
.8

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
3
,1

4
,1

5
同

一
区

画
1
4

1
5

〇
ー

〇
ー

ー
7
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
3
,1

4
,1

5
同

一
区

画
1
5

1
6

ー
ー

〇
ー

ー
1
2
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
6

1
7

ー
ー

〇
ー

ー
1
7
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
7

1
8

ー
ー

〇
ー

ー
1
7
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
8

R
W

-5
F
-0

6
通

路
1

ー
ー

ー
ー

ー
ー

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
R
W

-4
F
-0

4
②

で
監

視
1

R
W

-5
F
-0

7
エ

レ
ベ

ー
タ
室

D
W

ー
ー

ー
ー

ー
ー

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
D

W

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

R
W

-5
F
-0

1
A
,B

-空
気

抽
出

器
排

ガ
ス

フ
ィ
ル

タ
室

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

R
W

-5
F
-0

2
排

ガ
ス

処
理

系
計

装
ラ
ッ
ク
室

2

R
W

-5
F
-0

3
エ

レ
ベ

ー
タ
機

械
室

2

R
W

-5
F
-0

4
ラ
ン

ド
リ
ド

レ
ン

機
器

ハ
ッ
チ

並
び

に
濃

縮
器

室
1
6
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消
防
法
に
準
拠
し
た
火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象
：
消
防
法
施
行
規
則

 第
23

条
第

4
項
に
該
当
す
る
火
災
感
知
器
）
 

 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　   
  
 

　

  
  
 

　
　

　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】
　

　
　

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

梁
高

さ

連
続

※
３

隣
接

※
４

段
違

い
※

5

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

R
W

-B
1
F
-2

1
配

管
室

1
1

2
0

1
0
0

2
2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

合
計

備
考

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

監
視

範
囲

(m
)

視
野

角

（
°
）

設
置

数

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

消
防

法

設
置

数
部

屋
番

号
部

屋
名

称
区

画
梁

高
さ

0
.4

m
未

満

※
１

熱
感

知
器

炎
感

知
器

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

の
四

　
炎

感
知

器
（

道
路

の
用

に
供

さ
れ

る
部

分
に

設
け

ら
れ

る
も

の
を

除
く
。

）

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知
　
　
　
は

、
次

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

る
こ
と
。

  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
壁

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
区

域
ご

と
に

、
当

該
区

域
の

床
面

か
ら

高
さ

一
・
二

メ
ー

ト
ル

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
　
　
ま

で
の

空
間

（
以

下
「
監

視
空

間
」
と
い

う
。
）

の
各

部
分

か
ら
当

該
感

知
器

ま
で

の

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　
距

離
が

公
称

監
視

距
離

の
範

囲
内

と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

97
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
〇

〇
－

－
－

2
0
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

9
.4

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

2

3
〇

－
〇

－
－

3
6
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

4
－

－
〇

－
－

3
7
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

4

5
ー

ー
ー

〇
ー

7
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

1
－

－
〇

－
－

4
3
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

1

2
〇

－
〇

－
－

2
0
.9

0
〇

－
－

－
－

－
0

2
,3

同
一

区
画

2

3
〇

－
〇

－
－

2
0
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
,3

同
一

区
画

3

4
〇

－
〇

－
－

2
7
.7

0
〇

－
－

－
－

－
0

4
,5

同
一

区
画

4

5
〇

－
〇

－
－

2
0
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

4
,5

同
一

区
画

5

1
〇

〇
－

－
－

2
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
2

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

2
1
.0

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

2

3
〇

〇
－

－
－

1
3
.8

0
〇

－
－

－
－

－
0

3
,4

同
一

区
画

3

4
〇

〇
－

－
－

2
8
.2

1
〇

－
－

－
－

－
2

3
,4

同
一

区
画

4

5
〇

〇
－

－
－

1
8
.0

0
〇

－
－

－
－

－
0

5
,6

同
一

区
画

5

6
〇

〇
－

－
－

3
0
.7

1
－

－
－

－
－

－
2

5
,6

同
一

区
画

6

1
〇

〇
－

－
－

1
1
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

1
0
.5

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

2

3
〇

〇
－

－
－

1
0
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
,4

同
一

区
画

3

4
〇

〇
－

－
－

1
0
.5

0
〇

－
－

－
－

－
0

3
,4

同
一

区
画

4

5
〇

〇
－

－
－

1
5
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

5
,6

同
一

区
画

5

6
〇

〇
－

－
－

8
.3

0
－

－
－

－
－

－
0

5
,6

同
一

区
画

6

1
〇

〇
－

－
－

1
1
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

1
0
.1

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

2

3
〇

〇
－

－
－

1
0
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
,4

同
一

区
画

3

4
〇

〇
－

－
－

1
0
.1

0
〇

－
－

－
－

－
0

3
,4

同
一

区
画

4

5
〇

〇
－

－
－

1
5
.3

1
〇

－
－

－
－

－
1

5
,6

同
一

区
画

5

6
〇

〇
－

－
－

8
.3

0
－

－
－

－
－

－
0

5
,6

同
一

区
画

6

1
〇

－
〇

－
－

2
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

4
同

一
区

画
1

2
〇

－
〇

－
－

2
0
.9

0
－

－
－

－
－

－
0

1
～

4
同

一
区

画
2

3
〇

－
〇

－
－

2
0
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

4
同

一
区

画
3

4
〇

－
〇

－
－

2
0
.9

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
～

4
同

一
区

画
4

5
〇

－
〇

－
－

2
7
.7

1
〇

－
－

－
－

－
1

5
,6

同
一

区
画

5

6
〇

－
〇

－
－

2
0
.9

0
－

－
－

－
－

－
0

5
,6

同
一

区
画

6

C
-1

F
-0

5
1
A

バ
ッ
テ

リ
室

3

C
-1

F
-0

6
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

室
3

C
-1

F
-0

1
通

路
4

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

C
-1

F
-0

2
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

室
3

C
-1

F
-0

3
1
号

補
助

盤
室

6

C
-1

F
-0

4
1
B

バ
ッ
テ

リ
室

3

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

98



 

 

補-3-7-89 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
〇

〇
－

－
－

3
8
.7

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
～

5
同

一
区

画
1

2
〇

〇
－

－
－

5
.7

0
－

－
－

－
－

－
0

1
～

5
同

一
区

画
2

3
〇

〇
－

－
－

4
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

5
同

一
区

画
3

4
〇

〇
－

－
－

4
.7

0
－

－
－

－
－

－
0

1
～

5
同

一
区

画
4

5
〇

〇
－

－
－

4
.7

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
～

5
同

一
区

画
5

6
〇

〇
－

－
－

6
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

6
,7

同
一

区
画

6

7
〇

〇
－

－
－

4
.7

0
－

－
－

－
－

－
0

6
,7

同
一

区
画

7

1
〇

〇
－

－
－

2
4
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

2
2
.3

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

2

3
－

〇
－

－
－

1
2
.7

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

1
〇

〇
－

－
－

8
.5

0
－

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

2
2
.3

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2

3
－

〇
－

－
－

1
7
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

1
〇

〇
－

－
－

1
1
.2

0
－

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

2
2
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2

1
〇

〇
－

－
－

1
6
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

1
4
.9

0
－

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

2

1
〇

〇
－

－
－

1
4
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

1
2
.5

0
－

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

2

1
〇

〇
－

－
－

1
7
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

6
.5

0
－

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

2

3
〇

〇
－

－
－

4
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

3
,4

同
一

区
画

,1
個

不
足

3

4
〇

〇
－

－
－

0
.8

0
－

－
－

－
－

－
0

3
,4

同
一

区
画

4

C
-M

2
F
-0

9
放

射
線

モ
ニ

タ
計

器
室

1
－

〇
－

－
－

7
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

C
-M

2
F
-0

6
洗

濯
仕

上
室

1

C
-M

2
F
-0

7
作

業
服

保
管

室
1

一
般

化
学

室
2

C
-M

2
F
-0

4
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
機

器
室

1

C
-M

2
F
-0

1
通

路
3

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

C
-M

2
F
-0

2
放

管
器

材
室

2

C
-M

2
F
-0

3

C
-M

2
F
-0

8
運

転
員

器
材

室
2

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

設
置

数
合

計
備

考
0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

99



 

 

補-3-7-90 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

C
-2

F
-0

1
被

服
置

場
1

ー
〇

ー
ー

ー
3
7
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

C
-2

F
-0

2
放

管
員

控
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
6
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
〇

〇
ー

ー
ー

4
.1

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

3
同

一
区

画
1

2
〇

〇
ー

ー
ー

1
4
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

3
同

一
区

画
2

3
〇

〇
ー

ー
ー

1
9
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

3
同

一
区

画
3

4
ー

〇
ー

ー
ー

4
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

4
,5

緩
和

策
4

5
ー

〇
ー

ー
ー

1
6
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

4
,5

緩
和

策
5

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
〇

〇
ー

ー
ー

2
7
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
2

1
,2

緩
和

策
2

3
〇

〇
ー

ー
ー

2
9
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

〇
ー

ー
ー

4
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

5
,7

同
一

区
画

4
,5

,7
緩

和
策

4

5
〇

〇
ー

ー
ー

2
2
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

5
,7

同
一

区
画

4
,5

,7
緩

和
策

5

6
〇

〇
ー

ー
ー

2
4
.3

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

6
,8

同
一

区
画

6

7
〇

〇
ー

ー
ー

2
1
.5

0
〇

〇
ー

ー
1

0
5
,7

同
一

区
画

4
,5

,7
緩

和
策

7

8
〇

〇
ー

ー
ー

2
1
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

6
,8

同
一

区
画

8

9
ー

〇
ー

ー
ー

1
2
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

9
,1

2
緩

和
策

9

1
0

〇
〇

ー
ー

ー
2
1
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
0
,1

3
同

一
区

画
1
0

1
1

〇
〇

ー
ー

ー
2
2
.2

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
1
,1

4
同

一
区

画
1
1

1
2

ー
〇

ー
ー

ー
2
2
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

9
,1

2
緩

和
策

1
2

1
3

〇
〇

ー
ー

ー
2
2
.0

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
0
,1

3
同

一
区

画
1
3

1
4

〇
〇

ー
ー

ー
2
1
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1
,1

4
同

一
区

画
1
4

1
5

〇
〇

ー
ー

ー
2
8
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
5
,2

0
同

一
区

画
1
5

1
6

〇
〇

ー
ー

ー
2
9
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
6
,2

1
同

一
区

画
1
6

1
7

〇
〇

ー
ー

ー
3
0
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1
7
,2

2
同

一
区

画
1
7

1
8

〇
〇

ー
ー

ー
2
.2

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
8
,1

9
,2

3
同

一
区

画
1
8

1
9

〇
〇

ー
ー

ー
7
.8

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
8
,1

9
,2

3
同

一
区

画
1
9

2
0

〇
〇

ー
ー

ー
2
2
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
5
,2

0
同

一
区

画
2
0

2
1

〇
〇

ー
ー

ー
2
2
.2

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
6
,2

1
同

一
区

画
2
1

2
2

〇
〇

ー
ー

ー
2
2
.5

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
7
,2

2
同

一
区

画
2
2

2
3

〇
〇

ー
ー

ー
2
0
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
8
,1

9
,2

3
同

一
区

画
2
3

C
-2

F
-0

5
ト

イ
レ

1
ー

〇
ー

ー
ー

9
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
0

1
～

3
緩

和
策

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

2
2
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
1

1
～

3
緩

和
策

2

3
ー

〇
ー

ー
ー

9
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
0

1
～

3
緩

和
策

3

C
-2

F
-0

7
ホ

ッ
ト

シ
ャ

ワ
ー

室
1

1

1
1

ー
〇

ー
ー

5
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

2
2

1
ー

〇
ー

ー
ー

5
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

〇
ー

ー
ー

8
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

C
-2

F
-0

9
V

IP
室

1
感

知
器

　
二

重
化

不
要

箇
所

社
員

用
ロ

ッ
カ

ー
室

1

設
置

不
要

箇
所

設
置

不
要

箇
所

C
-2

F
-0

8
シ

ャ
ワ

ー
室

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

設
置

不
要

箇
所

設
置

不
要

箇
所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

C
-2

F
-0

3
放

射
線

管
理

室
2

C
-2

F
-0

4
通

路
1
6

C
-2

F
-0

6

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

100
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
〇

〇
－

－
－

1
8
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1
－

〇
－

－
1
8
.3

1
〇

－
－

－
－

1

2
〇

〇
－

－
－

2
2
.2

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

2
－

〇
－

－
2
2
.2

1
〇

－
－

－
－

2

3
〇

〇
－

－
－

2
2
.2

0
〇

－
－

－
－

－
1

3
～

5
同

一
区

画
3

－
〇

－
－

2
2
.2

1
〇

－
－

－
－

2

4
〇

〇
－

－
－

2
1
.5

0
－

－
－

－
－

－
1

3
～

5
同

一
区

画
4

〇
〇

－
－

2
1
.5

1
〇

－
－

－
－

1

5
〇

〇
－

－
－

2
2
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

3
～

5
同

一
区

画
5

－
〇

－
－

2
2
.0

1
〇

－
－

－
－

2

1
〇

〇
－

－
－

5
3
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

3
同

一
区

画
1

〇
〇

－
－

5
3
.2

1
〇

－
－

－
－

4

2
〇

〇
－

－
－

2
6
.4

0
－

－
－

－
－

－
1

1
～

3
同

一
区

画
2

－
〇

－
－

2
6
.4

1
〇

－
－

－
－

2

3
〇

〇
－

－
－

2
6
.4

0
－

－
－

－
－

－
0

1
～

3
同

一
区

画
3

－
〇

－
－

2
6
.4

1
〇

－
－

－
－

1

1
〇

〇
－

－
－

1
6
.8

0
－

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

1
－

〇
－

－
1
6
.8

1
〇

－
－

－
－

1

2
〇

〇
－

－
－

2
9
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2
－

〇
－

－
2
9
.2

1
〇

－
－

－
－

1

C
-3

F
-0

4
通

路
1

－
〇

－
－

－
1
3
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

－
〇

－
－

1
3
.7

1
－

－
－

－
－

1
1

1
〇

〇
－

－
－

4
5
.3

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1
〇

〇
－

－
4
5
.3

1
〇

－
－

－
－

1

2
〇

〇
－

－
－

3
1
.6

0
〇

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2
〇

〇
－

－
3
1
.6

1
〇

－
－

－
－

1

3
〇

〇
－

－
－

2
0
.9

0
〇

－
－

－
－

－
1

3
,4

同
一

区
画

3
〇

〇
－

－
2
0
.9

1
〇

－
－

－
－

1

4
〇

〇
－

－
－

2
0
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
,4

同
一

区
画

4
〇

〇
－

－
2
0
.9

1
〇

－
－

－
－

1

1
〇

〇
－

－
－

3
9
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

4
0
.5

0
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2

C
-3

F
-0

7
階

段
室

1
〇

〇
－

－
－

2
1
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

1
〇

〇
－

－
－

2
4
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

2
2
.2

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

2

3
〇

〇
－

－
－

2
2
.2

0
〇

－
－

－
－

－
1

3
～

5
同

一
区

画
3

4
〇

〇
－

－
－

2
2
.0

1
〇

－
－

－
－

－
0

3
～

5
同

一
区

画
4

5
〇

〇
－

－
－

2
1
.6

0
〇

－
－

－
－

－
1

3
～

5
同

一
区

画
5

6
〇

〇
－

－
－

2
6
.4

0
〇

－
－

－
－

－
1

6
～

8
同

一
区

画
6

7
〇

〇
－

－
－

2
6
.4

0
－

－
－

－
－

－
0

6
～

8
同

一
区

画
7

8
〇

〇
－

－
－

5
3
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

6
～

8
同

一
区

画
8

C
-3

F
-0

6
制

御
建

物
受

信
機

室
2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

C
-3

F
-0

8
1
号

ケ
ー

ブ
ル

処
理

室
5

C
-3

F
-0

3
通

信
機

械
室

1
2

C
-3

F
-0

5
計

算
機

室
4

4

C
-3

F
-0

1
2
号

A
ケ

ー
ブ

ル
処

理
室

4
8

C
-3

F
-0

2
2
号

B
ケ

ー
ブ

ル
処

理
室

2
7

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
〇

ー
〇

ー
ー

7
4
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

ー
〇

ー
7
4
.2

3
〇

ー
ー

ー
ー

4

2
〇

ー
〇

ー
ー

7
4
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
7
4
.0

3
〇

ー
ー

ー
ー

4

3
〇

ー
〇

ー
ー

7
4
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
〇

ー
7
4
.0

3
〇

ー
ー

ー
ー

4

4
〇

ー
〇

ー
ー

7
4
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
ー

ー
〇

ー
7
4
.1

3
〇

ー
ー

ー
ー

4

5
〇

ー
〇

ー
ー

7
1
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
ー

ー
〇

ー
7
1
.8

3
〇

ー
ー

ー
ー

4

6
〇

ー
〇

ー
ー

7
1
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

6
ー

ー
〇

ー
7
1
.6

3
〇

ー
ー

ー
ー

4

7
〇

ー
〇

ー
ー

7
1
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
ー

ー
〇

ー
7
1
.6

3
〇

ー
ー

ー
ー

4

8
〇

ー
〇

ー
ー

7
1
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

8
ー

ー
〇

ー
7
1
.9

3
〇

ー
ー

ー
ー

3

1
〇

ー
〇

ー
ー

1
1
3
.0

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

1

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

階
段

C
-4

F
-0

2
-2

(仮
)

ト
イ

レ
1

ー
ー

〇
ー

ー
5
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

C
-4

F
-0

1
2
号

機
側

中
央

制
御

室
8

3
1

C
-4

F
-0

2
通

路
4

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
〇

ー
〇

ー
ー

2
8
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

4
同

一
区

画
1

2
〇

ー
〇

ー
ー

3
1
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
2

3
〇

ー
〇

ー
ー

3
1
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

4
同

一
区

画
3

4
〇

ー
〇

ー
ー

4
1
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
4

T
-B

1
F
-0

2
再

生
装

置
室

1
〇

ー
〇

ー
ー

5
0
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
0
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
1

2
〇

〇
ー

ー
ー

1
1
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
2

3
ー

〇
ー

ー
ー

5
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
〇

ー
〇

ー
ー

3
3
.0

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
5

6
〇

ー
〇

ー
ー

2
9
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
6

7
〇

ー
〇

ー
ー

3
4
.5

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
7

8
〇

ー
〇

ー
ー

3
6
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
8

9
〇

ー
〇

ー
ー

3
0
.7

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
9

1
0

〇
ー

〇
ー

ー
3
6
.3

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
1
0

1
1

〇
ー

〇
ー

ー
3
0
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
1
1

1
2

〇
ー

〇
ー

ー
4
8
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
1
2

1
3

〇
ー

〇
ー

ー
4
1
.4

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
1
3

1
4

〇
ー

〇
ー

ー
3
5
.7

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
1
4

1
5

〇
ー

〇
ー

ー
3
3
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
1
5

1
6

〇
ー

〇
ー

ー
2
.2

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

5
～

1
8
同

一
区

画
1
6

1
7

〇
ー

〇
ー

ー
1
6
.1

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

5
～

1
8
同

一
区

画
1
7

1
8

〇
ー

〇
ー

ー
2
6
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

1
8
同

一
区

画
1
8

T
-B

1
F
-0

4
復

水
ろ

過
脱

塩
器

室

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
4
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
2
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

T
-B

1
F
-0

6
工

具
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

6
2
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

T
-B

1
F
-0

7
工

具
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
2
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

T
-B

1
F
-0

8
工

具
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

5
0
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

5
0
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

T
-B

1
F
-0

9
工

具
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
6
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

6
6
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
0
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

〇
ー

ー
1
0
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

2
4
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

〇
ー

ー
2
4
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

〇
ー

ー
ー

3
4
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

〇
ー

ー
3
4
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

T
-B

1
F
-1

1
S
Ⅰ

ケ
ー

ブ
ル

ダ
ク

ト
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
1
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

2
1
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

T
-B

1
F
-1

2
油

溜

T
-B

1
F
-1

3
油

溜

T
-B

1
F
-1

4
工

具
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

4
5
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

T
-B

1
F
-1

5
油

溜

T
-B

1
F
-1

6
油

溜

T
-B

1
F
-1

7
工

具
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

4
8
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

T
-B

1
F
-0

3
復

水
脱

塩
装

置
ポ

ン
プ

室
1
5

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

T
-B

1
F
-0

5
工

具
室

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

T
-B

1
F
-0

1
復

水
脱

塩
器

室
2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

T
-B

1
F
-1

0
工

具
室

3
3

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

103



 

 

補-3-7-94 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 
 

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
7
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

ー
ー

〇
ー

1
7
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
9
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

ー
ー

〇
ー

1
9
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

ー
〇

ー
ー

2
0
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

3
,4

緩
和

策
3

ー
ー

〇
ー

2
0
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

4
ー

ー
〇

ー
ー

2
0
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

3
,4

緩
和

策
4

ー
ー

〇
ー

2
0
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

5
〇

ー
〇

ー
ー

1
5
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
,6

同
一

区
画

5
ー

ー
〇

ー
1
5
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

6
〇

ー
〇

ー
ー

1
1
.8

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

5
,6

同
一

区
画

6
ー

ー
〇

ー
1
1
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

7
ー

ー
〇

ー
ー

5
0
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

7
ー

ー
〇

ー
5
0
.8

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

8
〇

ー
〇

ー
ー

2
9
.4

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

8
,9

,1
5
,1

6
同

一
区

画
8

ー
ー

〇
ー

2
9
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

9
〇

ー
〇

ー
ー

1
9
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

8
,9

,1
5
,1

6
同

一
区

画
9

ー
ー

〇
ー

1
9
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
0

ー
ー

〇
ー

ー
2
6
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
0
,1

1
緩

和
策

1
0

ー
ー

〇
ー

2
6
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
1

ー
ー

〇
ー

ー
2
6
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
0
,1

1
緩

和
策

1
1

ー
ー

〇
ー

2
6
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
2

ー
ー

〇
ー

ー
2
9
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
2

ー
ー

〇
ー

2
9
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
3

ー
ー

〇
ー

ー
1
1
5
.2

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1
3

ー
ー

〇
ー

1
1
5
.2

4
〇

ー
ー

ー
ー

4

1
4

ー
ー

〇
ー

ー
4
4
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
4

ー
ー

〇
ー

4
4
.9

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

1
5

〇
ー

〇
ー

ー
2
1
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

8
,9

,1
5
,1

6
同

一
区

画
1
5

ー
ー

〇
ー

2
1
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
6

〇
ー

〇
ー

ー
2
4
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

8
,9

,1
5
,1

6
同

一
区

画
1
6

ー
ー

〇
ー

2
4
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
7

ー
ー

〇
ー

ー
2
2
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
7
,1

8
緩

和
策

1
7

ー
ー

〇
ー

2
2
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
8

ー
ー

〇
ー

ー
2
6
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
7
,1

8
緩

和
策

1
8

ー
ー

〇
ー

2
6
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
9

ー
ー

〇
ー

ー
2
6
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
9

ー
ー

〇
ー

2
6
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
0

〇
ー

〇
ー

ー
2
2
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
0
,2

1
同

一
区

画
2
0

ー
ー

〇
ー

2
2
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
1

〇
ー

〇
ー

ー
2
5
.0

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
0
,2

1
同

一
区

画
2
1

ー
ー

〇
ー
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 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
2
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

2
6
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
ー

〇
ー

ー
ー

4
3
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
0
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

〇
ー

ー
ー

4
0
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

〇
ー

ー
ー

2
8
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
〇

〇
ー

ー
ー

3
3
.5

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
,8

,1
1
同

一
区

画
5

6
ー

〇
ー

ー
ー

4
2
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

6

7
ー

〇
ー

ー
ー

3
0
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

7
,1

0
緩

和
策

7

8
〇

〇
ー

ー
ー

3
2
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
,8

,1
1
同

一
区

画
8

9
ー

〇
ー

ー
ー

3
6
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

9

1
0

ー
〇

ー
ー

ー
6
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

7
,1

0
緩

和
策

1
0

1
1

〇
〇

ー
ー

ー
6
.6

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

5
,8

,1
1
同

一
区

画
1
1

1
2

ー
〇

ー
ー

ー
9
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
2
,1

3
緩

和
策

1
2

1
3

ー
〇

ー
ー

ー
1
6
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
2
,1

3
緩

和
策

1
3

1
4

ー
〇

ー
ー

ー
1
7
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
4

1
5

1
5

ー
〇

ー
ー

1
0
.0

1
〇

ー
ー

〇
1

1
1
5
,1

9
緩

和
策

1
6

1
6

ー
〇

ー
ー

1
7
.1

1
〇

ー
ー

〇
1

1
1
6
,2

0
緩

和
策

1
7

1
7

ー
〇

ー
ー

1
9
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
8

ー
〇

ー
ー

ー
2
1
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
8
,2

1
緩

和
策

1
8

1
9

1
9

ー
〇

ー
ー

4
.8

1
〇

ー
ー

〇
1

0
1
5
,1

9
緩

和
策

2
0

2
0

ー
〇

ー
ー

7
.1

1
〇

ー
ー

〇
1

0
1
6
,2

0
緩

和
策

2
1

ー
〇

ー
ー

ー
9
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
8
,2

1
緩

和
策

2
1

1
1

ー
〇

ー
ー

5
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
2

ー
〇

ー
ー

1
5
.4

1
〇

ー
ー

〇
1

1
2
,3

緩
和

策

3
3

ー
〇

ー
ー

7
.0

1
〇

ー
ー

〇
1

0
2
,3

緩
和

策

4
4

ー
〇

ー
ー

1
1
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

T
-1

F
-0

4
ト

イ
レ

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
2
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

ー
ー

〇
ー

9
.9

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

ー
ー

ー
〇

9
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

4
2
.8

1
〇

ー
ー

〇
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

ー
〇

ー
ー

4
2
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
〇

〇
ー

ー
ー

2
3
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
,4

同
一

区
画

3
〇

〇
ー

ー
2
3
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

1
3
,4

同
一

区
画

4
〇

ー
ー

〇
ー

9
.3

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
,4

同
一

区
画

4
〇

ー
ー

〇
9
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
3
,4

同
一

区
画

T
-1

F
-0

8
復

水
ろ

過
脱

塩
器

エ
レ

メ
ン

ト
分

解
室

1
〇

ー
〇

ー
ー

1
4
5
.0

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
3

3
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
3
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

4
3
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
4
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
0

1
～

3
緩

和
策

1
ー

〇
ー

ー
1
4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
0
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
1

1
～

3
緩

和
策

2
ー

〇
ー

ー
1
0
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

〇
ー

ー
ー

1
0
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
0

1
～

3
緩

和
策

3
ー

〇
ー

ー
1
0
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
1
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

3
5
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

〇
ー

ー
ー

2
4
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

3
,4

緩
和

策
3

4
ー

〇
ー

ー
ー

2
6
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

3
,4

緩
和

策
4

5
ー

〇
ー

ー
ー

3
7
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

T
-1

F
-1

2
復

水
脱

塩
装

置
C

/C
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

6
0
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

T
-1

F
-1

3
工

具
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
6
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

T
-1

F
-1

4
工

具
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
4
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】 消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

備
考

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

設
置

数
合

計
備

考
区

画
梁

高
さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2
取

付
け

高
さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

T
-1

F
-0

1
樹

脂
貯

蔵
庫

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

T
-1

F
-0

2
作

業
者

更
衣

室
1
2

3

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

3

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

T
-1

F
-0

5
復

水
系

配
管

室
2

4

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
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に
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○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

T
-2

F
-0

1
ボ

ン
ベ

室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
2
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

3
4
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

3
3
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

3
0
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

6
ー

ー
〇

ー
ー

3
5
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

6

7
ー

ー
〇

ー
ー

3
7
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

7

8
ー

ー
〇

ー
ー

3
6
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

8

9
ー

ー
〇

ー
ー

3
1
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

9

1
0

ー
ー

〇
ー

ー
3
5
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
0

1
1

ー
ー

〇
ー

ー
3
7
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
2

ー
ー

〇
ー

ー
3
6
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
2

1
3

ー
ー

〇
ー

ー
3
1
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
3

1
4

ー
ー

〇
ー

ー
1
5
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
4

1
5

ー
ー

〇
ー

ー
3
1
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
5

1
6

ー
ー

〇
ー

ー
5
0
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
6

1
7

ー
ー

〇
ー

ー
4
7
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
7

1
8

ー
ー

〇
ー

ー
4
0
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
8

1
9

ー
ー

〇
ー

ー
5
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
9

2
0

ー
ー

〇
ー

ー
2
3
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
0

2
1

ー
ー

〇
ー

ー
3
9
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
1

2
2

ー
ー

〇
ー

ー
4
3
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
2

2
3

ー
ー

〇
ー

ー
3
7
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
3

2
4

〇
ー

〇
ー

ー
3
4
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
4
,2

5
同

一
区

画
2
4

2
5

〇
ー

〇
ー

ー
2
3
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
4
,2

5
同

一
区

画
2
5

T
-2

F
-0

3
配

管
バ

ル
ブ

室
1

ー
〇

ー
ー

ー
3
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1
個

不
足

1

T
-2

F
-0

4
工

具
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
2
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
4
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
9
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
,2

緩
和

策
1

2
ー

ー
〇

ー
ー

2
0
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
,2

緩
和

策
2

3
ー

ー
〇

ー
ー

2
1
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

3
,4

緩
和

策
3

4
ー

ー
〇

ー
ー

2
1
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

3
,4

緩
和

策
4

5
ー

ー
〇

ー
ー

2
0
.8

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

5
,6

緩
和

策
5

6
ー

ー
〇

ー
ー

3
2
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

5
,6

緩
和

策
6

7
ー

ー
〇

ー
ー

2
6
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

7
,8

緩
和

策
7

8
ー

ー
〇

ー
ー

2
6
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

7
,8

緩
和

策
8

9
ー

ー
〇

ー
ー

2
3
.4

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

9
,1

0
緩

和
策

9

1
0

ー
ー

〇
ー

ー
2
4
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

9
,1

0
緩

和
策

1
0

1
1

ー
ー

〇
ー

ー
2
4
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
1
,1

2
緩

和
策

1
1

1
2

ー
ー

〇
ー

ー
2
1
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
1
,1

2
緩

和
策

1
2

T
-2

F
-1

0
空

気
抽

出
器

室
1

〇
ー

〇
ー

ー
7
9
.0

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
1

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

T
-2

F
-0

2
常

用
電

気
室

2
4

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

T
-2

F
-0

6
常

用
電

気
室

排
風

機
室

2

T
-2

F
-0

9
固

定
子

冷
却

装
置

室
6
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補-3-7-100 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

T
-2

F
-1

1
グ

ラ
ン

ド
蒸

気
復

水
器

室
1

ー
ー

〇
ー

ー
6
5
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
〇

ー
〇

ー
ー

2
5
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
〇

ー
〇

ー
ー

6
5
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
〇

ー
〇

ー
ー

1
0
2
.7

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
3

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

2
1
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
設

置
不

要
エ

リ
ア

5
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
設

置
不

要
エ

リ
ア

6
ー

ー
〇

ー
ー

2
0
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

6

7
ー

ー
〇

ー
ー

7
5
.6

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

7

8
〇

〇
ー

ー
ー

2
0
5
.6

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
4

8

9
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

9

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
3
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

6
7
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
3
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

6
8
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

T
-2

F
-1

5
排

ガ
ス

系
ラ

ッ
ク

室
1

〇
〇

ー
ー

ー
5
9
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

T
-2

F
-1

6
排

ガ
ス

除
湿

冷
却

器
出

口
バ

イ
ア

ル
サ

ン
プ

ラ
1

ー
〇

ー
ー

ー
1
0
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

T
-2

F
-1

7
排

ガ
ス

H
2
サ

ン
プ

リ
ン

グ
ク

ー
ラ

ラ
ッ
ク

室
1

ー
〇

ー
ー

ー
2
3
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
〇

ー
〇

ー
ー

3
7
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

ー
〇

ー
ー

2
5
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,2

同
一

区
画

2

1
〇

ー
〇

ー
ー

3
0
.4

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,5

同
一

区
画

1

2
〇

ー
〇

ー
ー

3
1
.0

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
,6

同
一

区
画

2

3
〇

ー
〇

ー
ー

3
2
.4

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
,7

同
一

区
画

3

4
〇

ー
〇

ー
ー

6
5
.4

1
〇
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補-3-7-101 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
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補-3-7-102 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
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有
効

に
感

知
す
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よ

う
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け

る
こ

と
。
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ー
ー

1
0

3
8
,3

8
緩

和
策

3
9

4
0

〇
ー

ー
〇

ー
1
3
.3

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

4
0
～

4
3
同

一
区

画
4
0

4
1

〇
ー

ー
〇

ー
1
4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
0
～

4
3
同

一
区

画
4
1

4
2

〇
ー

ー
〇

ー
1
4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
0
～

4
3
同

一
区

画
4
2

4
3

〇
ー

ー
〇

ー
1
3
.3

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

4
0
～

4
3
同

一
区

画
4
3

4
4

〇
ー

ー
〇

ー
1
3
.3

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

4
4
～

4
7
同

一
区

画
4
4

4
5

〇
ー

ー
〇

ー
1
4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
4
～

4
7
同

一
区

画
4
5

4
6

〇
ー

ー
〇

ー
1
4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
4
～

4
7
同

一
区

画
4
6

4
7

〇
ー

ー
〇

ー
1
3
.3

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

4
4
～

4
7
同

一
区

画
4
7

※
※

1
　
3
4
,3

5
同

一
区

画
3
4
,3

5
,3

6
緩

和
策

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

T
-3

F
-0

2
タ

ー
ビ

ン
室

3
6

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2
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補-3-7-103 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

4
8

ー
ー

ー
〇

ー
1
2
.3

1
〇

ー
〇

ー
ー

2
0

4
8
,4

9
,5

0
緩

和
策

4
8

4
9

ー
ー

ー
〇

ー
1
1
.6

1
〇

ー
〇

ー
ー

2
1

4
8
,4

9
,5

0
緩

和
策

4
9

5
0

ー
ー

ー
〇

ー
7
.7

1
〇

ー
〇

ー
ー

2
0

4
8
,4

9
,5

0
緩

和
策

5
0

5
1

〇
ー

ー
〇

ー
1
0
.5

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

5
1
 5

2
 5

3
同

一
区

画
5
1

5
2

〇
ー

ー
〇

ー
1
0
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
1
,5

2
,5

3
同

一
区

画
5
2

5
3

〇
ー

ー
〇

ー
1
6
.3

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

5
1
,5

2
,5

3
同

一
区

画
5
3

1
〇

ー
ー

〇
ー

5
5
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
〇

ー
ー

〇
ー

2
0
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
ー

〇
ー

7
2
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

1
ー

ー
ー

〇
ー

7
7
.4

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1

2
〇

ー
ー

〇
ー

5
3
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
ー

ー
ー

〇
ー

7
8
.8

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1

2
ー

ー
ー

〇
ー

3
3
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
ー

〇
ー

3
9
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

3

1
ー

ー
ー

〇
ー

7
5
.9

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1

2
ー

ー
ー

〇
ー

3
2
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
ー

〇
ー

3
8
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

1
ー

ー
ー

〇
ー

7
9
.4

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1

2
ー

ー
ー

〇
ー

3
4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
ー

〇
ー

3
9
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

3

1
ー

ー
ー

〇
ー

7
3
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
ー

〇
ー

6
8
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

〇
ー

ー
ー

5
8
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
3
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

3
0
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

T
-3

F
-1

0
工

具
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

5
1
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
3
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

T
-3

F
-1

2
工

具
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

6
3
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

ー
〇

ー
ー

5
1
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

2
4
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

T
/B

送
風

機
室

3

T
-3

F
-0

5
A

-T
/B

排
気

処
理

装
置

室
5

T
-3

F
-0

2
タ

ー
ビ

ン
室

3
6

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

T
-3

F
-0

3
常

用
電

気
室

送
風

機
室

3

T
-3

F
-0

4

T
-3

F
-0

8
T
/B

空
調

制
御

室
3

T
-3

F
-0

9
T
/B

ダ
ス

ト
サ

ン
プ

ラ
室

2

T
-3

F
-0

6
B

-T
/B

排
気

処
理

装
置

室
4

T
-3

F
-0

7
C

-T
/B

排
気

処
理

装
置

室
5

T
-3

F
-1

1
タ

ー
ビ

ン
室

1

T
-3

F
-1

3
工

具
室

2
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補-3-7-104 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

ー
ー

〇
ー

7
7
.4

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1

2
ー

ー
ー

〇
ー

7
1
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

1
〇

ー
ー

〇
ー

2
4
.2

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
1

2
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

4
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.4

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

2
3
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

4
同

一
区

画
4

5
〇

ー
ー

〇
ー

2
3
.1

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

5
～

8
同

一
区

画
5

6
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5
～

8
同

一
区

画
6

7
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.4

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

5
～

8
同

一
区

画
7

8
〇

ー
ー

〇
ー

1
6
.4

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

5
～

8
同

一
区

画
8

1
〇

ー
ー

〇
ー

2
9
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

ー
ー

〇
ー

7
0
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

2

1
〇

ー
ー

〇
ー

2
5
.0

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,4

,5
,9

同
一

区
画

1

2
〇

ー
ー

〇
ー

2
9
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
,6

,1
0
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

2
4
.7

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
,7

,8
,1

1
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

1
7
.2

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,4

,5
,9

同
一

区
画

4

5
〇

ー
ー

〇
ー

1
7
.2

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1
,4

,5
,9

同
一

区
画

5

6
〇

ー
ー

〇
ー

2
2
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
,6

,1
0
同

一
区

画
6

7
〇

ー
ー

〇
ー

1
7
.0

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
,7

,8
,1

1
同

一
区

画
7

8
〇

ー
ー

〇
ー

1
7
.0

2
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

3
,7

,8
,1

1
同

一
区

画
8

9
〇

ー
ー

〇
ー

2
3
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,4

,5
,9

同
一

区
画

9

1
0

〇
ー

ー
〇

ー
2
8
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

2
,6

,1
0
同

一
区

画
1
0

1
1

〇
ー

ー
〇

ー
2
3
.6

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
,7

,8
,1

1
同

一
区

画
1
1

1
2

〇
ー

ー
〇

ー
2
3
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
2
,1

5
,1

8
,2

0
同

一
区

画
1
2

1
3

〇
ー

ー
〇

ー
2
8
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
3
,1

6
,2

1
同

一
区

画
1
3

1
4

〇
ー

ー
〇

ー
2
3
.6

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
4
,1

7
,1

9
,2

2
同

一
区

画
1
4

1
5

〇
ー

ー
〇

ー
1
3
.1

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
2
,1

5
,1

8
,2

0
同

一
区

画
1
5

1
6

〇
ー

ー
〇

ー
1
9
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
3
,1

6
,2

1
同

一
区

画
1
6

1
7

〇
ー

ー
〇

ー
1
2
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
4
,1

7
,1

9
,2

2
同

一
区

画
1
7

1
8

〇
ー

〇
ー

ー
1
7
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1
2
,1

5
,1

8
,2

0
同

一
区

画
1
8

1
9

〇
ー

〇
ー

ー
1
7
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
2

1
4
,1

7
,1

9
,2

2
同

一
区

画
1
9

2
0

〇
ー

〇
ー

ー
1
7
.1

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
2
,1

5
,1

8
,2

0
同

一
区

画
2
0

2
1

〇
ー

〇
ー

ー
2
2
.5

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
3
,1

6
,2

1
同

一
区

画
2
1

2
2

〇
ー

〇
ー

ー
1
7
.0

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
4
,1

7
,1

9
,2

2
同

一
区

画
2
2

1
〇

ー
ー

〇
ー

2
7
.9

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,2

3
同

一
区

画
1

2
〇

ー
ー

〇
ー

2
0
.8

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

1
,2

3
同

一
区

画
2

3
〇

ー
ー

〇
ー

2
6
.9

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,2

3
同

一
区

画
3

4
〇

ー
ー

〇
ー

2
6
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
,5

,6
同

一
区

画
4

5
〇

ー
ー

〇
ー

2
0
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

4
,5

,6
同

一
区

画
5

6
〇

ー
ー

〇
ー

2
0
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

4
,5

,6
同

一
区

画
6

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

T
-4

F
-0

1
T
/B

外
気

処
理

装
置

室
3

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

T
-4

F
-0

2
T
/B

送
風

機
室

3

T
-4

F
-0

3
工

具
室

2

T
-4

F
-0

4
T
/B

排
気

室
1
1

T
-4

F
-0

5
タ

ー
ビ

ン
室

移
送

送
風

機
室

3

114



 

 

補-3-7-105 

消
防
法
に
準
拠
し
た
火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象
：
消
防
法
施
行
規
則

 第
23

条
第

4
項
に
該
当
す
る
火
災
感
知
器
）
 

 

 
 

　
　

○
２

３
条

第
４

項
　

七
の

四
　

炎
感

知
器

（
道

路
の

用
に

供
さ

れ
る

部
分

に
設

け
ら

れ
る

も
の

を
除

く
。

）
は

、
　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

の
三

　
光

電
式

分
離

型
感

知
器

は
、
次

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

る
こ
と
。

次
に

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
壁

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
区

域
ご

と
に

、
当

該
区

域
の

床
面

か
ら

高
さ

一
・
二

メ
ー

ト
ル

　
　

ま
で

の
空

間
（

以
下

「
監

視
空

間
」
と
い

う
。

）
の

各
部

分
か

ら
当

該
感

知
器

ま
で

の
距

離
が

公

　
　

称
監

視
距

離
の

範
囲

内
と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

T
-2

F
-0

5
起

動
変

圧
器

室
1

－
9
0

2
2

1

T
-2

F
-0

7
所

内
変

圧
器

室
1

－
9
0

2
2

1

T
-2

F
-0

8
主

変
圧

器
室

1
－

9
0

3
3

1

T
-2

F
-2

6
タ

ー
ビ

ン
建

物
大

物
搬

入
口

1
－

9
0

1
1

1

T
-3

F
-1

1
タ

ー
ビ

ン
室

2
1

2
0
7
0
0

〇
〇

〇
〇

1
0

1
1

1
1

※
※

1

※
※

1
　
天

井
等

の
高

さ
2
0
m

以
上

の
場

所
で

あ
り
，

消
防

法
施

行
規

則
第

2
3
条

第
4
項

の
適

用
対

象
外

と
な

る
が

，
火

災
の

早
期

感
知

の
観

点
か

ら
設

置

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

区
画

備
考

設
置

数

取
付

け
高

さ
　
>

 天
井

高
さ
 ×

0
.8

m

天
井

高
さ

2
0
m

未
満

合
計

感
知

器
前

面
と

背
部

の
壁

と
の

距
離

≦
1
.0

m

光
軸

と
並

行
す

る
壁

と
の

距
離

0
.6

～
7
.0

m

設
置

条
件

光
軸

間
距

離

＜
1
4
m

消
防

法
設

置
数

部
屋

名
称

部
屋

番
号

備
考

視
野

角

（
°
）

設
置

数
合

計

炎
感

知
器

監
視

範
囲

(m
)

区
画

光
電

式
分

離
型

感
知

器

　
ニ

　
感

知
器

を
設

置
す

る
区

域
の

天
井

等
（

天
井

の
室

内
に

面
す

る
部

分
又

は
上

階
の

床
若

し
く
は

屋
根

の
下

面
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

の
高

さ
が

　
　

　
二

十
メ

ー
ト

ル
以

上
の

場
所

以
外

の
場

所
に

設
け

る
こ

と
。

　
ホ

　
感

知
器

の
光

軸
の

高
さ

が
天

井
等

の
高

さ
の

八
十

パ
ー

セ
ン

ト
以

上
と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
ト

　
感

知
器

は
、

壁
に

よ
つ

て
区

画
さ

れ
た

区
域

ご
と
に

、
当

該
区

域
の

各
部

分
か

ら
一

の
光

軸
ま

で
の

水
平

距
離

が
七

メ
ー

ト
ル

以
下

と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。
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補-3-7-106 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
－

－
〇

－
－

1
5
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

7
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

2

3
－

－
ー

〇
－

3
3
.6

1
ー

－
－

－
－

－
1

3

4
－

－
〇

－
－

3
2
.8

1
〇

－
－

－
－

－
1

4

5
－

－
〇

－
－

2
9
.2

1
〇

ー
－

－
－

－
1

1
個

不
足

5

1
－

－
〇

－
－

8
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

1
2
.1

1
〇

〇
－

－
－

1
0

※
※

1
2

3
－

－
〇

－
－

4
.7

1
ー

ー
－

－
－

－
1

1
個

不
足

3

4
〇

－
〇

－
－

8
.8

1
〇

〇
－

－
－

1
0

※
※

1
4

1
〇

－
〇

－
－

1
8
.8

0
－

－
－

－
－

－
1

1
～

4
同

一
区

画
1

2
〇

－
〇

－
－

2
3
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

4
同

一
区

画
2

3
〇

－
〇

－
－

1
9
.6

0
－

－
－

－
－

－
0

1
～

4
同

一
区

画
3

4
〇

－
〇

－
－

7
.6

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
～

4
同

一
区

画
4

5
－

－
〇

－
－

1
6
.8

1
〇

－
－

－
－

－
1

5

6
－

－
〇

－
－

2
4
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

6

1
－

－
〇

－
－

2
6
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

2
4
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

2

1
－

－
〇

－
－

4
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

5
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

2

3
－

－
〇

－
－

5
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

3

4
－

－
〇

－
－

8
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

4

1
〇

－
〇

－
－

9
.2

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

－
〇

－
－

1
0
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2

3
－

－
〇

－
－

3
1
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

1
－

〇
－

－
－

1
3
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
1

※
※

2
1

2
－

〇
－

－
－

3
9
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

2

3
－

〇
－

－
－

3
9
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

4
－

〇
－

－
－

1
3
.2

1
〇

〇
－

－
－

2
0

4
,6

,8
緩

和
策

4

5
－

〇
－

－
－

3
3
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

5

6
－

〇
－

－
－

7
.8

1
〇

〇
－

－
－

2
1

4
,6

,8
緩

和
策

6

7
－

〇
－

－
－

1
9
.7

1
〇

ー
－

－
－

－
1

7

8
－

〇
－

－
－

8
.8

1
〇

〇
－

－
－

2
0

4
,6

,8
緩

和
策

8

9
－

ー
〇

－
－

1
7
.3

1
ー

ー
－

－
－

－
0

※
※

3
9

1
0

－
－

〇
－

－
1
8
.4

1
ー

ー
－

－
－

－
0

※
※

3
1
0

1
1

－
〇

ー
－

－
9
.9

1
〇

〇
－

－
－

2
0

1
1
,1

3
,1

4
緩

和
策

1
1

1
2

－
〇

－
－

－
3
9
.9

1
ー

－
－

－
－

－
1

1
2

1
3

－
〇

－
－

－
8
.6

1
〇

〇
－

－
－

2
1

1
1
,1

3
,1

4
緩

和
策

1
3

1
4

－
〇

－
－

－
8
.3

1
〇

〇
－

－
－

2
0

1
1
,1

3
,1

4
緩

和
策

1
4

1
－

〇
－

－
－

3
2
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

1

2
－

〇
－

－
－

3
4
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

2

1
－

－
〇

－
－

4
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

1
個

不
足

1

2
〇

〇
－

－
－

6
5
.4

1
ー

ー
ー

ー
－

－
1

2

階
段

－
－

－
－

－
ー

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

S
B
-2

F
-0

4
①

で
監

視
階

段

階
段

－
－

－
－

－
ー

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

S
B
-M

1
F
-0

1
①

で
監

視
階

段

1
－

－
〇

－
－

2
6
.9

1
ー

ー
－

－
－

ー
1

1

通
路

－
ー

ー
－

－
ー

0
ー

ー
－

－
－

ー
0

通
路

S
B

-1
F
-1

1

S
B

-1
F
-0

5
焼

却
炉

灰
取

出
装

置
室

お
よ

び
灰

ド
ラ

ム
一

時
貯

蔵
室

S
B

-1
F
-0

3

S
B

-1
F
-1

0

2 12

※
※

1
　

2
,4

緩
和

策
,S

B
-1

F
-0

5
①

で
監

視
　

　
　

※
※

2
　

S
B

-1
F
-0

1
-2

②
④

も
監

視
　

　
　

※
※

3
　

上
部

開
口

部
感

知
器

設
置

不
可

チ
ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン

ト
エ

リ
ア

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

モ
ニ

タ
室

サ
イ

ト
バ

ン
カ

機
器

搬
入

口

廊
下

ス
ラ
ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン

ク
室

S
B

-1
F
-0

1
-1

S
B

-1
F
-0

1
-3

床
ド

レ
ン

サ
ン

プ
室

5 2
空

気
圧

縮
機

室

4

ポ
ン

プ
室

S
B

-1
F
-0

1
-2

雑
個

体
搬

入
口

2

S
B

-1
F
-0

7

8

S
B

-1
F
-0

4

S
B

-1
F
-0

2

4

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

煙
感

知
器

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

区
画

備
考

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

設
置

数
合

計
備

考
4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
8
m

以
上

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計
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補-3-7-107 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

S
B

-1
F
-1

2
ド

レ
ン

サ
ン

プ
タ
ン

ク
室

1
－

〇
－

－
－

3
1
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

S
B

-1
F
-1

3
キ

ャ
ス

ク
ピ

ッ
ト

S
B

-1
F
-1

4
シ

ャ
ワ

ー
室

S
B

-1
F
-1

6
工

具
室

1
－

〇
－

－
－

1
2
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

S
B

-1
F
-1

7
化

学
測

定
室

1
－

〇
－

－
－

1
3
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

通
路

－
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

－
1

通
路

通
路

－
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

－
1

通
路

1
1

－
〇

－
－

1
3
.6

1
－

－
－

－
－

1

2
〇

〇
－

－
－

1
0
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

2

3
－

－
－

〇
－

3
8
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

4
－

－
－

〇
－

4
1
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

4

5
－

－
－

〇
－

4
8
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

5

6
－

－
－

〇
－

2
8
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

6

7
－

－
－

〇
－

3
6
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

7

8
－

－
－

〇
－

3
9
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

8

9
－

－
－

〇
－

4
5
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

9

S
B

-1
F
-2

0
廃

油
タ
ン

ク
室

1
－

〇
－

－
－

9
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

S
B

-1
F
-2

1
北

側
階

段
室

階
段

－
－

－
－

－
－

2
－

－
－

－
－

－
2

2
階

段

S
B

-1
F
-2

2
西

側
階

段
室

階
段

－
－

－
－

－
－

2
－

－
－

－
－

－
2

2
階

段

S
B

-1
F
-2

3
エ

レ
ベ

ー
タ
ー

室
E
L
V

－
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1
個

不
足

E
L
V

1
〇

－
－

〇
－

4
7
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

3
同

一
区

画
1

2
〇

－
－

〇
－

4
5
.8

0
－

－
－

－
－

－
0

1
～

3
同

一
区

画
2

3
〇

－
－

〇
－

4
8
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

3
同

一
区

画
3

S
B

-1
F
-2

5
南

側
階

段
室

階
段

－
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

－
1

1
階

段

1
1

－
〇

－
－

4
9
.8

2
－

－
－

－
－

2

2
2

－
〇

－
－

6
.8

1
－

－
－

－
－

1

1
1

－
〇

－
－

3
.6

1
－

－
－

－
－

1

2
2

－
〇

－
－

7
.5

1
－

－
－

－
－

1

通
路

－
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

－
1

通
路

通
路

－
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

－
1

通
路

S
B

-1
F
-3

1
便

所

S
B

-1
F
-3

2
雑

個
体

置
場

1
〇

－
〇

－
－

4
5
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

1
〇

－
〇

－
－

9
.1

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

－
〇

－
－

1
2
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2

3
－

－
〇

－
－

2
3
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

1
－

〇
－

－
－

6
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1

2
－

〇
－

－
－

4
4
.1

1
－

－
－

－
－

－
2

2

3
〇

－
〇

－
－

3
.7

1
－

－
－

－
－

－
0

※
※

1
3

4
〇

－
〇

－
－

1
0
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

4

5
－

－
〇

－
－

3
2
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

5

S
B

-1
F
-3

5
北

側
階

段
室

階
段

－
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

－
1

1
階

段

S
B

-1
F
-3

6
南

側
階

段
室

階
段

－
－

－
－

－
－

2
－

－
－

－
－

－
2

2
階

段

S
B

-1
F
-3

7
エ

レ
ベ

ー
タ
ー

室
E
L
V

－
－

－
－

－
－

1
－

－
－

－
－

－
1

1
E
L
V

S
B

-M
1
F
-0

1
空

気
調

和
機

室
1

－
〇

－
－

－
2
3
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
S
B
-1

F
-1

0
階

段
も

監
視

1

1
－

〇
－

－
－

3
0
.3

1
〇

－
－

－
－

－
1

1

2
－

〇
－

－
－

1
8
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

2

1
1

－
－

〇
－

4
.8

1
〇

－
－

－
－

1

2
2

－
－

〇
－

1
1
.3

1
〇

－
－

－
－

1

3
3

－
－

〇
－

8
.6

1
〇

－
－

－
－

1

S
B
-1

F
-仮

2
出

入
管

理
室

（
仮

）
1

－
〇

－
－

－
1
5
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

S
B
-1

F
-仮

3
サ

ン
プ

タ
ン

ク
室

ピ
ッ
ト

（
仮

）
1

－
〇

－
－

－
3
1
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

1
〇

〇
－

－
－

4
1
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
－

－
－

2
8
.9

0
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2

S
B
-1

F
-仮

5
天

井
裏

（
仮

）
1

－
〇

－
－

－
2
4
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

※
※

1
　
S
B
-2

F
-1

1
⑤

で
監

視

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

S
B
-1

F
-仮

4
天

井
裏

（
仮

）
2

S
B

-1
F
-2

4
キ

ャ
ス

ク
付

属
機

器
置

場
2

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

感
知

器
　
二

重
化

設
置

不
要

箇
所

感
知

器
　
二

重
化

設
置

不
要

箇
所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

S
B
-1

F
-仮

1
プ

ロ
パ

ン
庫

（
仮

）

5

S
B

-1
F
-2

7
3

S
B

-1
F
-3

4
不

燃
物

前
処

理
室

0
運

転
員

控
室

S
B

-1
F
-3

0

S
B

-1
F
-1

9

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

S
B

-1
F
-1

8

通
路

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所

1

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

8
排

風
機

室

廊
下

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所

3

S
B

-1
F
-3

3
洗

浄
水

ポ
ン

プ
室

2 2
分

別
品

昇
降

機
室

S
B

-M
1
F
-0

2
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補-3-7-108 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
8
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

4
3
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
0
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

5
0
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

4
0
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

6
ー

ー
〇

ー
ー

4
3
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

6

7
ー

ー
〇

ー
ー

3
7
.4

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

7

8
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

8

9
ー

ー
〇

ー
ー

9
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

9

1
ー

ー
ー

〇
ー

3
0
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

2
7
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
8
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

3
,4

緩
和

策
3

4
ー

ー
〇

ー
ー

9
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

3
,4

緩
和

策
4

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
1
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
0
.1

1
ー

ー
ー

ー
〇

1
0

2
,3

緩
和

策
2

3
ー

〇
ー

ー
ー

2
3
.2

1
ー

ー
ー

ー
〇

1
1

2
,3

緩
和

策
3

4
ー

〇
ー

ー
ー

8
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
ー

〇
ー

ー
ー

9
.0

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

※
※

1
5

6
ー

〇
ー

ー
ー

5
.9

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

※
※

1
6

7
ー

〇
ー

ー
ー

1
2
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

※
※

1
7

8
ー

ー
〇

ー
ー

3
6
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

8

9
ー

ー
〇

ー
ー

3
0
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

9

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
3
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

S
B
-1

F
-1

0
階

段
も

監
視

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

2
8
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

3
0
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

4
0
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
9
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
ー

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

通
路

S
B

-2
F
-0

6
キ

ャ
ス

ク
除

染
ピ

ッ
ト

1
〇

ー
〇

ー
ー

8
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

ー
〇

ー
ー

9
.2

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,2

同
一

区
画

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

8
.2

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

3
,4

緩
和

策
3

4
ー

ー
〇

ー
ー

1
9
.3

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

3
,4

緩
和

策
4

1
ー

ー
〇

ー
ー

9
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
1
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

1
1
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

S
B

-2
F
-0

9
ろ

過
脱

塩
器

室

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

設
置

数
合

計
備

考
0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

S
B

-2
F
-0

1
セ

ラ
ミ
ッ
ク
フ
ィ
ル

タ
ー

室
9

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

S
B

-2
F
-0

2
雑

個
体

一
時

貯
蔵

庫
4

S
B

-2
F
-0

3

S
B

-2
F
-0

5
ス

キ
マ

サ
ー

ジ
タ
ン

ク
室

1

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

制
御

室
5

S
B

-2
F
-0

4
M

C
C
室

4

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

S
B

-2
F
-0

7
プ

リ
コ
ー

ト
室

2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

S
B

-2
F
-0

8
通

路
4

※
※

1
　
耐

火
構

造
感

知
器

設
置

不
要
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補-3-7-109 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
1
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
5
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
〇

ー
〇

ー
ー

2
2
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
,4

同
一

区
画

3

4
〇

ー
〇

ー
ー

2
0
.7

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
,4

同
一

区
画

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
5
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

※
※

1
5

6
ー

ー
〇

ー
ー

8
.8

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

5
,6

緩
和

策
6

7
ー

ー
〇

ー
ー

1
5
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

7
,8

緩
和

策
7

8
ー

ー
〇

ー
ー

8
.9

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

7
,8

緩
和

策
8

9
ー

ー
〇

ー
ー

1
5
.7

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

9
,1

0
緩

和
策

9

1
0

ー
ー

〇
ー

ー
8
.8

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

9
,1

0
緩

和
策

1
0

1
1

ー
ー

〇
ー

ー
2
7
.6

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
1
,1

2
緩

和
策

1
1

1
2

ー
ー

〇
ー

ー
1
5
.0

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
1
,1

2
緩

和
策

1
2

1
3

ー
ー

〇
ー

ー
2
1
.1

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
1

1
3
,1

4
緩

和
策

1
3

1
4

ー
ー

〇
ー

ー
1
1
.5

1
〇

〇
ー

ー
ー

1
0

1
3
,1

4
緩

和
策

1
4

1
〇

ー
〇

ー
ー

3
6
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

4
同

一
区

画
1

2
〇

ー
〇

ー
ー

7
.0

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

4
同

一
区

画
2

3
〇

ー
〇

ー
ー

5
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
3

4
〇

ー
〇

ー
ー

7
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

4
同

一
区

画
4

1
1

ー
ー

〇
ー

4
2
.7

2
ー

ー
ー

ー
ー

2

2
2

ー
ー

〇
ー

4
8
.1

2
ー

ー
ー

ー
ー

2

S
B

-2
F
-1

4
通

路
通

路
通

路

S
B

-2
F
-1

1
溶

融
炉

室
8

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

※
※

1
　
5
,6

緩
和

策
、
S
B
-１

F
-3

4
③

も
監

視

S
B

-2
F
-1

2
モ

ル
タ
ル

充
填

固
化

室
2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

S
B

-2
F
-1

3
キ

ャ
ス

ク
付

属
機

器
置

場
感

知
器

　
二

重
化

不
要

箇
所

4
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補-3-7-110 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
ー

ー
〇

ー
ー

3
9
.9

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

4
1
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

2
7
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
〇

ー
〇

ー
ー

1
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4
,5

同
一

区
画

4

5
〇

ー
〇

ー
ー

9
.5

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

4
,5

同
一

区
画

5

6
〇

ー
〇

ー
ー

1
6
.1

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

6
,7

同
一

区
画

6

7
〇

ー
〇

ー
ー

1
0
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

6
,7

同
一

区
画

7

1
ー

ー
〇

ー
ー

5
1
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

4
9
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

5
1
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

4
9
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

1
ー

ー
〇

ー
ー

2
2
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

3
9
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

2
5
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

2
1
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

2
5
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
9
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

2
1
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
〇

〇
ー

ー
ー

1
4
.4

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
～

6
同

一
区

画
3

4
〇

〇
ー

ー
ー

1
2
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
～

6
同

一
区

画
4

5
〇

〇
ー

ー
ー

2
7
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
～

6
同

一
区

画
5

6
〇

〇
ー

ー
ー

1
8
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
～

6
同

一
区

画
6

7
ー

ー
〇

ー
ー

1
0
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

S
B
-M

3
F
-0

1
①

で
監

視
7

8
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.2

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

S
B
-M

3
F
-0

1
②

で
監

視
8

9
ー

ー
〇

ー
ー

1
1
.7

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

S
B
-M

3
F
-0

1
③

で
監

視
9

1
0

ー
ー

〇
ー

ー
9
.4

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

S
B
-M

3
F
-0

1
④

で
監

視
1
0

1
1

ー
ー

〇
ー

ー
6
.7

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

S
B
-M

3
F
-0

1
⑤

で
監

視
1
1

S
B

-3
F
-0

6
通

路
通

路
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

ー
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

通
路

S
B

-3
F
-0

7
給

気
処

理
装

置
ル

ー
バ

ー
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
3
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
1

ー
ー

〇
ー

4
9
.9

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

2
2

ー
ー

〇
ー

4
7
.7

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

3
3

ー
ー

〇
ー

4
5
.8

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

4
4

ー
ー

〇
ー

4
8
.1

2
〇

ー
ー

ー
ー

2

S
B

-3
F
-0

9
附

属
機

器
置

場
(仮

)
1

1
ー

〇
ー

ー
3
9
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

2
2

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

8
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

〇
ー

ー
ー

1
1
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

1
〇

〇
ー

ー
ー

2
5
.0

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

〇
ー

ー
ー

1
7
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
2
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

4
ー

ー
〇

ー
ー

1
5
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

4

5
ー

ー
〇

ー
ー

1
4
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

5

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
4
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

1
5
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

ー
〇

ー
ー

1
6
.1

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

S
B

-3
F
-1

3
投

入
容

器
自

動
倉

庫
1

〇
ー

〇
ー

ー
4
7
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
1

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

設
置

数
合

計
備

考
0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

給
気

処
理

装
置

室
5

S
B

-3
F
-0

4
自

動
立

体
倉

庫
室

3

S
B

-3
F
-0

1
排

ガ
ス

ブ
ロ

ア
室

5

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

S
B

-3
F
-0

2
セ

ラ
ミ
ッ
ク
フ
ィ
ル

タ
室

4

S
B

-3
F
-0

3

S
B

-3
F
-1

1
電

気
室

4

S
B

-3
F
-1

2
溶

融
物

投
入

機
室

3

S
B

-3
F
-0

8
作

業
員

控
室

(仮
)

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

8

S
B

-3
F
-1

0
空

気
圧

縮
機

室
3

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所
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補-3-7-111 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

1
ー

〇
ー

ー
ー

2
4
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
6
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

S
B
-3

F
-1

5
②

も
監

視
2

3
ー

ー
〇

ー
ー

2
3
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

S
B
-3

F
-1

5
③

も
監

視
3

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
1
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

4
.7

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

S
B
-3

F
-1

4
②

で
監

視
2

3
ー

〇
ー

ー
ー

6
.6

0
〇

ー
ー

ー
ー

ー
0

S
B
-3

F
-1

4
③

で
監

視
3

1
ー

ー
〇

ー
ー

4
0
.7

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

S
B
-3

F
-0

4
⑦

も
監

視
1

2
ー

〇
ー

ー
ー

3
6
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

S
B
-3

F
-0

4
⑧

も
監

視
2

3
ー

〇
ー

ー
ー

3
6
.2

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

S
B
-3

F
-0

4
⑨

も
監

視
3

4
ー

ー
〇

ー
ー

3
7
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

S
B
-3

F
-0

4
⑩

も
監

視
4

5
ー

ー
〇

ー
ー

3
4
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

S
B
-3

F
-0

4
⑪

も
監

視
5

S
B

-M
3
F
-0

2
エ

レ
ベ

ー
タ
ー

機
械

室
1

ー
〇

ー
ー

ー
1
4
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
ー

〇
ー

ー
ー

9
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
2
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
ー

〇
ー

ー
ー

1
7
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3

1
ー

〇
ー

ー
ー

7
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

1

2
ー

〇
ー

ー
ー

1
7
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

ー
1

2

3
〇

〇
ー

ー
ー

3
.1

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

3
,4

同
一

区
画

3

4
〇

〇
ー

ー
ー

2
1
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
,4

同
一

区
画

4

S
B

-M
4
F
-0

3
電

気
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

4
1
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

S
B

-3
F
-仮

1
天

井
裏

(仮
)

1
ー

〇
ー

ー
ー

3
9
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

S
B

-3
F
-1

4
モ

ル
タ
ル

混
練

機
室

3

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

S
B

-3
F
-1

5
通

路
1

S
B

-M
4
F
-0

2
固

化
材

供
給

機
室

3

S
B

-M
3
F
-0

1
仕

分
け

室
5

S
B

-M
4
F
-0

1
空

調
機

室
3
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補-3-7-112 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

S
B

-R
F
-仮

1
冷

凍
機

制
御

盤
室

（
仮

）
1

ー
ー

〇
ー

ー
1
1
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

1
〇

ー
〇

ー
ー

2
5
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

ー
ー

〇
ー

3
3
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
,2

同
一

区
画

2

S
B

-R
F
-仮

3
R
O

I排
気

口
室

（
仮

）
1

ー
〇

ー
ー

ー
1
8
.4

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
区

画
梁

高
さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

設
置

数
備

考

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

S
B

-R
F
-仮

2
固

化
材

サ
イ

ロ
室

（
仮

）
2

8
m

以
上

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画
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補-3-7-113 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

の
三

　
光

電
式

分
離

型
感

知
器

は
、
次

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

る
こ
と
。

S
B

-1
F
-0

6
貯

蔵
プ

ー
ル

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
S
B
-3

F
-0

5
①

で
監

視

1
〇

〇
〇

〇
〇

2
3

2
〇

〇
〇

〇
〇

3
5

S
B

-3
F
-0

5
サ

イ
ト

バ
ン

カ
プ

ー
ル

室
8

備
考

消
防

法
設

置
数

設
置

数
合

計
部

屋
番

号
部

屋
名

称
区

画
天

井
高

さ

2
0
m

未
満

設
置

条
件

感
知

器
前

面
と

背
部

の
壁

と
の

距
離

≦
1
.0

m

光
軸

と
並

行
す

る
壁

と
の

距
離

0
.6

～
7
.0

m

光
軸

間
距

離

＜
1
4
m

取
付

け
高

さ
　
>

 天
井

高
さ
 ×

0
.8

m

　
ニ

　
感

知
器

を
設

置
す

る
区

域
の

天
井

等
（

天
井

の
室

内
に

面
す

る
部

分
又

は
上

階
の

床
若

し
く
は

屋
根

の
下

面
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

の
高

さ
が

　
　

　
二

十
メ

ー
ト

ル
以

上
の

場
所

以
外

の
場

所
に

設
け

る
こ

と
。

　
ホ

　
感

知
器

の
光

軸
の

高
さ

が
天

井
等

の
高

さ
の

八
十

パ
ー

セ
ン

ト
以

上
と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

光
電

式
分

離
型

感
知

器

　
ト

　
感

知
器

は
、

壁
に

よ
つ

て
区

画
さ

れ
た

区
域

ご
と
に

、
当

該
区

域
の

各
部

分
か

ら
一

の
光

軸
ま

で
の

水
平

距
離

が
七

メ
ー

ト
ル

以
下

と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。
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補-3-7-114 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
－

－
〇

－
－

4
5
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

5
3
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

2

3
－

－
〇

－
－

5
2
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

4
－

－
〇

－
－

5
2
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

4

5
－

－
〇

－
－

5
2
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

5

6
－

－
〇

－
－

5
2
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

6

7
－

－
〇

－
－

5
2
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

7

8
－

－
〇

－
－

5
2
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

8

9
－

－
〇

－
－

5
2
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

9

1
0

－
－

〇
－

－
5
2
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
0

1
1

－
－

〇
－

－
5
2
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
1

1
2

－
－

〇
－

－
4
9
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
2

1
3

－
－

〇
－

－
4
6
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
3

1
4

－
－

〇
－

－
4
4
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
4

1
〇

－
〇

－
－

4
.2

0
－

－
－

－
－

－
0

1
～

9
同

一
区

画
1

2
〇

－
〇

－
－

6
1
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

9
同

一
区

画
2

3
〇

－
〇

－
－

1
1
.7

0
－

－
－

－
－

－
1

1
～

9
同

一
区

画
3

4
〇

－
〇

－
－

6
3
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

9
同

一
区

画
4

5
〇

－
〇

－
－

2
1
.4

0
－

－
－

－
－

－
1

1
～

9
同

一
区

画
5

6
〇

－
〇

－
－

8
8
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

9
同

一
区

画
6

7
〇

－
〇

－
－

5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

9
同

一
区

画
7

8
〇

－
〇

－
－

5
3
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

9
同

一
区

画
8

9
〇

－
〇

－
－

5
0
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
～

9
同

一
区

画
9

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

備
考

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

S
W

A
-1

F
-仮

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
所

A
棟

S
W

A
-1

F
-0

1
1
4 8

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

空
コ

ン
テ

ナ
倉

庫
（

仮
）

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

備
考

124
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
－

－
〇

－
－

5
2
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

1

2
－

－
〇

－
－

5
2
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

2

3
－

－
〇

－
－

5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

4
－

－
〇

－
－

5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

4

5
－

－
〇

－
－

5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

5

6
－

－
〇

－
－

5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

6

7
－

－
〇

－
－

5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

7

8
－

－
〇

－
－

5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

8

9
－

－
〇

－
－

5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

9

1
0

－
－

〇
－

－
5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
0

1
1

－
－

〇
－

－
5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
1

1
2

－
－

〇
－

－
5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
2

1
3

－
－

〇
－

－
5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
3

1
4

－
－

〇
－

－
5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
4

1
5

－
－

〇
－

－
5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
5

1
6

－
－

〇
－

－
5
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
6

1
7

－
－

〇
－

－
5
1
.8

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
7

1
8

－
－

〇
－

－
3
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
8

1
9

－
－

〇
－

－
1
7
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
9

2
0

－
－

〇
－

－
5
1
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
0

2
1

－
－

〇
－

－
5
0
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
1

1
〇

－
〇

－
－

5
2
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

1

2
〇

－
〇

－
－

5
1
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2

3
〇

－
〇

－
－

5
2
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

3
～

5
同

一
区

画
3

4
〇

－
〇

－
－

1
7
.2

0
－

－
－

－
－

－
1

3
～

5
同

一
区

画
4

5
〇

－
〇

－
－

3
2
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

3
～

5
同

一
区

画
5

6
〇

－
〇

－
－

5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

6
,7

同
一

区
画

6

7
〇

－
〇

－
－

5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

6
,7

同
一

区
画

7

8
〇

－
〇

－
－

5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

8
,9

同
一

区
画

8

9
〇

－
〇

－
－

5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

8
,9

同
一

区
画

9

1
0

〇
－

〇
－

－
5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
0
,1

1
同

一
区

画
1
0

1
1

〇
－

〇
－

－
5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
0
,1

1
同

一
区

画
1
1

1
2

〇
－

〇
－

－
5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
2
,1

3
同

一
区

画
1
2

1
3

〇
－

〇
－

－
5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
2
,1

3
同

一
区

画
1
3

1
4

〇
－

〇
－

－
5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
4
,1

5
同

一
区

画
1
4

1
5

〇
－

〇
－

－
5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
4
,1

5
同

一
区

画
1
5

1
6

〇
－

〇
－

－
5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
6
,1

7
同

一
区

画
1
6

1
7

〇
－

〇
－

－
5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
6
,1

7
同

一
区

画
1
7

1
8

〇
－

〇
－

－
5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
8
,1

9
同

一
区

画
1
8

1
9

〇
－

〇
－

－
5
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
8
,1

9
同

一
区

画
1
9

2
0

〇
－

〇
－

－
5
3
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

2
0
,2

1
同

一
区

画
2
0

2
1

〇
－

〇
－

－
5
3
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

2
0
,2

1
同

一
区

画
2
1

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

S
W

B
-1

F
-0

1
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

所
B

棟
（

1
F
）

2
1

S
W

B
-2

F
-0

1
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

所
B

棟
（

2
F
）

2
1

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

125



 

 

補-3-7-116 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
－

－
〇

－
－

5
7
.6

1
－

－
－

－
－

－
0

高
線

量
区

域
設

置
不

可
1

2
－

－
〇

－
－

6
2
.1

1
－

－
－

－
－

－
0

高
線

量
区

域
設

置
不

可
2

3
－

－
〇

－
－

6
1
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

3

4
－

－
〇

－
－

6
1
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

4

5
－

〇
－

－
－

1
7
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

5

6
－

－
〇

－
－

4
9
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

6

7
－

－
〇

－
－

5
1
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

7

8
－

－
〇

－
－

5
4
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

8

9
－

－
〇

－
－

4
7
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

9

1
0

－
－

〇
－

－
5
2
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
0

1
1

－
－

〇
－

－
5
6
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

1
2

－
－

〇
－

－
5
6
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
2

1
3

－
－

〇
－

－
5
2
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
3

1
4

－
－

〇
－

－
5
2
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
4

1
5

－
－

〇
－

－
5
6
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
5

1
6

－
－

〇
－

－
5
6
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
6

1
7

－
－

〇
－

－
5
2
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
7

1
8

－
－

〇
－

－
5
0
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
8

1
9

－
－

〇
－

－
5
5
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1
9

2
0

－
－

〇
－

－
5
5
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

2
0

2
1

－
－

〇
－

－
5
0
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

2
1

2
2

－
－

〇
－

－
5
8
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

2
2

2
3

－
－

〇
－

－
6
4
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

2
3

2
4

－
－

〇
－

－
6
4
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

2
4

2
5

－
－

〇
－

－
5
8
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

2
5

S
W

C
-1

F
-仮

C
棟

ボ
ン

ベ
庫

（
仮

）
1

〇
－

〇
－

－
2
7
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

S
W

C
-1

F
-0

1
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

所
C

棟
（

1
F
）

2
3

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

126
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
〇

－
〇

－
－

8
1
.7

2
－

－
－

－
－

－
2

1
,2

2
同

一
区

画
1

2
〇

－
〇

－
－

1
3
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
,1

2
同

一
区

画
2

3
〇

－
〇

－
－

6
1
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
,1

3
同

一
区

画
3

4
〇

－
〇

－
－

6
1
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

4
,1

4
同

一
区

画
4

5
〇

－
〇

－
－

6
1
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

5
,1

5
同

一
区

画
5

6
〇

－
〇

－
－

6
1
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

6
,1

6
同

一
区

画
6

7
〇

－
〇

－
－

5
5
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

7
,8

同
一

区
画

7

8
〇

－
〇

－
－

5
1
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

7
,8

同
一

区
画

8

9
〇

－
〇

－
－

4
7
.7

1
〇

－
－

－
－

－
1

9
,1

9
同

一
区

画
9

1
0

〇
－

〇
－

－
4
2
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
0
,1

1
同

一
区

画
1
0

1
1

〇
－

〇
－

－
4
3
.8

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
0
,1

1
同

一
区

画
1
1

1
2

〇
－

〇
－

－
1
4
.0

0
〇

－
－

－
－

－
1

2
,1

2
同

一
区

画
1
2

1
3

〇
－

〇
－

－
6
5
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
,1

3
同

一
区

画
1
3

1
4

〇
－

〇
－

－
6
5
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

4
,1

4
同

一
区

画
1
4

1
5

〇
－

〇
－

－
6
5
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

5
,1

5
同

一
区

画
1
5

1
6

〇
－

〇
－

－
6
5
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

6
,1

6
同

一
区

画
1
6

1
7

－
－

〇
－

－
5
6
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
7

1
8

－
－

〇
－

－
5
6
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
8

1
9

〇
－

〇
－

－
5
0
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

9
,1

9
同

一
区

画
1
9

2
0

〇
－

〇
－

－
4
5
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
0
,2

1
同

一
区

画
2
0

2
1

〇
－

〇
－

－
4
5
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
0
,2

1
同

一
区

画
2
1

2
2

〇
－

〇
－

－
3
3
.5

0
－

－
－

－
－

－
0

1
,2

2
同

一
区

画
2
2

2
3

〇
－

〇
－

－
3
9
.3

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
3
,3

4
同

一
区

画
2
3

2
4

〇
－

〇
－

－
8
1
.1

2
〇

－
－

－
－

－
2

2
4

2
5

〇
－

〇
－

－
8
2
.2

2
〇

－
－

－
－

－
2

2
5

2
6

〇
－

〇
－

－
8
2
.2

2
〇

－
－

－
－

－
2

2
6

2
7

〇
－

〇
－

－
8
2
.2

2
〇

－
－

－
－

－
2

2
7

2
8

－
－

〇
－

－
3
5
.8

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
8

2
9

－
－

〇
－

－
7
5
.6

2
〇

－
－

－
－

－
2

1
個

不
足

2
9

3
0

－
－

〇
－

－
3
5
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
0

3
1

－
－

〇
－

－
7
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
1

3
2

〇
－

〇
－

－
5
4
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
2
,4

1
,4

2
同

一
区

画
3
2

3
3

〇
－

〇
－

－
1
1
2
.9

2
〇

－
－

－
－

－
2

3
3

3
4

〇
－

〇
－

－
2
8
.7

0
－

－
－

－
－

－
1

2
3
,3

4
同

一
区

画
3
4

3
5

〇
－

〇
－

－
9
.6

0
－

－
－

－
－

－
1

3
5
～

4
0
同

一
区

画
3
5

3
6

〇
－

〇
－

－
4
4
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

3
5
～

4
0
同

一
区

画
3
6

3
7

〇
－

〇
－

－
4
4
.7

0
－

－
－

－
－

－
1

3
5
～

4
0
同

一
区

画
3
7

3
8

〇
－

〇
－

－
4
4
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

3
5
～

4
0
同

一
区

画
3
8

3
9

〇
－

〇
－

－
4
4
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

3
5
～

4
0
同

一
区

画
3
9

4
0

〇
－

〇
－

－
7
7
.2

1
〇

－
－

－
－

－
2

3
5
～

4
0
同

一
区

画
4
0

4
1

〇
－

〇
－

－
3
4
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

3
2
,4

1
,4

2
同

一
区

画
4
1

4
2

〇
－

〇
－

－
1
3
.6

0
－

－
－

－
－

－
0

3
2
,4

1
,4

2
同

一
区

画
4
2

4
3

－
－

〇
－

－
4
0
.8

1
〇

－
－

－
－

－
1

4
3

通
路

－
－

－
－

－
－

0
－

－
－

－
－

－
0

通
路

通
路

－
－

－
－

－
－

0
－

－
－

－
－

－
0

通
路

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

設
置

数

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
区

画
梁

高
さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

連
続

※
３

4
m

未
満

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

備
考

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

合
計

備
考

S
W

D
-1

F
-0

1
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

所
D

棟
4
9

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所
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補-3-7-118 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

S
W

D
-1

F
-仮

1
空

気
圧

縮
機

室
(仮

）
1

－
〇

－
－

－
4
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

1
－

〇
－

－
－

3
.3

1
〇

－
－

－
－

－
1

1

2
－

〇
－

－
－

2
2
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

2

3
－

〇
－

－
－

1
6
.2

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

S
W

D
-1

F
-仮

3
喫

煙
エ

リ
ア

（
仮

）
1

－
〇

－
－

－
7
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

S
W

D
-1

F
-仮

4
会

議
室

（
仮

）
1

－
〇

－
－

－
1
5
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

S
W

D
-1

F
-仮

5
監

視
操

作
室

（
仮

）
1

－
〇

－
－

－
5
4
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

1
－

〇
－

－
－

1
4
.0

1
〇

－
－

－
－

－
1

1

2
－

〇
－

－
－

1
5
.7

1
〇

－
－

－
－

－
1

2

3
－

〇
－

－
－

1
5
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

3

4
－

〇
－

－
－

1
5
.1

1
〇

－
－

－
－

－
1

4

5
－

〇
－

－
－

1
6
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

5

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

S
W

D
-1

F
-仮

2
高

圧
電

気
品

室
（

仮
）

3

S
W

D
-1

F
-仮

6
天

井
裏

(仮
)

5
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補-3-7-119 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
－

－
〇

－
－

1
0
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
1
0
.7

1
－

－
－

－
－

1

2
－

－
－

〇
－

5
1
.2

1
－

－
－

－
－

－
4

2
－

－
－

〇
5
1
.2

2
－

－
－

－
－

4

Y
-0

2
階

段
室

通
路

－
－

－
－

－
－

0
－

－
－

－
－

－
0

0
通

路
－

－
－

－
－

0
－

－
－

－
－

0
0

Y
-0

3
C
W

T
配

管
ダ

ク
ト

室
通

路
－

－
－

－
－

－
1

－
－

－
－

－
－

1
1

通
路

－
－

－
－

－
2

－
－

－
－

－
2

2
1
個

不
足

1
－

－
〇

－
－

2
2
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

ー
2
2
.5

1
－

－
－

－
－

1

2
－

－
－

〇
－

5
1
.2

1
－

－
－

－
－

－
4

2
－

－
－

〇
5
1
.2

2
－

－
－

－
－

4

Y
-0

5
階

段
室

通
路

－
－

－
－

－
－

0
－

－
－

－
－

－
0

0
通

路
－

－
－

－
－

0
－

－
－

－
－

0
0

Y
-0

6
C
W

T
配

管
ダ

ク
ト

室
通

路
－

－
－

－
－

－
1

－
－

－
－

－
－

1
1

通
路

－
－

－
－

－
1

－
－

－
－

－
1

1

1
－

－
〇

－
－

3
8
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
3
8
.3

2
－

－
－

－
－

2

2
－

－
－

〇
－

5
1
.2

1
－

－
－

－
－

－
4

2
－

－
－

〇
5
1
.2

2
－

－
－

－
－

4

Y
-0

8
階

段
室

通
路

－
－

－
－

－
－

0
－

－
－

－
－

－
0

0
通

路
－

－
－

－
－

0
－

－
－

－
－

0
0

Y
-0

9
C
W

T
配

管
ダ

ク
ト

室
（

北
側

）
通

路
－

－
－

－
－

－
2

－
－

－
－

－
－

2
2

通
路

－
－

－
－

－
3

－
－

－
－

－
3

3
1
個

不
足

Y
-1

2
O

F
ケ

ー
ブ

ル
ダ

ク
ト

室

Y
-1

4
配

管
ダ

ク
ト

室
1

－
〇

－
－

－
1
1
7
.0

1
－

－
－

－
－

－
2

2
1

－
〇

－
－

1
1
7
.0

2
－

－
－

－
－

3
3

Y
-1

9
A
-油

分
離

槽
室

Y
-2

0
配

管
ダ

ク
ト

室

Y
-2

1
配

管
ダ

ク
ト

室

Y
-2

2
B
-油

分
離

槽
室

Y
-2

9
排

気
筒

モ
ニ

タ
室

（
分

電
盤

室
）

1
－

〇
－

－
－

1
7
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

－
〇

－
－

1
7
.6

1
－

－
－

－
－

1
1

Y
-3

0
排

気
筒

モ
ニ

タ
室

（
分

析
室

）
1

－
〇

－
－

－
1
7
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

－
〇

－
－

1
7
.8

1
－

－
－

－
－

1
1

1
〇

〇
－

－
－

2
0
.4

0
〇

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

1
－

〇
－

－
2
0
.4

1
〇

－
－

－
－

1

2
〇

〇
－

－
－

2
0
.6

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2
－

〇
－

－
2
0
.6

1
〇

－
－

－
－

1

3
〇

〇
－

－
－

2
0
.8

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
,4

同
一

区
画

3
－

〇
－

－
2
0
.8

1
〇

－
－

－
－

1

4
〇

〇
－

－
－

2
1
.0

0
〇

－
－

－
－

－
0

3
,4

同
一

区
画

4
－

〇
－

－
2
1
.0

1
〇

－
－

－
－

1

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
2
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

〇
ー

ー
1
2
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
ー

ー
〇

ー
ー

4
6
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
ー

ー
〇

ー
4
6
.8

2
ー

ー
ー

ー
ー

2

Y
-7

4
ハ

ロ
ン

ボ
ン

ベ
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
4
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

1
4
.2

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

Y
-7

5
C
W

T
配

管
ダ

ク
ト

室
(東

側
)

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
ー

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
通

路
ー

ー
ー

ー
ー

3
ー

ー
ー

ー
ー

3
3

1
個

不
足

1
ー

〇
ー

ー
ー

6
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
ー

〇
ー

ー
6
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
ー

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
2

ー
ー

ー
ー

ー
2

Y
-S

1
-0

1
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽

Y
-S

1
-0

2
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

ポ
ン

プ
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

1
1
0
.3

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
1

ー
ー

〇
ー

1
1
0
.3

4
ー

ー
ー

ー
ー

4
4

Y
-S

1
-0

3
電

気
品

室
1

ー
ー

〇
ー

ー
1
1
0
.3

2
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

2
1

ー
ー

〇
ー

1
1
0
.3

4
ー

ー
ー

ー
ー

4
4

Y
-S

1
-0

4
配

管
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
2
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

1
2
.1

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

Y
-S

1
-0

5
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
階

段
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

Y
-S

1
-0

6
給

気
室

1
ー

ー
〇

ー
ー

9
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
ー

〇
ー

9
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

Y
-S

1
-0

7
(仮

)
消

火
用

ボ
ン

ベ
庫

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
1
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

1
1
.5

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

Y
-S

2
-0

1
通

路
通

路
ー

ー
ー

ー
ー

ー
2

ー
ー

ー
ー

ー
ー

2
2

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
3

ー
ー

ー
ー

ー
3

3

1
〇

ー
〇

ー
ー

1
3
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
〇

ー
〇

ー
1
3
.6

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
〇

ー
〇

ー
ー

1
7
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
〇

ー
〇

ー
1
7
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

備
考

4
m

未
満

Y
-3

1
排

気
筒

モ
ニ

タ
室

（
ラ
ッ
ク
室

）
2

4

Y
-7

3
B
-D

E
G

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
室

2
3

Y
-7

6
C
W

T
配

管
ダ

ク
ト

室
(西

側
)

2
3

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

Y
-S

2
-0

2
通

路
2

2

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

0
.4

m
以

上

1
m

未
満

梁
高

さ

0
.6

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

連
続

※
３

4
m

未
満

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

備
考

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.6

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

1
5
m

未
満

1
5
m

以
上

2
0
m

未
満

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
３

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
定

め
ら

れ
た

範
囲

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

感
知

区
域

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  
  
  
  
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
　

6
0
m

2

　
　

　
　

　
8
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
4
0
m

2

※
４

　
取

付
面

か
ら

6
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

1
0
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
5
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
2
0
m

未
満

　
　

　
　

　
　

7
5
m

2
【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

煙
感

知
器

熱
感

知
器

ハ
　

感
知

器
の

下
端

は
,取

付
け

面
の

下
方

0
.6

m
以

内
の

位
置

に
設

け
る

こ
と
。

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.6

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画
  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

ホ
　

感
知

器
は

、
廊

下
、

通
路

、
階

段
及

び
傾

斜
路

を
除

く
感

知
区

域
ご

と
に

、
感

知
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ

に
応

じ
て

次
の

表
で

定
め

る
床

面
積

に
 ※

２
　

取
付

け
面

高
さ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

床
面

積

　
　

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

5 5 6

Y
-0

1
ト

ー
ラ
ス

水
受

入
タ
ン

ク
室

Y
-0

4
補

助
復

水
貯

蔵
タ
ン

ク
室

Y
-0

7
復

水
貯

蔵
タ
ン

ク
室

5 5 5
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補-3-7-120 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

1
〇

ー
〇

ー
ー

1
6
.3

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

1
2
同

一
区

画
1

〇
ー

〇
ー

1
6
.3

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

2
〇

ー
〇

ー
ー

7
.0

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

1
2
同

一
区

画
2

〇
ー

〇
ー

7
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

3
〇

ー
〇

ー
ー

1
4
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

1
2
同

一
区

画
3

〇
ー

〇
ー

1
4
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

4
〇

ー
〇

ー
ー

1
1
.5

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

1
2
同

一
区

画
4

〇
ー

〇
ー

1
1
.5

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

5
〇

ー
ー

〇
ー

1
1
.8

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

1
2
同

一
区

画
5

〇
ー

ー
〇

1
1
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

6
〇

ー
ー

〇
ー

1
2
.0

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

1
2
同

一
区

画
6

〇
ー

ー
〇

1
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

7
〇

ー
ー

〇
ー

1
2
.0

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

1
2
同

一
区

画
7

〇
ー

ー
〇

1
2
.0

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

8
〇

ー
ー

〇
ー

6
.7

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

1
2
同

一
区

画
8

〇
ー

ー
〇

6
.7

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

9
〇

ー
ー

〇
ー

1
8
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
～

1
2
同

一
区

画
9

〇
ー

ー
〇

1
8
.8

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

1
0

〇
ー

ー
〇

ー
3
.1

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

1
2
同

一
区

画
1
0

〇
ー

ー
〇

3
.1

1
〇

〇
ー

ー
1

0
1
0
,1

1
緩

和
策

1
1

〇
ー

ー
〇

ー
9
.2

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

1
2
同

一
区

画
1
1

〇
ー

ー
〇

9
.2

1
〇

〇
ー

ー
1

1
1
0
,1

1
緩

和
策

1
2

〇
ー

ー
〇

ー
1
2
.6

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

1
～

1
2
同

一
区

画
1
2

〇
ー

ー
〇

1
2
.6

1
〇

ー
ー

ー
ー

1

Y
-S

2
-0

4
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ
ル

タ
銀

ゼ
オ

ラ
イ

ト
容

器
室

1
ー

〇
ー

ー
ー

1
4
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
1

ー
〇

ー
ー

1
4
.3

1
ー

ー
ー

ー
ー

1
1

1
〇

ー
〇

ー
ー

2
6
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
〇

ー
〇

ー
2
6
.9

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

2
〇

〇
ー

ー
ー

2
4
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

2
〇

〇
ー

ー
2
4
.0

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

3
ー

ー
〇

ー
ー

8
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

3
ー

ー
〇

ー
8
.8

1
ー

ー
ー

ー
ー

1

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
ー

0
ー

ー
ー

ー
ー

ー
0

通
路

ー
ー

ー
ー

ー
0

ー
ー

ー
ー

ー
0

Y
-S

2
-0

6
階

段
室

階
段

ー
ー

ー
ー

ー
ー

1
ー

ー
ー

ー
ー

ー
1

1
階

段
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

2
2

Y
-S

2
-0

7
-

感
知

器
　
設

置
不

要
箇

所
感

知
器

　
設

置
不

要
箇

所

Y
-S

2
-0

3
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ
ル

タ
ス

ク
ラ
バ

容
器

室
4

1
1

Y
-S

2
-0

5
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ
ル

タ
出

口
モ

ニ
タ
室

3
3
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補-3-7-121 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト
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消
防

法
に
準

拠
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火
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感
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器
の
配
置
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1
－

－
－

－
－

－
1

⑧
－

－
〇

－
1
6
.2

1
－

－
－

－
－

1

⑨
－

－
〇

－
－

1
7
.3

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑨
－

－
〇

－
1
7
.3

1
－

－
－

－
－

1

⑩
－

－
〇

－
－

2
.5

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑩
－

－
〇

－
2
.5

1
〇

－
〇

－
1

0

G
-1

F
-2

0
7

蓄
電

池
室

空
調

機
室

①
－

〇
－

－
－

1
7
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
①

－
〇

－
－

1
7
.8

1
－

－
－

－
－

1
1

③
～

⑥
同

一
区

画
：

2
6
.9

m
2

ハ
ッ
チ

室
上

部
G

-1
F
-2

0
6

⑦
～

⑩
同

一
区

画
：

5
0
.4

m
2

3
8

③
～

④
同

一
区

画
：

8
.6

m
2

⑨
～

⑩
同

一
区

画
：

1
9
.8

m
2

①
～

②
同

一
区

画
：

1
8
.4

m
2

⑫
～

⑯
同

一
区

画
：

7
5
.4

m
2

G
-1

F
-2

0
2

G
T
G

制
御

盤
室

（
１

）
8

①
～

④
同

一
区

画
：

4
7
.3

m
2

2
1

⑤
～

⑧
同

一
区

画
：

4
2
.0

m
2

G
-1

F
-2

0
1

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
室

（
１

）
8

1
6

③
～

④
同

一
区

画
：

2
3
.5

m
2

⑤
～

⑧
同

一
区

画
：

4
7
.1

m
2

⑨
～

⑪
同

一
区

画
：

3
7
.7

m
2

⑨
～

⑪
同

一
区

画
：

3
1
.1

m
2

⑬
～

⑮
同

一
区

画
：

4
9
.4

m
2

⑳
～

㉑
同

一
区

画
：

2
1
.1

m
2

⑰
～

⑲
同

一
区

画
：

4
4
.5

m
2

132



 

 

補-3-7-123 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（

対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

①
〇

－
〇

－
－

1
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

①
－

－
〇

－
1
2
.9

1
－

－
－

－
－

1

②
〇

－
〇

－
－

1
2
.3

0
－

－
－

－
－

－
0

②
－

－
〇

－
1
2
.3

1
－

－
－

－
－

1

③
〇

－
〇

－
－

1
2
.3

0
－

－
－

－
－

－
0

③
－

－
〇

－
1
2
.3

1
－

－
－

－
－

1

④
〇

－
〇

－
－

1
2
.1

0
－

－
－

－
－

－
0

④
－

－
〇

－
1
2
.1

1
－

－
－

－
－

1

⑤
〇

－
〇

－
－

1
1
.3

0
－

－
－

－
－

－
0

⑤
－

－
〇

－
1
1
.3

1
－

－
－

－
－

1

⑥
〇

－
〇

－
－

1
0
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

⑥
－

－
〇

－
1
0
.6

1
－

－
－

－
－

1

⑦
〇

－
〇

－
－

1
1
.3

0
－

－
－

－
－

－
0

⑦
－

－
〇

－
1
1
.3

1
－

－
－

－
－

1

⑧
－

－
〇

－
－

1
9
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

⑧
－

－
〇

－
1
9
.2

1
－

－
－

－
－

1

⑨
－

－
〇

－
－

1
8
.4

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑨
－

－
〇

－
1
8
.4

1
－

－
－

－
－

1

⑩
－

－
〇

－
－

1
8
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

⑩
－

－
〇

－
1
8
.4

1
－

－
－

－
－

1

⑪
－

－
〇

－
－

1
8
.2

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑪
－

－
〇

－
1
8
.2

1
－

－
－

－
－

1

⑫
－

－
〇

－
－

3
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑫
－

－
〇

－
3
.7

1
〇

－
〇

－
1

0

⑬
－

－
〇

－
－

1
7
.0

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑬
－

－
〇

－
1
7
.0

1
－

－
－

－
－

1

⑭
－

－
〇

－
－

1
5
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

⑭
－

－
〇

－
1
5
.7

1
－

－
－

－
－

1

⑮
－

－
〇

－
－

1
5
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑮
－

－
〇

－
1
5
.7

1
－

－
－

－
－

1

⑯
－

－
〇

－
－

1
5
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

⑯
－

－
〇

－
1
5
.1

1
－

－
－

－
－

1

⑰
－

－
〇

－
－

3
.1

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑰
－

－
〇

－
3
.1

1
〇

－
〇

－
1

0

①
－

－
〇

－
－

9
.5

1
〇

－
－

〇
－

1
0

①
－

－
〇

－
9
.5

1
－

－
－

－
－

1

②
〇

－
〇

－
－

7
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

②
－

－
〇

－
7
.6

1
－

－
－

－
－

1

③
〇

－
〇

－
－

7
.9

0
－

－
－

－
－

－
0

③
－

－
〇

－
7
.9

1
－

－
－

－
－

1

④
〇

－
〇

－
－

2
.1

0
－

－
－

－
－

－
0

④
－

－
〇

－
2
.1

1
－

－
－

－
－

1

⑤
〇

－
〇

－
－

1
.6

0
－

－
－

－
－

－
0

⑤
－

－
〇

－
1
.6

1
〇

－
〇

－
1

0

①
〇

－
〇

－
－

1
2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

①
－

－
〇

－
1
2
.9

1
－

－
－

－
－

1

②
〇

－
〇

－
－

1
2
.3

0
－

－
－

－
－

－
0

②
－

－
〇

－
1
2
.3

1
－

－
－

－
－

1

③
〇

－
〇

－
－

1
2
.3

0
－

－
－

－
－

－
0

③
－

－
〇

－
1
2
.3

1
－

－
－

－
－

1

④
〇

－
〇

－
－

1
2
.0

0
－

－
－

－
－

－
0

④
－

－
〇

－
1
2
.0

1
－

－
－

－
－

1

⑤
〇

－
〇

－
－

1
1
.2

0
－

－
－

－
－

－
0

⑤
－

－
〇

－
1
1
.2

1
－

－
－

－
－

1

⑥
〇

－
〇

－
－

1
0
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

⑥
－

－
〇

－
1
0
.5

1
－

－
－

－
－

1

⑦
〇

－
〇

－
－

1
1
.3

0
－

－
－

－
－

－
0

⑦
－

－
〇

－
1
1
.3

1
－

－
－

－
－

1

⑧
－

－
〇

－
－

1
9
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

⑧
－

－
〇

－
1
9
.2

1
－

－
－

－
－

1

⑨
－

－
〇

－
－

1
8
.4

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑨
－

－
〇

－
1
8
.4

1
－

－
－

－
－

1

⑩
－

－
〇

－
－

1
8
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

⑩
－

－
〇

－
1
8
.4

1
－

－
－

－
－

1

⑪
－

－
〇

－
－

1
8
.2

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑪
－

－
〇

－
1
8
.2

1
－

－
－

－
－

1

⑫
－

－
〇

－
－

3
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑫
－

－
〇

－
3
.7

1
〇

－
〇

－
1

0

⑬
－

－
〇

－
－

1
7
.0

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑬
－

－
〇

－
1
7
.0

1
－

－
－

－
－

1

⑭
－

－
〇

－
－

1
5
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

⑭
－

－
〇

－
1
5
.7

1
－

－
－

－
－

1

⑮
－

－
〇

－
－

1
5
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑮
－

－
〇

－
1
5
.7

1
－

－
－

－
－

1

⑯
－

－
〇

－
－

1
5
.2

1
－

－
－

－
－

－
1

⑯
－

－
〇

－
1
5
.2

1
－

－
－

－
－

1

⑰
－

－
〇

－
－

3
.1

1
〇

〇
－

－
－

1
0

⑰
－

－
〇

－
3
.1

1
〇

－
〇

－
1

0

①
－

－
〇

－
－

9
.5

1
〇

－
－

〇
－

1
0

①
－

－
〇

－
9
.5

1
－

－
－

－
－

1

②
〇

－
〇

－
－

7
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

②
－

－
〇

－
7
.6

1
－

－
－

－
－

1

③
〇

－
〇

－
－

7
.9

0
－

－
－

－
－

－
0

③
－

－
〇

－
7
.9

1
－

－
－

－
－

1

④
〇

－
〇

－
－

2
.1

0
－

－
－

－
－

－
0

④
－

－
〇

－
2
.1

1
－

－
－

－
－

1

⑤
〇

－
〇

－
－

1
.6

0
－

－
－

－
－

－
0

⑤
－

－
〇

－
1
.6

1
〇

－
〇

－
1

0

G
-3

F
-2

0
2

常
用

空
調

機
室

（
１

）
1

①
～

④
同

一
区

画
：

2
8
.7

m
2

4

①
～

④
同

一
区

画
：

4
9
.5

m
2

⑤
～

⑦
同

一
区

画
：

3
3
.0

m
2

G
-3

F
-2

0
1

電
気

品
室

（
１

）
6

⑧
～

⑨
同

一
区

画
：

3
7
.6

m
2

⑩
～

⑫
同

一
区

画
：

4
0
.3

m
2

⑬
,⑭

同
一

区
画

：
3
2
.7

m
2

⑮
～

⑰
同

一
区

画
：

3
4
.0

m
2

1
5

G
-3

F
-0

0
2

常
用

空
調

機
室

（
２

）
1

①
～

⑤
同

一
区

画
：

2
8
.7

m
2

4

①
～

④
同

一
区

画
：

4
9
.6

m
2

⑤
～

⑦
同

一
区

画
：

3
3
.2

m
2

電
気

品
室

（
２

）
G

-3
F
-0

0
1

1
5

6
⑧

～
⑨

同
一

区
画

：
3
7
.6

m
2

⑩
～

⑫
同

一
区

画
：

4
0
.3

m
2

⑬
～

⑭
同

一
区

画
：

3
2
.7

m
2

⑮
～

⑰
同

一
区

画
：

3
3
.9

m
2

⑪
～

⑫
同

一
区

画
：

2
1
.9

m
2

⑯
～

⑰
同

一
区

画
：

1
8
.3

m
2

⑪
～

⑫
同

一
区

画
：

2
1
.9

m
2

⑯
～

⑰
同

一
区

画
：

1
8
.2

m
2

④
～

⑤
同

一
区

画
：

3
.7

m
2

④
～

⑤
同

一
区

画
：

3
.7

m
2
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補-3-7-124 

消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

  
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

の
四

　
炎

感
知

器
（

道
路

の
用

に
供

さ
れ

る
部

分
に

設
け

ら
れ

る
も

の
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
上

記
に

記
載

の
な

い
消

防
法

施
行

規
則

に
つ

い
て

も
準

拠
し

て
感

知
器

を
設

置
す

る
。

  
  
 

　   
  
 

　
　

　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】
　

　
　

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

上
記

に
記

載
の

な
い

消
防

法
施

行
規

則
に

つ
い

て
も

準
拠

し
て

感
知

器
を

設
置

す
る

。

　
　

　

梁
高

さ

連
続

※
３

隣
接

※
４

段
違

い
※

5

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

①
－

－
〇

－
6
.2

1
－

－
－

－
－

1
1

①
2
0
m

未
満

約
1
0
0
°

2

②
－

－
〇

－
6
.2

1
－

－
－

－
－

1
1

②
2
0
m

未
満

約
1
0
0
°

2

①
－

－
〇

－
6
.2

1
－

－
－

－
－

1
1

①
2
0
m

未
満

約
1
0
0
°

2

②
－

－
〇

－
6
.2

1
－

－
－

－
－

1
1

②
2
0
m

未
満

約
1
0
0
°

2

①
－

－
〇

－
1
7
.3

1
－

－
－

－
－

1
1

①
2
0
m

未
満

約
1
0
0
°

2

②
－

－
〇

－
7
.8

1
－

－
－

－
－

1
1

②
-

-
0

③
－

－
〇

－
1
1
.8

1
－

－
－

－
－

1
1

③
2
0
m

未
満

約
1
0
0
°

1

④
－

－
〇

－
1
2
.7

1
－

－
－

－
－

1
1

④
2
0
m

未
満

約
1
0
0
°

2

①
－

－
〇

－
2
0
.7

1
－

－
－

－
－

1
1

①
2
0
m

未
満

約
1
0
0
°

2

②
－

－
〇

－
9
.8

1
－

－
－

－
－

1
1

②
-

-
0

③
－

－
〇

－
1
4
.2

1
－

－
－

－
－

1
1

③
2
0
m

未
満

約
1
0
0
°

1

④
－

－
〇

－
1
5
.5

1
－

－
－

－
－

1
1

④
2
0
m

未
満

約
1
0
0
°

2

 ※
１

　
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
梁

等
に

よ
り
区

画

 ※
２

　
取

付
け

面
高

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
床

面
積

※
４

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
区

画
さ

れ
た

5
ｍ

２
以

下
の

小
区

画
１

つ
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

当
該

小
区

画
も

含
め

て
同

一
感

　
　

　
　

　
4
m

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
0
m

2

　
　

　
　

　
4
m

以
上

～
8
m

未
満

　
　

　
　

　
 3

5
m

2

炎
感

知
器

ロ
　

感
知

器
は

、
感

知
区

域
（

そ
れ

ぞ
れ

壁
又

は
取

付
け

面
か

ら
0
.4

m
以

上
突

出
し

た
は

り
等

に
よ

つ
て

区
画

さ
れ

た
部

分
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

ご
と
に

、
感

知
ロ

　
感

知
器

は
、

壁
に

よ
つ

て
区

画
さ

れ
た

区
域

ご
と
に

、
当

該
区

域
の

床
面

か
ら

高
さ

一
・
二

メ
ー

ト
ル

ま
で

の
空

間
（

以
下

「
監

視
空

間
」
と
い

う
。

）

  
  
器

の
種

別
及

び
取

付
け

面
の

高
さ
に

応
じ

て
次

の
表

で
定

め
る

床
面

積
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

　
　
の

各
部

分
か

ら
当

該
感

知
器

ま
で

の
距

離
が

公
称

監
視

距
離

の
範

囲
内

と
な

る
よ

う
に

設
け

る
こ
と
。

【
緩

和
策

：
全

国
消

防
長

会
中

国
支

部
編

集
　

消
防

用
設

備
等

の
技

術
基

準
】

※
３

　
取

付
面

か
ら

4
0
c
m

以
上

1
m

未
満

の
梁

等
に

よ
り
小

さ
い

感
知

区
域

が
連

続
す

る
場

合
は

，
1
5
m

2
以

内
で

2
つ

以
上

の
感

知
区

域
を

同
一

感
知

区

　
　

　
　

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

部
屋

番
号

部
屋

名
称

区
画

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

取
付

け
高

さ
※

2

備
考

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

0
.4

m
以

上

1
m

未
満熱

感
知

器

G
-3

F
-0

0
3

空
調

フ
ィ
ル

タ
室

（
２

）
4

備
考

区
画

監
視

範
囲

(m
)

視
野

角
（

°
）

設
置

数
合

計

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

緩
和

策
適

用

緩
和

策

適
用

数
設

置
数

合
計

4
m

未
満

G
-R

F
-2

0
1

換
気

フ
ァ
ン

及
び

空
調

ガ
ラ

リ
室

（
１

）
5

G
-3

F
-2

0
3

空
調

フ
ィ
ル

タ
室

（
１

）
4

G
-R

F
-0

0
1

換
気

フ
ァ
ン

及
び

空
調

ガ
ラ

リ
室

（
２

）
5
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消
防

法
に
準

拠
し
た

火
災
感
知
器
の
配
置
を
示
し
た
一
覧
表
（
対
象

：
消
防

法
施

行
規

則
 第

23
条

第
4
項

に
該
当

す
る

火
災

感
知

器
）
 

 

 
 

　
○

２
３

条
第

４
項

　
七

　
煙

感
知

器
（

光
電

式
分

離
型

感
知

器
を

除
く
。

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
○

２
３

条
第

４
項

　
三

　
差

動
式

ス
ポ

ッ
ト

型
、

定
温

式
ス

ポ
ッ
ト

型
又

は
補

償
式

ス
ポ

ッ
ト

型
そ

の
他

の
熱

複
合

式
ス

ポ
ッ
ト

型
の

感
知

器
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
。

　
　

  
  
 

  
  
 

　
　

　
　

　
　

【
緩

和
策

：
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

※
5
　

段
違

い
部

分
を

含
む

居
室

等
の

幅
が

6
m

未
満

で
あ

れ
ば

，
当

該
居

室
等

を
同

一
感

知
区

域
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

【
日

本
火

災
報

知
機

工
業

会
　

自
動

火
災

報
知

設
備

　
工

事
基

準
書

】

細
長

い
居

室
等

の
場

合

　
感

知
器

を
短

辺
が

3
m

未
満

の
細

長
い

居
室

等
に

設
け

る
場

合
は

，
歩

行
距

離
1
3
m

ご
と
に

1
個

以
上

設
け

る
こ

と
。

ヘ
　

感
知

器
は

、
廊

下
及

び
通

路
に

あ
つ

て
は

歩
行

距
離

三
十

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
一

個
以

上
の

個
数

を
、

階
段

及
び

傾
斜

路
に

あ
つ

て
は

垂
直

距
離

十
五

メ
ー

ト
ル

　
　

　
　

　
に

つ
き

一
個

以
上

の
個

数
を

、
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

う
に

設
け

る
こ

と
。

　
　

　

梁
高

さ

隣
接

※
４

段
違

い
※

5
連

続
※

３
隣

接
※

４
段

違
い

※
5

8
m

未
満

 <
6
0
m

2

8
m

以
上

<
4
0
m

2
<

1
0
m

2
6
m

未
満

 <
1
5
m

2
<

5
m

2
6
m

未
満

1
－

－
〇

－
－

3
7
.3

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
3
7
.3

2
〇

－
－

－
－

2

2
－

－
〇

－
－

5
1
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
－

－
〇

－
5
1
.5

2
〇

－
－

－
－

2

3
－

－
〇

－
－

3
4
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

3
－

－
〇

－
3
4
.4

1
〇

－
－

－
－

2

4
－

－
〇

－
－

3
7
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

4
－

－
〇

－
3
7
.4

2
〇

－
－

－
－

2

5
－

－
〇

－
－

5
1
.8

1
〇

－
－

－
－

－
1

5
－

－
〇

－
5
1
.8

2
〇

－
－

－
－

2

6
－

－
〇

－
－

3
4
.5

1
〇

－
－

－
－

－
1

6
－

－
〇

－
3
4
.5

1
〇

－
－

－
－

2

1
－

－
〇

－
－

1
9
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
1
9
.1

1
－

－
－

－
－

1

2
－

－
〇

－
－

2
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

2
－

－
〇

－
2
.9

1
－

－
－

－
－

1

T
S
C

-1
F
-0

3
蓄

電
池

室
1

－
－

〇
－

－
2
0
.0

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

－
－

〇
－

2
0
.0

1
－

－
－

－
－

1
1

1
〇

－
〇

－
－

8
.0

0
－

－
－

－
－

－
0

1
,2

同
一

区
画

1
－

－
〇

－
8
.0

1
〇

〇
－

－
1

1
1
,2

緩
和

策

2
〇

－
〇

－
－

6
.3

1
－

－
－

－
－

－
1

1
,2

同
一

区
画

2
－

－
〇

－
6
.3

1
〇

〇
－

－
1

0
1
,2

緩
和

策

1
－

－
〇

－
－

7
.9

1
－

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
7
.9

1
－

－
－

－
－

1

2
－

－
〇

－
－

1
8
.7

1
〇

〇
－

－
－

1
0

2
,3

緩
和

策
2

－
－

〇
－

1
8
.7

1
〇

－
－

－
－

1

3
－

－
〇

－
－

1
7
.3

1
〇

〇
－

－
－

1
1

2
,3

緩
和

策
3

－
－

〇
－

1
7
.3

1
〇

－
－

－
－

1

4
－

－
〇

－
－

2
2
.4

1
〇

－
－

－
－

－
1

4
－

－
〇

－
2
2
.4

1
〇

－
－

－
－

1

5
－

－
〇

－
－

2
0
.8

1
〇

〇
－

－
－

1
1

5
,6

緩
和

策
5

－
－

〇
－

2
0
.8

1
〇

－
－

－
－

1

6
－

－
〇

－
－

1
7
.4

1
〇

〇
－

－
－

1
0

5
,6

緩
和

策
6

－
－

〇
－

1
7
.4

1
〇

－
－

－
－

1

通
路

－
－

－
－

－
－

0
－

－
－

－
－

－
0

通
路

－
－

－
－

－
0

－
－

－
－

－
0

1
－

－
〇

－
－

3
4
.3

1
〇

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
3
4
.3

1
〇

－
－

－
－

2

2
－

－
〇

－
－

1
4
.9

1
〇

－
－

－
－

－
1

2
－

－
〇

－
1
4
.9

1
〇

－
－

－
－

1

1
－

－
〇

－
－

1
8
.8

1
－

－
－

－
－

－
1

1
－

－
〇

－
1
8
.8

1
－

－
－

－
－

1

2
－

－
〇

－
－

1
0
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

2
－

－
〇

－
1
0
.4

1
－

－
－

－
－

1

T
S
C

-1
F
-0

8
前

室
B

1
－

－
〇

－
－

9
.4

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

－
－

〇
－

9
.4

1
－

－
－

－
－

1
1

Y
-3

8
緊

急
時

対
策

所
用

燃
料

地
下

タ
ン

ク
室

（
屋

外
）

1
免

振
重

要
棟

で
監

視
1

－
〇

－
－

4
2
.0

1
－

－
－

－
－

1
1

T
S
C

-1
F
-仮

1
ケ

ー
ブ

ル
ス

ペ
ー

ス
A

（
仮

）
1

－
－

〇
－

－
9
.5

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

T
S
C

-1
F
-仮

2
D

S
及

び
P
S
（

仮
）

1
－

－
〇

－
－

5
.6

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

T
S
C

-1
F
-仮

3
D

S
（

仮
）

1
－

－
〇

－
－

9
.7

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

T
S
C

-1
F
-仮

4
D

S
及

び
ケ

ー
ブ

ル
ス

ペ
ー

ス
C

（
仮

）
1

－
－

〇
－

－
1
3
.1

1
－

－
－

－
－

－
1

1
1

1
2

感
知

器
　
二

重
化

不
要

箇
所

2
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
プ

レ
ー

ス
T
S
C

-1
F
-0

7
2

T
S
C

-1
F
-0

2
消

火
設

備
室

T
S
C

-1
F
-0

6
資

機
材

室

2 2

T
S
C

-1
F
-0

4
前

室
A

1

梁
高

さ

0
.4

m
未

満

※
１

T
S
C

-1
F
-0

5
通

信
・
電

気
室

4

設
置

数
区

画
部

屋
番

号
部

屋
名

称
区

画

12

T
S
C

-1
F
-0

1
緊

急
時

対
策

本
部

6

備
考

4
m

未
満

4
m

以
上

8
m

未
満

8
m

以
上

取
付

け
高

さ
※

2

区
画

面
積

(m
2
)

消
防

法

設
置

数

緩
和

策

適
用

数
0
.4

m
以

上

1
m

未
満

緩
和

策
適

用

設
置

数
合

計
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その他エリアの火災感知器の設置状況について 
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補-3-7-181 

1. 屋外エリア 

屋外に設置する屋外仕様の炎感知器及び熱感知カメラは，死角となる場所がないように設

置する。屋外仕様の炎感知器及び熱感知カメラの仕様を表 1に，各火災区域の設置個数を表

2に示す。また，各火災区域の配置を次頁に示す。 

 

表 1 屋外仕様の炎感知器及び熱感知カメラの仕様 

項目 炎感知器 熱感知カメラ 

検出方式 赤外線 赤外線 

監視範囲 45m以内 100m以内 

視野角度 100度 90度 

 

表 2 屋外仕様の炎感知器及び熱感知カメラの設置個数 

部屋番号 名称 
炎感知器 

設置個数（個） 

熱感知カメラ 

設置個数（個） 

Y-24A 原子炉補機海水ポンプ室（取水槽） 2 2 

Y-24B 原子炉補機海水ポンプ室（取水槽） 2 2 

Y-24C 原子炉補機海水ポンプ室（取水槽） 1 1 

Y-39 軽油タンクエリア 3 3 
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図 1 海水ポンプエリアの火災感知器配置 
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図 2 軽油タンクエリアの火災感知器配置 
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工事計画に係る補足説明資料 

（計測制御系統施設） 
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資料 No.1 

計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び 

警報動作範囲に関する説明書に係る補足説明資料 
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2. 原子炉格納容器下部水位監視について 

重大事故等時において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却し，溶融炉心・

コンクリート相互作用(MCCI)を抑制するためにペデスタル代替注水系（常設），ペデスタ

ル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）を設置している。原子炉

格納容器下部の水位を監視するためにドライウェル水位及びペデスタル水位を設置する。 

 

2.1 原子炉格納容器下部注水時の水位監視 

ドライウェル水位及びペデスタル水位の設置状況は，図 2－1「ドライウェル水位及び

ペデスタル水位設置図」，図 2－2「ドライウェル水位及びペデスタル水位配置図」，図

2－3「ドライウェル水位及びペデスタル水位取付図」に示す。 

ドライウェル水位は，原子炉格納容器下部に溶融炉心の冷却に必要な水量を注水する

ドライウェルスプレイによるサンプピットへの注水量を確認することができるよう電極

式水位検出器を原子炉格納容器床面からの高さ－3.0m，－1.0mに各 1個設置する。また，

残留熱代替除去系による代替循環冷却実施時におけるペデスタル代替注水系（可搬型）

による注水の停止の判断基準を確認することができるよう電極式水位検出器を原子炉格

納容器床面からの高さ＋0.9mに 1個設置する。 

ペデスタル水位は，原子炉格納容器下部への注水状況を把握するため，溶融炉心の冷

却に必要な水深を確認することができるよう電極式水位検出器をコリウムシールド上表

面からの高さ＋0.1m（初期），＋1.2m（中間）に各 1個に設置し，＋2.4m（停止判断）に

2個設置する。 
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図 2－1 ドライウェル水位及びペデスタル水位設置図(図 2－2の 180°方向断面) 

 

 

図 2－2 ドライウェル水位及びペデスタル水位配置図(図 2－1 の真上平面) 
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図 2－3 ドライウェル水位及びペデスタル水位取付図 
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2.2 ドライウェル水位及びペデスタル水位の計測機能 

電極式水位検出器の環境条件を表 2－1「検出器の環境条件」に，測定原理を図 2－4「電

極式水位検出器の測定原理」に示す。 

(1) 環境条件 

電極式水位検出器は，重大事故等時の格納容器破損防止対策の有効性評価における

環境条件を満足する試験を実施し，健全性を確認している。 

 

表 2－1 検出器の環境条件 

項目 環境条件（包絡条件） 試験条件 評価結果 

温度 200℃ 

想定される環境温度での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

湿度 蒸気 

想定される環境湿度での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

圧力 853kPa 

想定される環境圧力での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

放射線 740kGy/168時間 

想定される環境放射線での機

能維持を確認しており，健全性

を維持できる。 

 

(2) 測定原理 

電極式水位検出器は，電極部，MI ケーブル，電極部を絶縁するセラミックから構

成されている。 

電極式水位検出器の測定原理は，図 2－4 にあるように，電極式水位検出器が 2 本

1セットで 2 本の電極間の導通状態を検知することで，電極位置が水中か気中かを判

定するものである。電極が気中にある場合は電極間抵抗が大きく，水中の場合は電極

間抵抗が低下するため，導通することで水中を判定できる。 
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図 2－4 電極式水位検出器の測定原理  

検知 
回路 

気中：電極間抵抗大 

電極 

検知 

回路 

水中：電極間抵抗小 

導通 

水中では電極

間抵抗が低下

する。電極間抵

抗の低下によ

る導通を検知

することで，水

中と判断する。 
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2.3 ドライウェル水位（原子炉格納容器床面＋1.0m）設置高さの変更 

2.3.1 設置高さの変更 

ドライウェル水位（原子炉格納容器床面＋1.0m）は，設置（変更）許可申請時に

おいてベント管下端高さに設置することを計画していたが，ベント管等の構造物に

は施工誤差があるため，必ずしも原子炉格納容器床面＋1.0mではない。（ベント管 8

本の下端高さを測定した結果，最も低い箇所で原子炉格納容器床面＋約 0.93m） 

ベント管下端が原子炉格納容器床面＋1.0mより低い位置にあると，そこからサプ

レッションチェンバへ水が流れ込むことで電極式水位検出器の検出点（原子炉格納

容器床面＋1.0m）まで水位が上昇せず，水位を検知できないため，原子炉格納容器

床面及びベント管下端高さの施工誤差を考慮しても確実に検知できる高さに変更す

る。具体的に変更する設置高さは，ベント管下端の最も低い高さ（原子炉格納容器

床面＋約 0.93m）より下で，かつ，計器誤差（±10mm）等を考慮して原子炉格納容

器床面＋0.9mとする。 

 

 

図 2－5 ドライウェル水位とベント管下端の高さ関係概要図 

 

2.3.2 有効性評価解析への影響 

有効性評価の格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」で想定さ

れる事故シーケンスにおいて，原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（可

搬型）によるペデスタル注水の停止手順として以下①～③の基準がすべて成立した

ことをもって実施することとしている。 

①残留熱代替除去系運転による格納容器除熱の確認 

②ドライウェル水位がベント管下端位置（原子炉格納容器床面＋1.0m）に到達 

③格納容器圧力 384kPa〔gage〕未満 
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有効性評価においては，図 2－6及び図 2－7に示すとおり，事象発生 12時間後時

点でペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル注水を停止している。ドラ

イウェル水位がベント管下端位置（原子炉格納容器床面＋1.0m）に到達する（②が

成立する）のは，事象発生 10時間後の残留熱代替除去系運転開始の直後であり，②

の基準となる水位を「原子炉格納容器床面＋0.9m」に変更した場合，その基準とな

る水位への到達時間は早くなる。一方，格納容器圧力が 384kPa〔gage〕未満となる

（③が成立する）のは事象発生 12時間後であり，①～③の基準がすべて成立する時

間に変わりはないことから，有効性評価の解析への影響はない。 

 

 

図 2－6 ペデスタル/ドライウェル水位と注水流量の推移（その１） 

 

 

図 2－7 格納容器圧力の推移 

  

原子炉格納容器 

床面＋1.0m 
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2.3.3 ペデスタル/ドライウェル水位の推移と原子炉格納容器下部/ドライウェル底部の

状態について 

「2.3.2 有効性評価解析への影響」におけるペデスタル/ドライウェル水位と注

水流量の推移及び原子炉格納容器下部/ドライウェル底部の状態図を示す。 

 

図 2－8 ペデスタル/ドライウェル水位と注水流量の推移（その２） 

 

 

図 2－9 原子炉格納容器下部/ドライウェル底部の状態図  
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Ⅵ-1-1-7-別添 1 可搬型重大事故等対処設備の保管場所 
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1. はじめに

可搬型重大事故等対処設備（以下「可搬型設備」という。）の保管場所及び保管場所か

ら設置場所，接続場所まで運搬するための経路並びに他の設備の被害状況を把握するた

めの経路（以下「アクセスルート」という。）について，設計上考慮する事項（被害要因

の影響評価）を本資料にて説明する。 

1
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2. 保管場所

 2.1 保管場所の基本方針 

自然現象に対して，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を考慮し，外部人為事象に対して，飛来物

（航空機落下），火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムを考慮した上で，原子炉建物等，常設重大事故等対処設備及び設計基準事故対処

設備から十分な離隔を確保した分散した保管場所（第１～第４保管エリア）を設定す

る。 

なお，屋外に保管する可搬型設備のうち，原子炉建物外から水・電力を供給する可

搬型代替交流電源設備，大量送水車等は，必要な容量を有する設備を 2 セット，また，

屋外に保管する可搬型設備のうち，原子炉建物外から水・電力を供給する可搬型代替

交流電源設備，大量送水車等以外の設備は，必要となる容量を有する 1 セットを以下

の事項を考慮した位置に保管する。 

上記を受けた保管場所設定の考え方を以下に示す。 

・自然現象に対して，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を考慮し，外部人為事象に対して，

飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機

落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害を考慮し，設計基準事故対処

設備及び常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

する。

・地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響を考慮し，分散配置が可能な 2 セットある可搬型設備については，

100m 以上の離隔を確保した保管場所に分散配置する。 

・基準津波の影響を受けない，防波壁の内側の場所とする。

・故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，原子炉建物等から

100m 以上の離隔距離を確保するとともに，可搬型設備がその機能を代替する屋外

の設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離

を確保した上で，複数箇所に分散して保管する。

・基準地震動Ｓｓによる被害（周辺構造物の倒壊，周辺タンク等の損壊，周辺斜面

の崩壊，敷地下斜面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液

状化に伴う浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊）の影響を受

けない場所とする。

・可搬型設備のうち，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップとする予備は，上記の考え方に基づいて設定された複数の保管場所に分

散して保管する。 

・2 セットある可搬型設備のうち少なくとも 1 セットは高台とする。

・防火帯の内側の場所とする。

2
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保管場所の配置，標高及び離隔距離等を図 2－1 に，保管場所の標高，離隔距離及び

地盤の種類を表 2－1 に示す。 

3
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保管場所と原子炉建物及び常設代替交流電源設備との離隔距離 

図 2－1 保管場所の配置，標高，離隔距離等(1/4) 

【凡例】  

：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員） 

：サブルート（車両・要員） 

：サブルート（要員）  

：可搬型設備の保管場所 

：防火帯  

：防波壁

３号機

２号機
１号機

第４保管エリア（ EL 約 8.5m） 

第３保管エリア（ EL 約 13～ 33m） 

第２保管エリア（ EL 約 44m） 

常設代替交流電源設備  

(ガスタービン発電機 ) 

第１保管エリア（ EL約 50m） 

緊急時対策所

約 480m 

約 320m 

約 630m 

約 530m 

約 260m 

約 230m 

約 350m 

R/B 
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保管場所とタービン建物との離隔距離 

図 2－1 保管場所の配置，標高，離隔距離等(2/4) 

【凡例】  

：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員） 

：サブルート（車両・要員） 

：サブルート（要員）  

：可搬型設備の保管場所 

：防火帯  

：防波壁
３号機

２号機

１号機

常設代替交流電源設備  

(ガスタービン発電機 ) 

第２保管エリア（ EL 約 44m） 
緊急時対策所

第１保管エリア（ EL 約 50m） 

第３保管エリア（ EL 約 13～ 33m） 

第４保管エリア（ EL 約 8.5m） 

T/B

約 320m 

約 200m 

約 280m 

約 320m 

5
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保管場所と廃棄物処理建物との離隔距離 

図 2－1 保管場所の配置，標高，離隔距離等(3/4) 

【凡例】  

：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員）  

：サブルート（車両・要員）  

：サブルート（要員）  

：可搬型設備の保管場所  

：防火帯  

：防波壁

３号機

２号機

１号機

第４保管エリア（ EL 約 8.5m） 

第３保管エリア（ EL 約 13～ 33m） 

第２保管エリア（ EL 約 44m） 

常設代替交流電源設備  

(ガスタービン発電機 ) 

第１保管エリア（ EL約 50m） 

緊急時対策所

約 270m 

約 300m 

約 300m 

約 430m 

Rw/B 
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保管場所間の離隔距離 

図 2－1 保管場所の配置，標高，離隔距離等(4/4) 

【凡例】  

：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員）  

：サブルート（車両・要員）  

：サブルート（要員）  

：可搬型設備の保管場所  

：防火帯  

：防波壁

３号機

２号機
１号機

常設代替交流電源設備  

(ガスタービン発電機 ) 

第２保管エリア（ EL 約 44m） 
緊急時対策所

第１保管エリア（ EL 約 50m） 

第３保管エリア（ EL 約 13～ 33m） 

約 540m 

約 620m 

約 730m 

約 30m 

約 570m 

約 480m 

第４保管エリア（ EL 約 8.5m） 
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表 2－1 保管場所の標高，離隔距離，地盤の種類 

保管場所 標高 
原子炉建物等からの 

離隔距離＊ 1，＊ 2 

常設代替交流電源設備 

からの離隔距離＊ 3 
地盤の種類 

第１保管エリア EL 約 50m 
廃棄物処理建物から 

約 270m 
約 480m 

切土地盤 

（一部，埋戻部） 

第２保管エリア EL 約 44m 
原子炉建物から 

約 260m 
―＊ 4 

盛土地盤 

（輪谷貯水槽 

（西 1／西 2）） 

第３保管エリア EL 約 13～33m 
タービン建物から

約 200m 
約 530m 切土地盤 

第４保管エリア EL 約 8.5m 
タービン建物から

約 320m 
約 630m 

切土地盤 

（一部，埋戻部） 

注記＊1：原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物のうち，各保管場所からの距離が最も短い建物からの離隔

距離を示す。また，可搬型設備（大量送水車，大型送水ポンプ車，移動式代替熱交換設備，高圧発電機

車，タンクローリ，第１ベントフィルタ出口水素濃度，緊急時対策所用発電機）がその機能を代替する

原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物内の設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備を

以下に示す。 

原子炉建物  ：残留熱除去系，低圧炉心スプレイ系，低圧原子炉代替注水系，原子炉補機冷却系，

格納容器フィルタベント系，燃料プール冷却系，非常用交流電源設備，非常用直流

電源設備（ＨＰＣＳ系），常設代替交流電源設備，格納容器水素濃度（Ｂ系），格納

容器水素濃度（ＳＡ） 

タービン建物 ：原子炉補機海水系

廃棄物処理建物：非常用直流電源設備（Ａ系）

＊2：低圧原子炉代替注水系が位置する低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽及び格納容器フィルタベント系が位

置する第１ベントフィルタ格納槽と保管場所の離隔距離は，原子炉建物近傍に位置していることから原

子炉建物からの離隔距離を代表とした。 

＊3：常設代替交流電源設備と高圧発電機車及びタンクローリを配置している保管場所との離隔距離を示す。 

＊4：第２保管エリアに高圧発電機車及びタンクローリを配置しないため「－」としている。  

 2.2 保管場所の影響評価 

可搬型設備の保管場所の設計においては，保管場所について想定される自然現象

及び外部人為事象の抽出を行い，その自然現象及び外部人為事象が起因する被害要

因に対して影響評価を行い，その影響を受けない位置に保管場所を設定する。なお，

近隣工場等の火災・爆発については，立地的要因により影響を受けることはなく，

航空機落下火災及び船舶の衝突についても，可搬型設備の位置的分散により影響は

ない。また，有毒ガスについては，防護具の装備により影響はなく，電磁的障害に

ついても，鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用等により影響はない。 

保管場所について想定される自然現象及び外部人為事象の抽出結果を表 2－2 及び

表 2－3 に示す。 

また，保管場所に対する被害要因及び被害事象を表 2－4 に示す。 
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表 2－2 保管場所に想定される自然現象(1/3) 

自然現象 概略評価結果 

被害要因抽出 

○：対象

×：対象外 

地震 
・地盤や周辺斜面の崩壊による影響，周辺構造物の倒

壊・損壊・火災・溢水による影響が考えられる。
○ 

津波 

・基準津波に対し防波壁等を設置することから，原子

炉建物等や保管場所へ遡上する浸水はない（図2－2

参照）。したがって，設計基準事故対処設備と重大事

故等対処設備が同時に機能喪失しない。

× 

風（台風） 

・設計基準事故対処設備は建物内に設置されているた

め，風（台風）による影響はない。また，可搬型設

備は荷重が大きく，設計基準の風（台風）により飛

散することはないことから，同時に機能喪失しない。 

× 

竜巻 

・可搬型設備は屋外の保管場所に設置しているが，設

計基準事故対処設備は竜巻に対して頑健な建物内に

設置していること又は防護対策を実施していること

から，同時に機能喪失しない。

・可搬型設備は，複数箇所ある保管場所にそれぞれ離

隔して分散配置していることから，同時に機能喪失

しない。

・屋外に配置している竜巻防護施設近傍の可搬型設備

は固縛等により飛来物とならないための対策を実施

する。

× 
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表 2－2 保管場所に想定される自然現象(2/3) 

自然現象 概略評価結果 

被害要因抽出 

○：対象

×：対象外 

凍結 

・可搬型設備は屋外の保管場所に設置しているが，設

計基準事故対処設備は建物内に設置されているため

影響を受けず，同時に機能喪失しない。

・気象予報により事前の予測が十分可能であり，始動

に影響が出ないよう，各設備の温度に関する仕様を

下回るおそれがある場合には，必要に応じて，あら

かじめ可搬型設備の暖気運転を行うこととしている

ため，影響を受けない。なお，暖気運転は事前に実

施することからアクセス時間への影響はない。

・保管場所は良好な排水ができる設計とすることから，

降雨後に気温が低下し氷点下になったとしても，路

面の摩擦係数に影響を与えるような凍結のおそれは

ない。

× 

降水 
・構内排水設備は十分な排水能力があることから，保

管場所に滞留水は発生しない。
× 

積雪 

・気象予報により事前の予測が十分可能であり，保管

場所及び可搬型設備の除雪は積雪状況等を見計らい

ながら行うことで対処が可能であることから，設計

基準事故対処設備と重大事故等対処設備は同時に機

能喪失しない。

・また，保管場所等の除雪はホイールローダによる実

施も可能である。

× 

落雷 

・設計基準事故対処設備は避雷対策を施した建物内に

設置されており，かつ保管場所とは位置的分散が図

られていることから，同時に機能喪失しない。

・1 回の落雷により影響を受ける範囲は限定され，可

搬型設備は，複数箇所ある保管場所にそれぞれ離隔

して分散配置していることから，同時に機能喪失し

ない。

× 
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表 2－2 保管場所に想定される自然現象(3/3) 

自然現象 概略評価結果 

被害要因抽出 

○：対象

×：対象外 

地滑り・ 

土石流 

・可搬型設備は屋外の保管場所に設置しているが，設

計基準事故対処設備は地滑り・土石流の影響範囲外

に設置していることから，同時に機能喪失しない。

・地滑り・土石流により影響を受ける範囲は限定され，

屋外に配置している可搬型設備は，複数箇所にそれ

ぞれ離隔して分散配置していることから，同時に機

能喪失しない。

× 

火山の影響 

・噴火発生の情報を受けた際は，要員を確保し，原子

炉建物等，保管場所及び可搬型設備の除灰を行うこ

とにより対処が可能であることから，設計基準事故

対処設備と重大事故等対処設備は同時に機能喪失し

ない。

・また，保管場所等の除灰はホイールローダによる実

施も可能である。

× 

生物学的 

事象 

・設計基準事故対処設備は，浸水防止対策により水密

化された建物内に設置されているため，ネズミ等の

小動物の侵入による影響を受けない。したがって，

屋外の保管場所にある重大事故等対処設備と同時に

機能喪失しない。

・保管場所は複数箇所あり，位置的に分散されている

ことから，複数の設備が同時に機能喪失する可能性

は小さい。

・可搬型設備は，ネズミ等の小動物の侵入により設備

機能に影響がないよう，侵入できるような開口部は

侵入防止対策を実施する。

× 

11

218



S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
7-
別
添

1 
R0
 

表 2－3 保管場所に想定される外部人為事象 

人為事象 概略評価結果 

被害要因抽出 

○：対象

×：対象外 

森林火災 

・原子炉建物等及び保管場所は，防火帯の内側にある

ため，森林火災による延焼の影響を受けない。また，

原子炉建物等及び保管場所は熱影響に対して離隔距

離を確保しているため，設計基準事故対処設備と重

大事故等対処設備は同時に機能喪失しない。

・万一，防火帯の内側に小規模な火災が延焼したとし

ても，自衛消防隊が保管場所周辺の消火活動を行う

ことにより対処が可能である。

× 
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表 2－4 保管場所に対する被害要因及び被害事象 

保管場所に影響を与えるおそれ

のある被害要因 
保管場所で懸念される被害事象 

① 周辺構造物の倒壊

（建物，鉄塔等）
倒壊物による可搬型設備の損壊及び通行不能 

② 周辺タンク等の損壊＊
火災，溢水による可搬型設備の損壊及び通行

不能 

③ 周辺斜面の崩壊
土砂流入による可搬型設備の損壊及び通行不

能 

④ 敷地下斜面のすべり
敷地下斜面のすべりによる可搬型設備の損壊

及び通行不能 

⑤ 液状化及び揺すり込みによ

る不等沈下・傾斜，液状化

に伴う浮き上がり

不等沈下・傾斜，浮き上がり等による可搬型

設備の損壊及び通行不能 

⑥ 地盤支持力の不足 可搬型設備の転倒及び通行不能 

⑦ 地中埋設構造物の損壊 陥没による可搬型設備の損壊及び通行不能 

注記＊：淡水貯水槽の損壊による溢水評価を含む。 
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図 2－2 最大水位上昇量分布（基準津波 1，防波堤無し） 

２号機
１号機

第３保管エリア（EL 約 13～33m） 

第２保管エリア（EL 約 44m） 

３号機

【凡例】 

：アクセスルート（車両・要員） 
：アクセスルート（要員） 
：サブルート（車両・要員） 

：サブルート（要員） 
：可搬型設備の保管場所 
：防波壁 

：EL 約 8.5m エリア 
：EL 約 15m エリア 
：EL 約 44m エリア 

：EL 約 50m エリア 

第１保管エリア（EL 約 50m） 

緊急時対策所

第４保管エリア（EL 約 8.5m）

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 
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2.3 保管場所の評価方法及び結果 

保管場所への影響について，表 2－4 の被害要因ごとに評価する。 

2.3.1 周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊 

(1) 評価方法

周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊に対する影響評価については，保管

場所周辺の構造物，タンク等を対象とし，これらが基準地震動Ｓｓにより倒壊又

は損壊することによる保管場所への影響を評価する。 

周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊評価位置を図 2－3 及び図 2－4 に示

す。ただし，Ｓクラスの構造物，タンク等，もしくはＳクラス以外で基準地震動

Ｓｓにより倒壊に至らないことを確認している構造物，タンク等については，周

辺構造物の倒壊による影響評価の対象外とする。 

周辺構造物の倒壊による影響範囲については，保守的に構造物，タンク等が根

元から倒壊又は損壊するものとして，構造物，タンク等の高さに相当する範囲と

し，保管場所が設定した周辺構造物の倒壊影響範囲に含まれるか否かで評価する。 

なお，周辺構造物については外装材の影響についても評価し，外装材の落下に

よる影響範囲は建物の高さの半分として設定する。 

また，周辺タンクの損壊による地震随伴火災及び薬品漏えいによる影響が及ぶ

範囲に保管場所が含まれるか否かでも評価する。 
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図 2－3 周辺構造物の配置図(1) 第１保管エリア 

図 2－3 周辺構造物の配置図(2) 第２保管エリア 

通信用無線鉄塔 
[高さ約 67m] 

Ｂ－50m 盤消火タンク 

Ａ－50m 盤消火タンク 

50m 盤消火ポンプ室 

統合原子力防災 

ＮＷ用屋外アンテナ 

通信棟 

免震重要棟 

免震重要棟遮蔽壁 

緊急時対策所 

非常用ろ過水タンク 

【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員） 
：可搬型設備の保管場所 
：対象設備 

：倒壊影響範囲 

第１保管エリア 

輪谷貯水槽（西 1／西 2） 第２保管エリア 

【凡例】 

：アクセスルート（車両・要員） 
：アクセスルート（要員） 
：可搬型設備の保管場所 

：送電線 
：対象設備 

220kV 第二島根原子力 

幹線 No.1 鉄塔 
[高さ約 44m] 

220kV 第二島根原子力 
幹線 No.2 鉄塔 
[高さ約 60m] 
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図 2－3 周辺構造物の配置図(3) 第３保管エリア 

 

 

図 2－3 周辺構造物の配置図(4) 第４保管エリア 

【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 
：可搬型設備の保管場所 

：対象設備 
：倒壊影響範囲 

３号機制御室建物 

３号機補機海水系 

ポンプメンテナンス 

建物 

10 号倉庫 

補助消火水槽（Ｂ） 

第４保管エリア 

３号機出入管理棟 

３号機サービス建物 

配管ダクト出入口建物 配管・ケーブル架台 

【凡例】 

：アクセスルート（車両・要員） 
：可搬型設備の保管場所 

第３保管エリア 

メンテナンス建物（除じん機）
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図 2－4 周辺タンク等の配置図(1) 第１保管エリア 

図 2－4 周辺タンク等の配置図(2) 第２保管エリア 

【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員） 
：可搬型設備の保管場所 
：可燃物施設 

第１保管エリア 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

緊急時対策所 

ガスタービン燃料地下タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

【凡例】 

：アクセスルート（車両・要員） 
：アクセスルート（要員） 
：可搬型設備の保管場所 

：可燃物施設 

第２保管エリア 
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図 2－4 周辺タンク等の配置図(3) 第３保管エリア 

図 2－4 周辺タンク等の配置図(4) 第４保管エリア 

【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 

：可搬型設備の保管場所 
第３保管エリア 
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(2) 評価結果

周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊に対する影響評価結果を表 2－5 に示

す。 

第１，２，４保管エリア周辺には，倒壊及び損壊により影響を及ぼすおそれのあ

る構造物，タンク等が存在しないことを確認し，「問題なし」と評価した。また，

保管場所が設定した周辺構造物の倒壊影響範囲に含まれないことを確認し，「問題

なし」と評価した。 

第３保管エリア周辺には構造物はないことから，周辺構造物の倒壊について「該

当なし」と評価した。また，周辺タンク等の損壊について影響を及ぼすおそれのあ

るタンク等が存在しないことを確認し，「問題なし」と評価した。 

なお，第１保管エリア周辺には通信用無線鉄塔が，第２保管エリア周辺に 220kV

第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔及び 220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔が設置され

ているが，基準地震動Ｓｓにおける耐震評価を行い，地震時においても鉄塔が倒壊

しないことを確認したことより，「問題なし」と評価した。 

表 2－5 周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊に対する影響評価結果 

被害要因 

評価結果 

第１保管 

エリア

第２保管 

エリア

第３保管 

エリア

第４保管 

エリア

①周辺構造物の倒壊

（建物，鉄塔等） 
問題なし 問題なし 該当なし 問題なし 

②周辺タンク等の損壊 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 
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2.3.2 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり 

保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面について，基準地震動Ｓｓによるすべり安

定性評価により，保管場所への影響を評価する。 

(1) 評価方法

保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面を図 2－5 に示す。

評価対象断面については，保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面が屋外のアクセ

スルート周辺斜面を兼ねることから，屋外のアクセスルート周辺斜面において確

認する。（評価方法の詳細については，「3.3.2 周辺斜面の崩壊及び道路面のすべ

り（1）評価方法」を参照） 

図 2－5 保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面位置図 

(2) 評価結果

周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価結果を表 2－6 に示

す。 

保管エリアの周辺斜面及び敷地下斜面を対象としたすべりに対する安定性評価

の結果，評価対象斜面の最小すべり安全率は評価基準値 1.0 を上回っていること

を確認した。（安定性評価結果については，「3.3.2 周辺斜面の崩壊及び道路面

のすべり（2）評価結果」を参照） 

【凡例】

：可搬型設備の保管場所

：保管場所周辺斜面

：保管場所敷地下斜面

：保管場所周辺斜面（敷地下斜面を兼ねる）

：アクセスルート（車両・要員） ：サブルート（車両・要員）

※破線は要員のみを示す。 ※破線は要員のみを示す。

第２保管エリア

第３保管エリア

第１保管エリア

第４保管エリア
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表 2－6 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価結果 

被害要因 

評価結果 

第１保管 

エリア

第２保管 

エリア

第３保管 

エリア

第４保管 

エリア

③周辺斜面の崩壊
問題なし 

[Fs≧1.0] 

問題なし 

[Fs≧1.0] 

問題なし 

[Fs≧1.0] 

問題なし 

[Fs≧1.0] 

④敷地下斜面のすべり
問題なし 

[Fs≧1.0] 
該当なし 

問題なし 

[Fs≧1.0] 
該当なし 
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2.3.3 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化に伴う浮き上がり 

(1) 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜

a. 評価方法

液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜に対する保管場所への影響を評価する。

液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜に対する影響評価断面位置及び断面図とし

て図 2－6に第１保管エリア，図 2－7に第２保管エリアを示す。評価の対象とする位置は，

第１保管エリア及び第２保管エリアの埋戻土部とする。第３保管エリアは岩盤であるため，

揺すり込みによる不等沈下・傾斜の影響はない。また，第４保管エリアにおける可搬型設

備は全て岩盤上に保管し，埋戻土の上には保管しない設計とするため，揺すり込みによる

不等沈下・傾斜の影響はない。なお，第１保管エリアの可搬型設備は全て岩盤上に保管す

るが，第１保管エリアから屋外のアクセスルート(車両・要員)の動線の一部に埋戻土が存

在することから，影響評価を行う。 

保管場所への影響評価では，液状化及び揺すり込みによる沈下量及び傾斜量を算定し，

評価基準内に収まることを確認する。沈下量については，液状化による沈下量と揺すり込

みによる沈下量の合計とし，傾斜量は沈下量を保管場所の長さで除すことで算定する。液

状化による沈下量については，地下水位以深の飽和地盤全て（埋戻土，砂礫層及び旧表土）

＊1を対象層とし，層厚の 3.5％＊2を沈下量として算定する。揺すり込みによる沈下量につ

いては，地下水位以浅の不飽和地盤を対象層とし，層厚の 3.5％を沈下量として算定する。

評価基準は，可搬型設備が徐行により走行可能な段差量 15cm＊3以下であること及び登坂可

能な勾配 15％＊4以下であることとする。また，地下水位については，地下水位低下設備の

機能に期待しない条件により実施した３次元浸透流解析結果に基づいて設定するが，液状

化による沈下量と揺すり込みによる沈下量は，ともに層厚の 3.5％として算定されるため，

地下水位の設定による沈下量への影響はない。 

注記＊1：埋戻土（粘性土）及び旧表土は，粘性土を含むため液状化しないが，保守的に 

埋戻土に置き換えて沈下量を算出する。砂礫層は，粒径加積曲線が埋戻土と同様

な傾向を示すことから，埋戻土に置き換えて沈下量を算出する。 

  ＊2：地震時の最大せん断ひずみと地震後の体積ひずみ（沈下率）の関係（Ishihara et 

al.，1992）を踏まえ設定 

＊3：地震時の段差被害に対する補修と交通開放の管理・運用方法について（依藤ら 

2007年）及び可搬型設備の段差量 15㎝の通行性及び段差通行後の健全性の検証

結果を踏まえ設定 

＊4：小規模道路の平面線形及び縦断勾配の必要水準に関する基礎的検討（濱本ら 

2012 年）を踏まえ設定 
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影響評価断面位置 

図 2－6 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜に対する影響評価断面位置及び断面図 

（第１保管エリア） 
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影響評価断面位置 

図 2－7 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜に対する影響評価断面位置及び断面図 

（第２保管エリア） 
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b. 評価結果

(a) 不等沈下の評価

液状化及び揺すり込みによる不等沈下に対する影響評価結果を表 2－7に示す。

第１保管エリアの岩盤と埋戻土の境界では，図 2－8 のように擦り付ける工夫がなさ

れていることから，許容段差量 15cmを超える局所的な段差は発生せず，通行への影響は

ない。 

第２保管エリアは，輪谷貯水槽（西 1／西 2）の上であることから，許容段差量 15cm

を超える局所的な段差は発生せず，通行への影響はない。 

以上のことから，液状化及び揺すり込みによる不等沈下が保管場所に影響を及ぼさな

いことを確認した。 

図 2－8 岩盤と埋戻土との境界部の状況（第１保管エリア） 

表 2－7 液状化及び揺すり込みによる不等沈下に対する影響評価結果 

被害要因 
評価結果 

第１保管エリア 第２保管エリア 第３保管エリア 第４保管エリア 

液状化及び揺す

り込みによる不

等沈下 

問題なし 問題なし 該当なし 該当なし 

26

233



S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
7-
別
添

1 
R0
 

(b) 傾斜の評価

液状化及び揺すり込みによる傾斜に対する影響評価結果について，傾斜量の算定結果

を表 2－8に，保管場所への影響評価結果を表 2－9に示す。 

評価の結果，算定した傾斜量は評価基準を満足することから「問題なし」と評価し，

液状化及び揺すり込みによる傾斜が保管場所に影響を及ぼさないことを確認した。 

表 2－8 傾斜量の算定結果 

表 2－9 液状化及び揺すり込みによる傾斜に対する影響評価結果 

（単位：%） 

第１保管 

エリア

第２保管 

エリア

第３保管 

エリア

第４保管 

エリア
評価基準 

3.5 4.1 － － 
傾斜 

15%以下 

被害要因 
評価結果 

第１保管エリア 第２保管エリア 第３保管エリア 第４保管エリア 

液状化及び揺す

り込みによる傾

斜 

問題なし 問題なし 該当なし 該当なし 
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(2) 液状化に伴う浮き上がり

a. 評価方法

液状化に伴う浮き上がりに対する保管場所への影響を評価する。

第２保管エリアの断面図を図 2－9に示す。浮き上がりの評価の対象については，地中埋

設構造物である輪谷貯水槽（西 1／西 2）を対象とする。なお，第１保管エリア，第３保管

エリア及び第４保管エリアについては，対象となる地中埋設構造物が存在しない。

保管場所への影響評価では，「トンネル標準示方書（土木学会 2006）」に基づき評価対象

とする地中埋設構造物の揚圧力と抵抗力から浮き上がりに対する安全率を算定し，算定し

た浮き上がり安全率が評価基準以上となることを評価する。評価基準は，浮き上がりに対

する安全率が 1.0とする。また，影響評価に用いる地下水位については，地下水位低下設

備の機能に期待しない条件により実施した３次元浸透流解析結果に基づいて設定する。図

2－10に地下水位分布図を示す。 

図 2－9 保管場所（第２保管エリア）の地中埋設構造物 

（輪谷貯水槽（西 1／西 2）） 
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１，２号機エリア 

３号機エリア 

図 2－10 保管場所の影響評価において参照する地下水位分布 
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b. 評価結果

液状化に伴う浮き上がりに対する保管場所への影響評価結果を表 2－10に示す。

評価の結果，第２保管エリアについては，評価対象とした地中埋設構造物(輪谷貯水槽

(西 1／西 2))の地下水位が当該構造物の下端（EL43.6m）より十分低く，構造物に揚圧力は

発生しないことから「問題なし」と評価し，液状化に伴う浮き上がりが保管場所に影響を

及ぼさないことを確認した。 

表 2－10 液状化に伴う浮き上がりに対する影響評価結果 

被害要因 
評価結果 

第１保管エリア 第２保管エリア 第３保管エリア 第４保管エリア 

液状化に伴う浮

き上がり 
該当なし 問題なし 該当なし 該当なし 
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2.3.4 地盤支持力の不足 

(1) 評価方法

地盤支持力の不足による保管場所への影響を評価する。

評価の対象については，第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリアについて

は保管場所を構成する岩盤とし，第２保管エリアについては，盛土地盤とする。 

保管場所への影響評価では，保管される可搬型設備の地震時接地圧に対する安全率を算

定し，算定した地震時接地圧に対する安全率が評価基準を上回ることを確認する。地震時

接地圧については，Ⅵ-2-別添 3-2「可搬型重大事故等対処設備の保管エリア等における入

力地震動」に基づく各保管場所の地表面での鉛直最大応答加速度から鉛直震度係数を算定

し，常時接地圧に鉛直震度係数を乗じて算定する。 

第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリアの常時接地圧は，可搬型設備のう

ち接地圧が最も大きい移動式代替熱交換設備（42620kg）を代表として選定し，当該車両の

軸重量を用い舗装による荷重分散を考慮して算定する。 

第２保管エリアの常時接地圧は，盛土上の輪谷貯水槽（西 1／西 2）の上であることか

ら，大量送水車，中型ホース展張車（150A），可搬型設備ストレーナの合計重量（21194kg）

に輪谷貯水槽（西 1／西 2）１槽分の重量を加え，輪谷貯水槽（西 1／西 2）１槽分の面積

による荷重分散を考慮して算定する。 

地震時接地圧に対する安全率は，保管場所の地盤の種類による地盤支持力を，地震時接

地圧で除すことで算定する。評価基準は，地震時接地圧による安全率が 1.0とする。 

基準地震動Ｓｓによる各保管場所の鉛直震度係数を表 2－11に，移動式代替熱交換設備

の仕様を図 2－11に示す。 

表 2－11 基準地震動Ｓｓによる各保管場所の鉛直震度係数 

保管場所 
地表面での 

鉛直最大応答加速度 
鉛直震度係数（Ｇ） 

第１保管エリア 707Gal 1.73 

第２保管エリア 517Gal 1.53 

第３保管エリア 452Gal 1.47 

第４保管エリア 485Gal 1.50 

鉛直震度係数（Ｇ）＝1＋（地表面での鉛直最大応答加速度／重力加速度） 
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図 2－11 移動式代替熱交換設備の仕様 

(2) 評価結果

地盤支持力の不足による影響評価結果について，表 2－12に示す。

評価の結果，地震時接地圧に対する安全率が評価基準を満足することから「問題なし」

と評価し，地盤支持力の不足が保管場所に影響を及ぼさないことを確認した。 

表 2－12 地盤支持力の不足による影響評価結果 

被害要因 保管場所 

地震時 

接地圧 

（N/mm2） 

地盤 

支持力 

（N/mm2） 

地震時接地

圧に対する 

安全率 

評価基準 

地盤支持力不足 

第１保管エリア 1.1 3.9 3.5 

1.0 
第２保管エリア 0.3 1.2 4.0 

第３保管エリア 0.9 3.9 4.3 

第４保管エリア 0.9 3.9 3.9 
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2.3.5 地中埋設構造物の損壊 

(1) 評価方法

地中埋設構造物の損壊による影響評価については，地中埋設構造物の損壊による保管場

所への影響を評価する。評価の対象は，保管場所を横断する地中埋設構造物とする。保管

場所への影響評価では，評価対象とする地中埋設構造物のうち，Ｓクラスとして設計され

た設備ではなく地表面付近に設置されている地中埋設構造物を，保管場所に影響を及ぼす

地中埋設構造物として評価する。 

(2) 評価結果

第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリアについては，保管場所に地中埋設

構造物が存在しないことから，地中埋設構造物の損壊が保管場所に影響を及ぼさない。 

第２保管エリアとしている輪谷貯水槽（西 1／西 2）については，Ⅵ-2-別添 2-2「溢水

源としない耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震性についての計算書」に示すとおり耐震性を有す

ることを説明する。 

以上のことから，表 2－13に示すとおり保管場所における地中埋設構造物の損壊による

影響はないことを確認した。 

表 2－13 地中埋設構造物の損壊に対する影響評価結果 

被害要因 
評価結果 

第１保管エリア 第２保管エリア 第３保管エリア 第４保管エリア 

地中埋設構造物

の損壊 
該当なし 問題なし 該当なし 該当なし 
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17. 第４保管エリアの変更に伴う影響について

(1) はじめに

第４保管エリアについては，島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（2

号発電用原子炉施設の変更）における補足説明資料（以下「設置許可まとめ資料」とい

う。）から形状を変更している。以下に，第４保管エリアの変更内容とその影響について

整理する。 

(2) 変更内容

変更前の第４保管エリアにおいて，埋戻土上に配置する予備及び自主対策設備が可搬

型設備に近接していることから，離隔距離の更なる裕度確保を目的に，第４保管エリア

の拡張を行い，当該拡張部に一部の予備及び自主対策設備を配置することとした。第４

保管エリアの形状変更の前後図を図 17－1に，可搬型設備の配置を図 17－2に示す。 

拡張部は埋戻土であり一部の予備及び自主対策設備を配置するが，岩盤部に配置する

可搬型設備や第４保管エリア周辺のアクセスルートに対して十分な離隔距離の確保が可

能であることから，重大事故等対応の作業成立性に影響はない。また，作業成立性上期

待している可搬型設備は変更前後共に全て岩盤上に配置していることから，重大事故等

対応の作業成立性に影響はない。 

また，コンクリート置換部については，変更前は第４保管エリアの境界に沿って設定

していたが，第４保管エリアの拡張に伴い埋戻土の範囲も西側に拡張したことから，コ

ンクリート置換部を岩盤部に隣接し車両の動線としても問題ない位置に変更した。

コンクリート置換部の範囲は，幅約 4m，延長約 20mとする。また，その範囲内にある

埋戻土は全てコンクリートに置換し，岩着させることから地震時においても不等沈下等

による局所的な段差は発生せず可搬型設備の通行性に対して影響を及ぼさない構造とす

る。コンクリート置換部の概要図を図 17－3に示す。 

なお，可搬型設備について一部の数量変更となっており，その内訳及び変更理由を表

17－1に示す。 
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表 17－1 可搬型設備の数量変更内訳及び変更理由 

凡例 設備名称 
変更前 

数量 

変更後 

数量 
変更理由 

②300Aホース＊1 3 

(コンテナ数)

8 

(コンテナ数)

敷設時の作業性を考慮し，

重大事故等対処設備分だ

けではなく，自主対策設備

分のホース，エルボ等につ

いてもコンテナ保管に変

更したことに加え，コンテ

ナ保管時のエルボの配置

間隔を広げることに変更

したことから，コンテナ数

が増加した。 

③シルトフェンス

運搬車及びシル

トフェンス＊1

2 

(コンテナ数)

0 

(コンテナ数)

シルトフェンスを搭載す

るコンテナを車両積載せ

ずに保管することとして

いたが，第４保管エリア内

のスペースを確保するた

めに，車両積載保管（シル

トフェンス運搬車１台に

つきコンテナ１台を積

載。）に変更した。 

2 

(車両数) 

2 

(車両数) 

⑤緊急時対策所用

資機材＊1

0＊2

（コンテナ数）

1＊2 

(コンテナ数)

緊急時対策所用発電機等

の設置に必要な可搬型ダ

クト等の資機材を各設備

近傍に保管することとし

ていたが，運搬時の作業性

を考慮してまとめて保管

することとしたため，コン

テナが必要となった。

注記＊1：コンテナ保管 

＊2：変更前は可搬型ダクト等の資機材を各設備近傍に分散して保管していたため，図

17－2 の変更前には個別に図示していなかったが，運搬時の作業性を考慮して，

コンテナ１台にまとめて保管することとし，新たに緊急時対策所用資機材として

コンテナ１台分を追加で図示した。
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変
更
前
（
設
置
許
可
ま
と
め
資
料
よ
り
抜
粋
）

変
更
後

図 17－1 第４保管エリアの形状変更（周辺構造物の配置図 第４保管エリア） 

配管ダクト出入口建物 
【凡例】 

：アクセスルート（車両・要員） 
：可搬型設備の保管場所 

：対象設備 
：倒壊影響範囲 

３号炉サービス建物 

３号炉出入管理棟 

配管・ケーブル架台 

３号炉制御室建物 

３号炉補機海水系 

ポンプメンテナンス 

建物 

10 号倉庫 

メンテナンス建物（除じん機）

補助消火水槽（Ｂ） 

第４保管エリア 

 

 

【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 
：可搬型設備の保管場所 

：対象設備 
：倒壊影響範囲 

３号機制御室建物 

３号機補機海水系 

ポンプメンテナンス 

建物 

10 号倉庫 

補助消火水槽（Ｂ） 

第４保管エリア 

３号機出入管理棟 

３号機サービス建物 

配管ダクト出入口建物 配管・ケーブル架台 

メンテナンス建物（除じん機）
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変
更
前

変
更
後

（備考）変更前の第４保管エリア西側の通路は，第４保管エリア西側の建物（10号倉庫）位置

を基準に 10 号倉庫の倒壊影響範囲を考慮して通路を東側に拡張して必要な道路幅を

確保していたが，第４保管エリア形状変更に伴う現地調査の際に，10 号倉庫の位置

が図と現場で相違しており，実際より西側にあることが判明したため，変更後は，10

号倉庫を西側に移動するよう修正を行い，倒壊影響範囲を考慮しても通路も拡張する

必要がなくなったことから，通路幅及び第４保管エリア西側境界を修正した。 

また，第４保管エリア南側の通路幅についても，西側の通路と比べ広く記載されてい

たため，修正を行った。（通路幅約 9mは変わらず。） 

図 17－2 第４保管エリアにおける可搬型設備の配置 

視点D

出入口部長さ
約24m

出入口部長さ
約86m

※ 各設備の保管場所については，今後の検
討結果等により変更となる可能性がある。

視点D

①
②

① ①

①

④

③

②

①

③

②

③

④

①

②

①

②

①② ③

①

③

① ②

③

【凡例】

・第1ベントフィルタ出口水素濃度※1 ①放水砲※1

①高圧発電機車※1 ②泡消火薬剤運搬車※3及び

①移動式代替熱交換設備※1  泡消火薬剤容器※1

②250Aホース※1,4 ③泡消火薬剤容器※1

③ホース運搬車※3 ①大量送水車※1,4

①大型送水ポンプ車※1 ②大型ホース展張車（150A）※3及び

②300Aホース※1,4  150Aホース※1,4

③大型ホース展張車（300A）※3 ③可搬型ストレーナ※4

・可搬式窒素供給装置※1 ①小型船舶※1

①放射性物質吸着材※1 ②小型船舶運搬車※3

②放射性物質吸着材運搬車※3 ①可搬式モニタリング・ポスト※1,4

③シルトフェンス運搬車※3 ②モニタリング設備運搬車※3

④シルトフェンス※1,4 ③可搬式気象観測装置※4

①化学消防自動車※2 ①緊急時対策所用発電機※4

②泡消火薬剤運搬車※2及び ②緊急時対策所空気浄化送風機※4

 泡消火薬剤容器※2 ③緊急時対策所空気浄化フィルタユニット※4

③小型動力ポンプ付水槽車及び小型放水砲※2 ④緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）※4

・ホイールローダ※1 ・タンクローリ※4

※1：重大事故等対処設備
※2：自主対策設備
※3：資機材
※4：α又は予備

①

【凡例】

保管場所

出入口部

アクセスルート

埋戻土

コンクリート置換部

通路幅
（約９m）

通路幅
（約10m）

最小離隔距離
（3.0m）

通路幅
（約４m）

②

①

③

③

①

③

② ②
①
②

④

10号
倉庫

視点D

出入口部長さ＊6

約85m
出入口部長さ

約100m

視点D

①

②

①

④

③②

①

③

①

②

①

②

①
②

③

① ③

⑤

【凡例】

・第1ベントフィルタ出口水素濃度
＊1

①放水砲
＊1

①高圧発電機車
＊1

②泡消火薬剤運搬車
＊3

及び

①移動式代替熱交換設備
＊1

泡消火薬剤容器
＊1

②250Aホース
＊1,4,5

③泡消火薬剤容器
＊1

③ホース運搬車
＊3

①大量送水車
＊1

①大型送水ポンプ車
＊1

②大量送水車
＊4

②300Aホース
＊1,2,4,5

③大型ホース展張車（150A）
＊3

及び

③大型ホース展張車（300A）
＊3

 150Aホース
＊1,4,5

・可搬式窒素供給装置
＊1

④150Aホース
＊1,4,5

①放射性物質吸着材
＊1,5

及び ⑤可搬型ストレーナ
＊4

 放射性物質吸着材運搬車
＊3

①小型船舶
＊1

②放射性物質吸着材
＊1,5

②小型船舶運搬車
＊3

③シルトフェンス運搬車＊3及び ①可搬式モニタリング・ポスト＊1,4,5

シルトフェンス＊1,4,5 ②モニタリング設備運搬車＊3

①化学消防自動車＊2 ③可搬式気象観測装置＊4,5

②泡消火薬剤運搬車＊2及び ①緊急時対策所用発電機＊4

 泡消火薬剤容器＊2 ②緊急時対策所空気浄化送風機＊4

③小型動力ポンプ付水槽車及び小型放水砲＊2 ③緊急時対策所空気浄化フィルタユニット＊4

・ホイールローダ＊1 ④空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）＊4

・タンクローリ＊4 ⑤緊急時対策所用資機材＊3,5

注記＊1：重大事故等対処設備 ＊3：資機材 ＊5：コンテナ保管
＊2：自主対策設備 ＊4：α又は予備

② ①

③

③

③

②

①

通路幅
（約10m）

①

②

②②

②② ②②

②

①

③

①①

通路幅
（約4m）

④

③

③①

②

離隔距離
（約33m）

⑤
離隔距離

（約16m）

離隔距離
（約10m）

離隔距離
（約49m）

注記＊6：地震後の状況を踏まえ通行可能で
あれば使用する出入口

出入口部長さ
約17m

通路幅
（約9m）

【凡例】

保管場所

出入口部①

出入口部②＊6

アクセスルート

埋戻土

コンクリート置換部

最小離隔距離
（3.0m）

10号
倉庫
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図 17－3 コンクリート置換部 概要図 

(3) 影響評価

a. 保管場所に対する影響評価

Ⅵ-1-1-7-別添 1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」にて抽

出した，第４保管エリアに対する被害要因について影響評価を行う。影響評価結果を表

17-2に示す。

また，変更後に問題なしとした被害要因①②⑥の影響評価を以下に示す。

表 17-2 第４保管エリアの形状変更に伴う第４保管エリアへの影響評価比較結果 

被害要因 変更前 変更後 

①周辺構造物の倒壊

（建物，鉄塔等）
問題なし 問題なし 

②周辺タンク等の損壊 問題なし 問題なし 

③周辺斜面の崩壊 該当なし 該当なし 

④敷地下斜面のすべり 該当なし 該当なし 

⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・

傾斜，液状化に伴う浮き上がり
該当なし 該当なし＊ 

⑥地盤支持力の不足 問題なし 問題なし 

⑦地中埋設構造物の損壊 該当なし 該当なし＊ 

注記＊：変更後の第４保管エリアには一部埋戻土が存在するが，重大事故等対応に用いる

可搬型設備（予備を除く。）は全て岩盤上に保管する。（図 17－2参照）また，保

管場所に地中埋設構造物は存在しない。 

（平面図） （断面図） 

通路幅 

（約 4m） 

【凡例】 

  ：岩盤 

  ：埋戻土 

  ：コンクリート置換部 

約 20m 
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b. 被害要因①②⑥の影響評価

①周辺構造物の倒壊（建物，鉄塔等）及び②周辺タンク等の損壊

第４保管エリア周辺には，倒壊及び損壊により影響を及ぼすおそれのある構造物，タ

ンク等が存在しないことを確認し，「問題なし」と評価した。また，保管場所が設定し

た周辺構造物の倒壊影響範囲に含まれないことを確認し，「問題なし」と評価した。 

周辺構造物の配置図を図 17－1に，周辺タンク等の配置図を図 17－4に示す。 

図 17－4 周辺タンク等の配置図 第４保管エリア 

⑥地盤支持力の不足

変更後の保管エリアには一部埋戻土が存在するが，重大事故等対応に用いる可搬型設

備（予備を除く。）は全て岩盤上に保管することから，「問題なし」と評価した。（図 17－

2参照） 
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添
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申請対象設備 

基本設計方針記載内容 

明確にす

る必要が

ある仕様 

記載資料名 
施設区分 機器名 

建物内外の差圧による原子炉建物燃料

取替階ブローアウトパネル（設置枚数 2

枚，開放差圧 6.9kPa 以下）及び主蒸気

管トンネル室ブローアウトパネル（設

置枚数 71枚，開放差圧 7.36kPa以上，

12.26kPa 以下）の開放により，溢水防

護区画内において蒸気影響を軽減する

設計とする。 

原子炉格 

納施設 

 

主蒸気管

トンネル

室ブロー

アウトパ

ネル 

主蒸気管破断事故時等には，原子炉

建物内外の差圧による原子炉建物燃料

取替階ブローアウトパネル（設置枚数2

枚，開放差圧6.9kPa 以下）及び主蒸気

管トンネル室ブローアウトパネル（設

置枚数71枚，開放差圧7.36kPa以上，

12.26kPa以下）の開放により，溢水防護

区画内において蒸気影響を軽減する設

計とする。 

設置枚数 

開放差圧 

安全設備及 

び重大事故 

等対処設備 

が使用され 

る条件の下 

における健 

全性に関す 

る説明書 

原子炉格

納施設 

（核燃料

物質の取

扱施設及

び貯蔵施

設と兼

用） 

放射性物

質吸着材 

放射性物質吸着材は，雨水排水路等

に流入した汚染水が通過する際に放射

性物質を吸着できるよう，雨水排水路

集水桝3箇所に，約2280kg（雨水排水路

集水桝（No.３排水路）），約100kg（雨水

排水路集水桝（２号機放水槽南）），約

700kg（雨水排水路集水桝（２号機廃棄

物処理建物南））を使用時に設置できる

設計とする。 

放射性物質吸着材は，各設置場所に

必要となる保有量に加え，予備として

約 2280kgを保管する。 

重量 設定根拠に 

関する説明 

書（別添） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設（非

メタルク

ラッド開

閉装置 

加えて，重要安全施設への電力供給

に係る電気盤及び当該電気盤に影響を

与えるおそれのある電気盤（安全施設

（重要安全施設を除く。）への電力供給

― 非常用発電 

装置の出力 

の決定に関 

する説明書 
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2.4 放射性物質吸着材 

名 称 放射性物質吸着材 

重 量 

雨水排水路集水桝 

（No.３排水路） 
kg 約 2280 （予備 約 2280） 

雨水排水路集水桝 

（２号機放水槽南） 
kg 約 100 

雨水排水路集水桝 

（２号機廃棄物処理建物南） 
kg 約 700 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（海洋拡散抑制設備）として使用する放射性物質吸着材は，以下の機能を有する。 

 

放射性物質吸着材は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために設置

する。 

可搬型である放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染水が通過する際に放射性物

質を吸着できるよう，雨水排水路集水桝 3箇所に使用時に設置できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器

安全設備（海洋拡散抑制設備）として使用する放射性物質吸着材は，以下の機能を有する。 

 

放射性物質吸着材は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために設置

する。 

可搬型である放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染水が通過する際に放射性物

質を吸着できるよう，雨水排水路集水桝 3箇所に使用時に設置できる設計とする。 

 

1. 重量 

1.1 雨水排水路集水桝（No.３排水路） 

放射性物質吸着材を重大事故等時において使用する場合の重量は，設置する雨水排水路

集水桝に設置可能な量でかつ，放水によって生じた汚染水が排水可能な形状の体積と密度

を基に設定する。 
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設置場所の寸法及び放射性物質吸着材密度から算出した約 2280kgを必要な重量とする。 

また，故障時のバックアップとして，雨水排水路集水桝（No.３排水路）で必要となる放

射性物質吸着材と同じ重量の約 2280kgを予備として確保する。 

 

1.2 雨水排水路集水桝（２号機放水槽南） 

雨水排水路集水桝（２号機放水槽南）の重量は，設置場所の寸法及び放射性物質吸着材

密度から算出した約 100kgを必要な重量とする。 

 

1.3 雨水排水路集水桝（２号機廃棄物処理建物南） 

雨水排水路集水桝（２号機廃棄物処理建物南）の重量は，設置場所の寸法及び放射性物

質吸着材密度から算出した約 700kgを必要な重量とする。 
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工事計画に係る補足説明資料 

（設備別記載事項の設定根拠に関する説明書） 
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資料 No.9 

放射性物質吸着材の設置箇所の変更について
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1. 概要 

地下水位低下設備は，汲み上げた地下水を敷地内の屋外排水路を通じて海に排水するが，

地震により敷地内の屋外排水路が損傷し，地下水が地表面に溢れ出した場合においても耐

震性を有する集水桝に流下することで海への排水経路を確保する設計としている。地下水

位低下設備で汲み上げた地下水を確実に海に排水するために，現状の「雨水排水路集水桝

（No.３排水路）」の下流側に耐震性を有する雨水排水路集水桝を新設することから，放射

性物質吸着材の設置箇所「雨水排水路集水桝（No.３排水路）」を下流側の新設する雨水排

水路集水桝に位置を変更する。 

以下に，放射性物質吸着材の変更内容とその影響について整理する。 

 

2. 変更内容 

(1) 設置箇所及び重量 

雨水排水路集水桝（No.３排水路）の設置位置を変更し，放射性物質吸着材の重量も変

更する。また，雨水排水路集水桝（２号機放水槽南，２号機廃棄物処理建物南）に設置

する放射性物質吸着材の重量も変更する。なお，合計設置箇所数（3 箇所）及び設置箇

所名称の変更はない。重量の変更内容一覧を表 1 に，設置箇所の寸法及び重量の設計変

更内容を表 2，3に，設置位置図を図 1に示す。 

 

(2) 変更理由 

a. 設置箇所の寸法変更理由 

雨水排水路集水桝（No.３排水路）は下流側の新設する雨水排水路集水桝に位置を変更

するが，汚染水の排水経路だけが接続する設計から地下水の排水経路も接続し雨水排水

路集水桝として共有する設計に変更し，雨水排水路集水枡の寸法を変更＊1した。 

雨水排水路集水桝（２号機放水槽南）及び雨水排水路集水桝（２号機廃棄物処理建物

南）は，現地調査・詳細設計に伴い雨水排水路集水枡の寸法を変更した。 

なお，放射性物質吸着材設置箇所前後の雨水排水路の設計においては，放水砲により

放水された汚染水が流入しても排水可能な設計としている。また，降雨についても同様

に排水可能である。 

 

注記＊1：図 1のとおり接続する排水経路が増加しているが，表 2 に示す雨水排水路集水

桝の寸法は小さくなっている。これは，雨水排水路集水桝の設計において流入

量は関係なく，接続する排水経路の大きさや周囲の設備状況により決定するた

めである。なお，雨水排水路集水桝の設置目的・用途は以下のとおり。 

・排水路の合流・交差部分，勾配の変化する場所や規格（大きさ，管，開水

路等）の違う断面の水路を接続する。 

・ゴミなどを集めやすくし，土砂溜め等の維持管理が容易になる。 
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b. 重量変更の考え方 

表 1 に示すとおり重量は減少しているが，Ⅵ-1-1-5-別添 2「設定根拠に関する説明書

（別添）」の 2.4 放射性物質吸着材に示すとおり，重量は設置する雨水排水路集水桝に

設置可能な量でかつ，放水によって生じた汚染水が排水可能な形状の体積と密度を基に

設定することとしており，表 2 に示すとおり設置箇所の寸法も小さくなっていることか

ら，表 3に示すユニット体積及び重量も減少している。 

また，雨水排水路集水桝（２号機放水槽南）については，排水経路の変更＊2 に伴い，

汚染水の最終流出先ではなく排水経路上に位置するよう変更となり，下流側に雨水排水

路集水桝（No.３排水路）が位置することから放射性物質吸着材を設置する必要はなくな

ったが，海洋への放射性物質の拡散をより抑制するために，重量を減少させた＊3 上で放

射性物質吸着材の設置箇所として引き続き設定することとした。 

 

注記＊2：２号機取水槽及び２号機放水槽周辺における安全対策工事に伴い排水経路を変

更した。具体的には，雨水排水路集水桝（２号機放水槽南）から見て西側から

の地下水排水経路からの流入がなくなり，東側からの汚染水排水経路からの流

入が追加となった。変更前後の排水経路を図 1に示す。 

＊3：表 2に示す設置箇所の寸法が小さくなることから，重量を減少した。 

また，排水先が２号機放水槽から雨水排水路集水桝（No.3 排水路）への排水

経路に変更となったことにより，通水断面積も小さくなり排水量が減少するた

め重量を減少した。 

 

(3) 設置作業時間 

雨水排水路集水桝（No.３排水路）の設置位置の変更による移動時間の増加はなく，放

射性物質吸着材の重量増加もないことから，放射性物質吸着材の設置作業時間（緊急時

対策要員 5 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから放射性物質吸着材設置

完了まで 4時間 20分以内で可能）の変更はない＊4。 

 

注記＊4：設置位置の変更による移動距離の増加は約 40m であり，車両での移動であるこ

とから移動時間への影響はない。また，設置作業時間は実績時間に対して余裕

をもって設定していることから影響はない。 

 

3. 影響評価 

図 2 に示す海洋への放射性物質の拡散抑制手順の流れに示すとおり，放射性物質吸着材

の設置完了をもって「放水砲及び大型送水ポンプ車による大気への放射性物質の拡散抑制」

の放水開始作業を実施するが，2.(3)に示すとおり設置作業時間の変更はないことから，放

水開始作業に影響はない。 
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表 1 放射性物質吸着材 重量の変更内容一覧 

設置箇所 変更前[kg] 変更後[kg] 

雨水排水路集水桝 

（No.３排水路） 
約 2970 約 2280 

雨水排水路集水桝 

（２号機放水槽南） 
約 720 約 100 

雨水排水路集水桝 

（２号機廃棄物処理建物南） 
約 810 約 700 

予備 約 2970 約 2280＊5 

 注記＊5：予備は放射性物質吸着材の設置箇所のうち最も重量が多い箇所と同量とする。 

最も重量が多い箇所が変更となることから予備の重量も変更する。 

 

 

表 2 設置箇所の寸法 設計変更内容 

設置箇所 変更前 変更後 

雨水排水路集水桝 

（No.３排水路） 

体積：約 36.5m3 

（寸法）縦  ：2.6m 

横  ：2.6m 

高さ：5.4m 

体積：約 14.4m3 

（寸法）縦  ：2.4m 

横  ：1.0m 

高さ：6.0m 

雨水排水路集水桝 

（２号機放水槽南） 

体積：約 2.03m3 

（寸法）縦  ：1.3m 

横  ：1.3m 

高さ：1.2m 

体積：約 1.45m3 

（寸法）縦  ：1.0m 

横  ：1.0m 

高さ：1.45m 

雨水排水路集水桝 

（２号機廃棄物処理建物南） 

体積：約 2.59m3 

（寸法）縦  ：1.2m 

横  ：1.2m 

高さ：1.8m 

体積：約 2.38m3 

（寸法）縦  ：1.2m 

横  ：1.2m 

高さ：1.65m 
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表 3 放射性物質吸着材 設計変更内容 

設置箇所 変更前 変更後 

雨水排水路集水桝 

（No.３排水路） 

ユニット体積＊6：約 3.3m3 

吸着材密度   ：約 900kg/m3 

重量      ：約 2970kg 

ユニット体積＊6：約 2.53m3 

吸着材密度   ：約 900kg/m3 

重量      ：約 2280kg 

雨水排水路集水桝 

（２号機放水槽南） 

ユニット体積＊6：約 0.8m3 

吸着材密度   ：約 900kg/m3 

重量      ：約 720kg 

ユニット体積＊6：約 0.11m3 

吸着材密度   ：約 900kg/m3 

重量      ：約 100kg 

雨水排水路集水桝 

（２号機廃棄物 

処理建物南） 

ユニット体積＊6：約 0.9m3 

吸着材密度   ：約 900kg/m3 

重量      ：約 810kg 

ユニット体積＊6：約 0.77m3 

吸着材密度   ：約 900kg/m3 

重量      ：約 700kg 

注記＊6：放射性物質吸着材は，雨水排水路集水桝に設置したユニット（網目状のメッシュボ

ックス）内に敷き詰めて用いる。 

ユニット体積の設計においては，放射性物質吸着材設置箇所における汚染水の流入

量と排水可能量（ユニット体積と放射性物質吸着材の透過率より算出）を比較し，

流入量が上回る場合は溢水するため，ユニット体積を表 2に示す設置箇所の体積以

下になるよう設計する。 
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図 1 海洋への放射性物質の拡散抑制（放射性物質吸着材） 設置位置図
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①，②の作業は，異なる要員で対応できる場合は，並行して実施することが可能 

 

図 2 海洋への放射性物質の拡散抑制手順の流れ 

放水砲による放水開始までに必要な手順 

放水砲及び大型送水ポンプ車による大気への 

放射性物質の拡散抑制を行うと判断した場合 

（操作概要） 

・２号機放水接合槽，輪谷湾へのシ

ルトフェンスの設置（1重目） 

②シルトフェンス設置作業 

（緊急時対策要員:7名） 

（操作概要） 

・２号機放水接合槽，輪谷湾へのシル

トフェンスの設置（2重目） 

③シルトフェンス設置作業 

（緊急時対策要員:7名） 

（操作概要） 

・雨水排水路集水桝 3 箇所（No.３排水路，２号機放水槽南，

２号機廃棄物処理建物南）への放射性物質吸着材の設置 

①放射性物質吸着材設置作業 

（緊急時対策要員:5名） 
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